
/9 9ノ リE C E鰯旧E R

巻
頭
言
鬮
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
と
道
路
の
有
効
利
用

財
団
法
人
道
路
経
済
研
究
所
理
事
長

岡
野
行
秀

1

特
集
/
道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
改
正

道
路
法
の
一
部
改
正

道
路
局
路
政
課
建
設
専
門
官

加
藤
利
男

3

駐
車
場
法
の
一
部
改
正

都
市
局
都
市
再
開
発
課
再
開
発
融
資
専
門
官

内
田
要

“

道
路
事
業
に
よ
る
駐
車
場
事
業
へ
の
融
資
制
度
に
つ
い
て

道
路
局
有
料
道
路
課
課
長
補
佐

遠
藤
元
一

鞘

｢横
浜
市
放
置
自
動
車
及
び
沈
船
等
の
発
生
の
防
止
及
び
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
｣
に
つ
い
て

横
浜
市
環
境
事
業
局
総
務
部
総
務
課
経
理
係
長

佐
藤
敦
夫

郡

第
三
回
A
P
M

(新
交
通
シ
ス
テ
ム
)
国
際
会
議

第
三
回
A
P
M
国
際
会
議
組
織
委
員
会
会
長

淺
井
新
一
郎
(土
木
学
会
前
会
長
)
64

道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
懇
談
会
の
設
置
に
つ
い
て

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

邱

一
シ
リ
ー
ズ
圏
日
本
の
道
期
選
よ
山

圀
よ
み
が
え
る
歴
史
の
道

“寺
町
通
り
“

岩
手
県

“

　
　

　
　

　
　
　
　

　

本
誌
の
掲
載
文
は
、
執
筆
者
が
個
人
の
責
任
に
お

い
て
自
由
に
書
く
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
の
見
解
で
す
。

ま
た
肩
書
等
は
原
稿
執
筆
時
お
よ
び
座
談
会
等
実
施

時
の
も
の
で
す
。



特
集

道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一部
改
正

建
設
省
道
路
局
路
政
課
建
設
専
門
官

加
藤

利
男

は
じ
め
に

自
動
車
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
の
整
備
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
道
路
の
構
造
の
保
全
と
安

全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る

｢道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
｣
は
、
第
三
一〇
回
国
会
の
審
議
を
経

て
四
月
二
四
日
に
成
立
し
、
去
る
五
月
二
日
に
平
成

三
年
法
律
第
六
〇
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
続
い
て
、

道
路
法
施
行
令
及
び
駐
車
場
法
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令

(平
成
三
年
政
令
第
三
一
七
号
)
が
同

年
一
〇
月
四
日
に
、
道
路
法
施
行
規
則
及
び
開
発
道

路
に
関
す
る
占
用
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

(平
成
三
年
建
設
省
令
第
一
八
号
)
が
同
年

一
〇
月
二
一
日
に
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
一
連
の

法
律
、
政
令
、
省
令
は
同
年
三

月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
同
日
付
け
で
各
道

路
管
理
者
あ
て
に
道
路
局
長
通
達

(道
政
発
第
五
八

号
)、
路
政
課
長
通
達

(道
政
発
第
六
〇
号
)
が
出
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
本
法
律
の
成
立
に
至
っ
た
背
景
及
び

道
路
法
関
係
の
改
正
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
政
令
、

省
令
、
通
達
等
の
内
容
も
踏
ま
え
て
紹
介
す
る
こ
と

と
し
た
い
。

一

改
正
の
背
景

1

駐
車
場
整
備
の
必
要
性

近
年
、
都
市
化
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展

等
に
よ
り
自
動
車
交
通
が
著
し
く
輻
輳
し
、
自
動
車

の
駐
車
需
要
も
大
き
く
増
加
し
て
い
る
一
方
、
駐
車

需
要
の
伸
び
に
相
応
し
い
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
が

十
分
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
都
市
に
お

い
て
路
上
駐
車
が
蔓
延
し
て
い
る
。
昭
和
六
〇
年
度

に
実
施
し
た
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
ピ
ー

ク
時
に
お
け
る
全
駐
車
需
要
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
車
庫

が
わ
り
の
駐
車
需
要
を
除
い
た
目
的
地
に
お
け
る
駐

車
需
要
は
全
国
で
約
七
〇
〇
万
台
あ
り
、
こ
の
う
ち

八
割
弱
に
当
た
る
約
五
四
〇
万
台
が
路
外
の
駐
車
場

等
に
駐
車
し
、
残
り
の
約
一
六
〇
万
台
が
路
上
に
駐

車
し
て
い
る
と
推
計
さ
れ
る
。
ま
た
、
平
成
二
年
の

警
視
庁
、
大
阪
府
警
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
東
京
都
内

の
瞬
間
路
上
駐
車
台
数
は
約
二
三
万
一
、
0
0
0
台

(う
ち
違
法
駐
車
約
二
〇
万
五
、
0
0
0
台
)、
大
阪

府
内
の
瞬
間
路
上
駐
車
台
数
は
約
三
六
万
七
、
0
0

0
台

(う
ち
違
法
駐
車
約
三
一
万
一
、
0
0
0
台
)



特集/道路法及び駐車場法の都改正総激激激総激激激激激激激※激激激臘激賞激激賞臘激激臘激激激激

資料 1 駐車需要の分類

駐車需要 [
車庫が初の駐車需要

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
路
上
駐
車
の
蔓
延
は
、

交
通
渋
滞
を
ま
す
ま
す
激
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
交

通
事
故
の
一
因
と
も
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
都
市

に
お
け
る
中
心
商
業
市
街
地
の
活
力
低
下
を
も
招
来

し
て
い
る

(資
料
ー
･
2

･
3
参
照
)
。

他
方
、
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
従

来
か
ら
、
民
間
セ
ク
タ
ー
と
公
共
セ
ク
タ
ー
と
の
適

切
な
役
割
分
担
の
も
と
に
種
々
の
施
策
が
講
じ
ら
れ

切 し に 通 交 と

出駐車場
な か 他 て お 事 通 さ
役 ら 方 い け "$

市計画駐車場
540万

目的地での駐車需要 700万 “用駐車場

その他

上 160万

内 100万台 々
(昭和60年道路交通センサスによる推計)

資料2 路上駐車の実態

瞬間路上
駐車台数

うち違法駐車 摘 要

東 京 都 内 23万 1 千台 20万 5千台 平成 2年 4月警視庁調査

大 阪 府 内 36万 7千台 31万 1千台 平成2年8、9月大阪府警調査

名 古 屋 市 内 8 万 5 千台 5万 1千台 昭和63年10月愛知県警調査

茨 城 県 内
(市街地中心部) 2 万台 1万 4 千台 平成 2年 5月茨城県警調査

群 馬 県 内
(市街地中心部) 2 万 2 千台 1万 5 千台 平成 2 年 6月群馬県警調査

て
き
て
お
り
、
そ
の
整
備
量
は
徐
々
に
増
加
し
て
き

て
は
い
る
が
、
上
述
の
よ
う
な
事
態
に
対
応
す
る
た

め
に
は
い
ま
だ
不
十
分
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
(資
料
4
参
照
)。
ま
た
、
近
年
の
地
価
高
騰
に
よ

る
採
算
性
の
悪
化
や
用
地
の
取
得
難
等
に
よ
り
、
自

動
車
駐
車
場
の
整
備
は
よ
り
一
層
困
難
な
状
況
と
な

-

イ

-
“

-

力

き

し
た
駐
車
場
整
備
の
一
層
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、

て
は
い
る
が
、
上
述
の
よ
う
な
事
態
に
対
応
す
る
た

採
算
が
悪
く
民
間
に
よ
る
整
備
が
期
待
で
き
な
い
目

め
に
は
い
ま
だ
不
十
分
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

動
車
駐
車
場
、
公
共
空
間
を
活
用
し
た
公
共
性
の
高

い
(資
料
4
参
照
)。
ま
た
、
近
年
の
地
価
高
騰
に
よ

い
自
動
車
駐
車
場
等
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
公
的
セ

る
採
算
性
の
悪
化
や
用
地
の
取
得
難
等
に
よ
り
、
自

ク
タ
ー
が
よ
り
積
極
的
に
関
与
し
、
官
民
一
体
と
な

動
車
駐
車
場
の
整
備
は
よ
り
一
層
困
難
な
状
況
と
な

っ
て
駐
車
対
策
に
取
り
組
む
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
、

っ
て
い
る
。

道
路
審
議
会
の
建
議

(昭
和
六
二
年
七
月
)
に
お
い

こ
う
し
た
駐
車
問
題
の
深
刻
化
を
背
景
に
、
公
共

て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
都

セ
ク
タ
ー
が
担
う
べ
き
役
割
は
増
大
し
て
き
て
お
り
、

市
計
画
中
央
審
議
会
の
中
間
答
申
(平
成
三
年
三
月
)

融
資
等
の
助
成
措
置
を
拡
充
し
、
民
間
活
力
を
活
用

セ っ る い め て て
ク こ て 車 採 公 に は き
タ う い 駐 算 晶 は い て
l し る 車 性 岬 い る お
が た o 場 の T ま が り

資料 3 路上駐車車両にかかわる事故
東京では交通事故発生件数の4,9 % が駐車にかかわる事故

事故類型別 発生件数 うち路側駐車が関係しているもの

人 対 車 両

車 両 単 独

8,320

1,310

310(3 .7 % )駐車車両前後横断

165(12 ,6 % )駐車車両(運転者不在)

計 9 ,630 475(4 .9 % )

( )は構成比率 (昭和63年 警視庁交通年鑑)

資料4 駐車場の整備状況

平成元年度末 昭和63年度 昭和54年度 元年/ 54年

都市計画駐車場 68,175台 64,792台 45,335台 1.50

届 出 駐 車 場 746,265台 674,916台 416,123台 1.79

附置義務駐車施設 772,371台 694,469台 383,584台 2.01

路 上 駐 車 場 1,424台 1,697台 2,372台 0.60

計 (A ) 1,588,235台 1,435,874台 847,414台 1.87

自動車保有台数(B ) 55,278,576台 52,537,643台 36,443,044台 1,52

A / B ×10,000 287 ,3台 273.3台 232 .5台 1.24



資料 5 平成 3年度に実施する駐車場整備対策の概要
l , 駐車場の整備

① 新規制度

事 業 名 概 要 整備主体 摘 要 3年度事業費 備 考

特定交通安全施設等整備事業 安全かつ円滑な道路交
通を確保するため、交
通安全対策の観点から
駐車場を整備する。

道路管理者
(国、地方公共

団体)

･道路特会
･補助率 ･負担率
1 / 2
公安法、道路法等の

改正

106

共同駐車場整備促進事業 商業系の地域において
民間による駐車場の共
同整備を促進する。

民間 ･補助率1 / 3 9

公営住宅等駐車場整備事業 公営住宅等の駐車場に
対し補助しゞ 整備を促
進する。

地方公共団体 ･公営住宅建設等事業
･住宅地区改良事業
･補助率1 / 3

住宅金融公庫融資 駐車台数が全戸分設置
された集合住宅団地に
ついて建設資金及び購
入資金に対す,る割増し
貸付を新設する。

地方住宅供給公
社等、
民間

･割増貸付額
(100万円′戸)

250 融資額見込

(億円)

② 既存制度 (億円)

事 業 名 概 要 整備主体 摘 要 3年度事業費 備 考

有料道路整備資金 都市計画駐車場に融資
し、整備を促進する。

道路管理者
(地方公共団体

地方道路公社)

･道路特会
･無利子融資

199

N T T株式売却収入の活用に
よる無利子貸付金
N T T - A型

都市計画駐車場に融資
し、整備を促進する,

道路管理者
(道路公社)

･道路特会
･無利子融資

28

N T T - C型 都市計画駐車場等に融
資し、整備を促進する。

第3セクター ･無利子融資 40 融資額見込

道路開発資金 都市計画駐車場等に融
資し、整備を促進する。

第3セクター
民間

･道路特会
･低利子融資

214 融資額見込

民間都市開発推進機構 特定民間都市開発事業
により整備される駐車
場に対し融資する。

第3セクター
民間

･低利子融資 50 融資額見込

日本開発銀行等 都市計画駐車場等に離
資し、整備を促進する。

第3セクター
民間

･低利子融資 lo 融資額見込

市街地再開発事業等面整備 面整備事業における駐
車場に対し補助し、整
備を促進する。

地方公共団体、
組合、民間等

･補助率1/ 3

に
お
い
て
は
、
駐
車
場
の
計
画
的
整
備
、
附
置
義
務

制
度
の
拡
充
、
民
間
に
対
す
る
支
援
を
含
む
公
共
の

役
割
の
強
化
等
に
つ
い
て
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
昨
年
の
第
一
一
八
回
国
会
に
お
け
る
道
路

交
通
法
の
一
部
改
正
及
び
自
動
車
の
保
管
場
所
等
の

確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
関
連
し
、
駐
車

対
策
に
つ
い
て
は
、
交
通
規
制
･
取
締
り
の
強
化
に

あ
わ
せ
て
、
絶
対
的
な
駐
車
場
不
足
を
解
消
す
る
た

め
に
駐
車
場
の
整
備
の
促
進
を
は
か
る
べ
き
旨
附
帯

2 , 駐車場の有効利用 (億円)

事 業 名、 概 要 整留薦主体 摘 要 3年度事業費 備 考

駐車場案内システム 駐車場の位置、満車 ･
空車の情報等を駐車場
利用者に提供するシス
テムの整備を推進す
る。

道路管理者
(国、地方公共

団体)

･道路特会
･補助率1 / 2 22



3 , 計画の策定 (億円)

事 業 名 概 要 整備主体 摘 要 3年度事業費 備 考

駐車場整備計画調査 た
定
地
盤

し
策
実
場

映
を
を
車

反
画
査
駐

o

を
計
調
な
る

蝸
臨
拗
酌
遡

の
場
た
計
推

城
車
る

、
を

地
翳
す
し
億

歎
国
鰍 膨繊

繊
4T

4 . 駐車場整備促進税制の創設 ･拡充

充
設
拡

創

･

の
設

度
創

鯏
診

償
措

増
減

割
軽

る
る

す
ず

到
討

簿
癆髓計計鰤

締
の
の鰡蝋

拭
拭

地
地蹴聯

税

、
臥
徽

説
斬

得
動

所
不

決
議
等
で
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
建
設
省
と
し
て
は
、
平
成
三
年
度
に

お
い
て
、
既
存
の
助
成
策
の
活
用
と
と
も
に
、
道
路

管
理
者
が
行
う
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
補

助
制
度
の
創
設
(交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
)、
商

店
街
等
の
地
域
に
お
い
て
民
間
が
共
同
し
て
整
備
す

る
駐
車
場
に
対
す
る
補
助
制
度
の
創
設

(共
同
駐
車

場
整
備
促
進
事
業
)
等
補
助
制
度
の
拡
充
を
行
う
こ

と
と
し
た
が
(資
料
5
参
照
)、
こ
れ
ら
の
措
置
と
併

せ
て
自
動
車
駐
車
場
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
整
備

を
促
進
す
る
た
め
、
道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部

を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

2

道
路
管
理
の
充
実
･
強
化
の
必
要
性

市
街
地
に
お
け
る
路
上
駐
車
の
蔓
延
に
対
し
て
は
、

上
述
の
よ
う
に
、
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
を
確

保
す
る
た
め
、
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
の
促
進
を
行

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
道
路
交
通
が
ま
す
ま
す

輻
輳
す
る
中
、
車
両
か
ら
転
落
し
て
道
路
上
に
放
置

さ
れ
た
積
載
物
等
の
物
件
や
道
路
上
に
長
時
間
放
置

さ
れ
た
車
両
も
ま
た
、
交
通
渋
滞
や
交
通
事
故
を
誘

発
し
、
あ
る
い
は
除
雪
等
緊
急
を
要
す
る
道
路
の
維

持
作
業
の
妨
げ
と
な
る
な
ど
、
道
路
構
造
の
保
全
又

は
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
に
著
し
い
支

障
と
な
っ
て
お
り
、
放
置
さ
れ
た
物
件
、
車
両
に
対

し
て
も
よ
り
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
建

設
大
臣
が
管
理
す
る
指
定
区
間
内
国
道
に
関
す
る
調

査
に
よ
れ
ば
、
平
成
元
年
度
に
お
い
て
、
①
道
路
交

通
に
重
大
な
支
障
が
あ
る
と
し
て
住
民
及
び
警
察
か

ら
連
絡
を
受
け
措
置
し
た
道
路
上
の
放
置
物
件
は
約

四
、
○
○
0
件
に
及
ん
で
お
り
、
ま
た
、
②
道
路
管

理
者
が
清
掃
作
業
、
区
画
線
の
設
置
等
を
行
う
際
に

支
障
と
な
っ
た
長
時
間
放
置
車
両
は
約
二
〇
〇
件
、

道
路
除
雪
を
行
う
際
に
支
障
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い

て
も
約
一
四
〇
件
に
及
ん
で
い
る

(警
察
へ
の
連
絡

を
行
っ
た
件
数
に
限
る
。)。
さ
ら
に
、
昭
和
五
〇
年

の
国
道
一
七
〇
号
路
上
放
置
車
両
追
突
事
件
に
係
る

最
高
裁
判
決
に
お
い
て
、
長
時
間
放
置
車
両
に
対
す

る
安
全
性
の
確
保
措
置
の
欠
如
を
理
由
に
道
路
管
理

者
が
道
路
管
理
の
瑕
疵
を
問
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
道
路
上
の
放
置
物
件
や
放
置
車
両

に
よ
る
交
通
の
危
険
の
排
除
に
つ
い
て
、
道
路
管
理

者
と
し
て
も
万
全
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
た
め
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
、

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
を
適
時
に
行
う
と
と
も
に
、
既
存

の
制
度
の
枠
内
で
道
路
構
造
の
保
全
や
安
全
か
つ
円

滑
な
道
路
交
通
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
行
っ
て

き
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
道
路
上
の
放
置
物

件
や
長
時
間
放
置
車
両
が
道
路
構
造
ま
た
は
道
路
交

通
に
与
え
る
影
響
の
重
大
性
に
か
ん
が
み
、
今
般
、

よ
り
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
、

道
路
法
の
一
部
を
改
正
し
て
対
応
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
第

一
一
八
回
国
会
に
お
い
て

も
、
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
の
審
議
に
関
連
し
て
、

安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
を
図
る
上
で
支

特集/



障
と
な
っ
て
い
る
道
路
上
に
放
置
さ
れ
た
自
動
車
や

物
件
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者
と
し
て
も
、
道
路
管

理
上
必
要
な
範
囲
で
所
要
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。三

道
路
法
の
主
要
な
改
…正
点

ー

道
路
上
の
自
動
車
駐
車
場
に
関
す
る
規
定
の
整

備

(道
路
法

(以
下

｢法
L
と
い
う
。)
第
二
条
関

係
)

道
路
管
理
者
の
設
け
る
自
動
車
駐
車
場
に
つ
い
て
、

道
路
に
接
し
て
設
け
ら
れ
る
も
の
に
加
え
、
道
路
上

に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
道
路
の
附
属
物
と

し
て
位
置
付
け
た
。

2

有
料
の
自
動
車
駐
車
場
制
度
の
創
設

(法
第
二

四
条
の
二
･
第
二
四
条
の
三
関
係
)

道
路
管
理
者
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共

団
体
の
条
例

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、

政
令
)
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
動
車
駐
車
場

に
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
、
駐
車
料
金
を
徴

収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
駐
車
料
金

の
額
の
原
則
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
駐
車
料
金

を
不
法
に
免
れ
た
者
か
ら
、
そ
の
免
れ
た
額
の
ほ
か
、

そ
の
免
れ
た
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
割
増
金
と

し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
。
ま
た
、

駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
自
動
車
駐
車
場
に
は
、
駐
車

料
金
、
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
そ
の
他
自
動

車
駐
車
場
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
を
表
示
す
る

た
め
、
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し

た
。

3

違
法
放
置
物
件
に
対
す
る
措
置
の
明
確
化

(法

第
四
四
条
の
二
関
係
)

道
路
管
理
者
は
、
法
第
四
三
条
第
二
号
の
規
定
に

違
反
し
て
、
道
路
を
通
行
し
て
い
る
車
両
か
ら
落
下

し
て
道
路
に
放
置
さ
れ
た
当
該
車
両
の
積
載
物
そ
の

他
の
道
路
に
放
置
さ
れ
た
物
件

(以
下

｢違
法
放
置

物
件
｣
と
い
う
。)
が
、
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ

し
、
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
占
有

者
、
所
有
者
そ
の
他
当
該
違
法
放
置
物
件
に
つ
い
て

権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
法
第
七

一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
違
法
放

置
物
件
を
自
ら
除
去
し
、
ま
た
は
そ
の
命
じ
た
者
若

し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
あ
わ
せ
て
除
去
し
た
物
件
の
保
管
等
に

つ
い
て
必
要
な
手
続
を
定
め
た
。

4

長
時
間
放
置
車
両
の
移
動
等
の
措
置
の
制
度
化

(法
第
六
七
条
の
二
関
係
)

道
路
管
理
者
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
そ
の

委
任
を
受
け
た
者
は
、
道
路
の
改
築
、
修
繕
若
し
く

は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
又
は
除
雪
そ
の
他
の
道

路
の
維
持
の
施
行
の
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
必
要

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
に
長
時
間
放
置
さ

れ
た
車
両
に
つ
い
て
、
現
場
に
当
該
車
両
の
運
転
を

す
る
者
そ
の
他
当
該
車
両
の
管
理
に
つ
い
て
責
任
が

あ
る
者
が
い
な
い
と
き
に
限
り
、
当
該
車
両
が
放
置

さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
の
距
離
が
五
0
m
を
超
え
な

い
道
路
上
の
場
所
に
当
該
車
両
を
移
動
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

車
両
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
の
距
離
が
五
0

m
を
超
え
な
い
範
囲
の
地
域
内
の
道
路
上
に
当
該
車

両
を
移
動
す
る
場
所
が
な
い
と
き
は
、
自
動
車
駐
車

場
、
空
地
、
前
段
に
規
定
す
る
場
所
以
外
の
道
路
上

の
場
所
そ
の
他
の
場
所
に
当
該
車
両
を
移
動
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
あ
わ
せ
て
移
動
し
た
車
両

の
保
管
等
に
つ
い
て
必
要
な
手
続
を
定
め
た
。

三

道
路
法
の
改
正
内
容

ー

道
路
上
の
自
動
車
駐
車
場

(法
第
二
条
第
二
項

関
係
)

①

趣
旨

路
上
駐
車
の
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
路
上
駐
車
の

特
性
と
し
て
は
、
①
三
〇
分
以
内
の
短
時
間
の
も
の

が
多
い
こ
と
、
②
荷
物
の
搬
出
入
を
伴
う
業
務
目
的
、

買
い
物
目
的
等
の
も
の
が
多
い
こ
と
、
③
商
店
等
の

小
売
施
設
を
利
用
の
目
的
施
設
と
す
る
も
の
が
多
い



路上駐車の時間分布

駐車時間 ~ 5 "さ 5 ~ 10分 10 ~ 30分岱 30 ~ 60分 60分 ~
構 成 比 ( % ) 鰐 鯲 紬 鰍 棍累積比率( %) 鰐 鰓 秘 ㈱ 肋

こ
と
が
判
明
し
て
い
る
(資
料
6
参
照
)
。
こ
う
し
た

点
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
商
店
等
が
連
た
ん
す
る
な
ど

沿
道
の
土
地
利
用
特
性
に
よ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
路

外
駐
車
場
の
整
備
の
み
で
は
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
短
時
間
の
駐
車
需
要
が
多
く
存
在
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
今
般
、
道
路
管
理
者
が
、

路
外
駐
車
場
の
整
備
の
み
で
は
対
応
で
き
な
い
短
時

間
駐
車
需
要
に
対
応
し
、
路
上
駐
車
の
秩
序
の
回
復

を
通
じ
て
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
ま
た
は
交
通
の

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
う
し
た
短
時
間
駐
車
の

た
め
の
路
上
駐
車
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
際
、
こ
の
道
路
上
の
自
動
車
駐
車
場
に
つ
い
て

納1 東京23区内の路上駐車の駐車時間
(昭和60年道路交通センサスによる推計)

2 駐車目的 (平成元年 道路局調査)

(都内直轄道路の例)
路上駐車の駐車目的施設 (N = 386)

駐 車 目 的 構成比率(% )

荷物の搬出入等の荷物を伴う業務 獺
勳 猟
会議

、
営業等の荷物を伴わない業務 鰻

送迎 鵬
その他 鍋

は
、
蔓
延
す
る
路
上
駐
車
に
よ
り
、
安
全
で
円
滑
な

交
通
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
る
幹
線
道
路
に
お
い

て
主
に
整
備
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
幹
線

道
路
に
お
い
て
は
、
交
通
量
も
多
く
、
路
上
駐
車
施

設
の
構
造
に
つ
い
て
も
十
分
な
交
通
安
全
上
の
配
慮

を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
路
上
駐
車
が
道

路
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
原
則
と
し
て
車

道
と
分
離
し
た
構
造
に
よ
っ
て
、
道
路
上
の
自
動
車

駐
車
場

(い
わ
ゆ
る
｢路
上
駐
車
施
設
｣)
を
整
備
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
。

(な
お
、
道
路
上
の
自
動
車
駐
車
場
を
含
め
、
道
路

の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
の
設
置
に
関
す
る

事
業
に
つ
い
て
は
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に

関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
令
及
び
道
路
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
(平
成
三
年
政
令
第
七
八
号
)

に
よ
り
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
と
し
て
位
置
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円
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路上駐車の駐車目的施設
(N = 379)

目的施設 構成比( % )

商 店 等 芻
事 務 所 湖
住 宅 鯛
そ の 他 捌

付
け
、
国
に
よ
る
費
用
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
特
例

の
対
象
と
し
、
そ
の
整
備
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ

と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
)

②

改
正
の
内
容

車
道
と
分
離
し
た
構
造
に
よ
っ
て
道
路
上
に
整
備

す
る
自
動
車
駐
車
場
は
、
道
路
本
体
で
は
な
く
、
道

路
の
附
属
物
と
す
る
こ
と
が
適
当
な
こ
と
か
ら
、
道

路
法
上
の
道
路
の
う
ち
道
路
の
附
属
物
に
つ
い
て
定

義
す
る
法
第
二
条
第
二
項
の
改
正
に
よ
り
、
従
来
か

ら
の

｢道
路
に
接
す
る
｣
自
動
車
駐
車
場
に
加
え
、

｢道
路
上
の
｣
自
動
車
駐
車
場
で
道
路
管
理
者
が
設

け
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
道
路
の
附
属
物
と
し
て
明

確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

③

公
安
委
員
会
の
意
見
聴
取

法
第
九
五
条
の
二
の
改
正
に
よ
り
、
道
路
上
に
道

路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
を
設
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
道
路
管
理
者
は
都
道
府
県
公
安
委

員
会
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
道
路
上
の
自
動
車
駐
車
場
を
設
け

る
場
合
は
、
駐
車
の
適
正
、
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路

交
通
の
確
保
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

の
行
う
交
通
規
制
と
緊
密
な
連
携
を
と
る
必
要
が
あ

る
た
め
で
あ
る
。

2

有
料
の
自
動
車
駐
車
場
制
度

(法
第
二
四
条
の

二
･
第
二
四
条
の
三
関
係
)

①

趣
旨

特集/道路法及び駐車場法の一部改正



従
来
よ
り
、
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
は
、
一
般
に

が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

持
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
基
づ
き
当
該
自
動
車
駐
車

民
間
セ
ク
タ
!
主
体
で
行
わ
れ
、
公
的
セ
ク
タ
ー
に

道
路
管
理
者
が
設
け
る
目

･
$

揚

り

は
、

日

こ
、

ゞ

"

ト

よ
る
整
備
は
こ
れ
を
補
完
す
る
形
で
行
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
一
の
1
で
み
た
よ
う
に
、
今
後
は
公
的
セ

ク
タ
ー
に
よ
る
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
も
積
極
的
に

進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、

従
来
よ
り
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
そ

の
建
設
費
等
を
料
金
収
入
に
よ
り
償
還
す
る
有
料
道

路
制
度
の
仕
組
み
を
活
用
し
て
有
料
の
自
動
車
駐
車

場
の
整
備
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
よ
り
整
備
を
行
う
場
合
は
、
採
算
性
が
一
定
以
上

確
保
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
と
り
わ
け
都
市

部
に
お
い
て
は
、
近
年
の
用
地
費
の
上
昇
等
に
よ
る

採
算
性
の
悪
化
等
に
よ
り
、
そ
の
整
備
が
困
難
と
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
応
し
、
安
全
か
つ
円
滑
な
道

路
交
通
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
そ
の
整
備
が
求
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
が
公
共
事

業

(交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
)
と
し
て
積
極
的

に
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
こ

の
場
合
、
仮
に
利
用
者
か
ら
駐
車
料
金
を
徴
収
し
な

い
こ
と
と
す
る
と
、
道
路
管
理
者
が
設
け
る
自
動
車

駐
車
場
の
利
用
者
と
民
間
駐
車
場
等
の
利
用
者
と
の

間
に
不
公
平
を
生
じ
、
民
間
駐
車
場
等
と
の
競
争
の

公
平
性
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
と
も
に
、
不

必
要
な
駐
車
需
要
の
移
動
を
招
来
し
交
通
流
に
混
乱

道
路
管
理
者
が
設
け
る
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
者
は
、

道
路
上
の
一
定
ス
ペ
ー
ス
を
排
他
的
に
使
用
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
利
用
に
つ
い
て

駐
車
料
金
を
徴
収
し
な
い
こ
と
は
、
特
に
都
市
部
等

に
お
い
て
は
社
会
通
念
上
、
容
認
さ
れ
得
な
い
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
今
回
の
改
正

に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
に
駐
車
料
金
の
徴
収
権
能

を
付
与
し
、
公
共
事
業
に
よ
り
整
備
し
た
自
動
車
駐

車
場
を
有
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
駐
車
料
金
は
、
道
路
と
い
う
公
共

物
の
特
別
の
使
用
料
金
と
し
て
の
占
用
料
的
な
性
格

と
、
受
益
者
負
担
的
な
性
格
と
を
併
せ
有
す
る
も
の

と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
従
来
よ
り
、
道
路
法
の
道
路

に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
道
路
無
料
公
開
の
原
則
の

も
と
に
、
法
律
上
特
別
の
規
定
が
な
け
れ
ば
そ
の
利

用
に
つ
い
て
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
改
正
は
、
そ
の
例
外

と
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

②

駐
車
料
金
の
徴
収
の
対
象

駐
車
料
金
は
、
自
動
車
駐
車
場
に
自
動
車
を
駐
車

さ
せ
る
者
か
ら
徴
収
す
る
。
こ
こ
で
、
自
動
車
と
は
、

道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動

車
を
い
う
。
た
だ
し
、
道
路
交
通
法
第
三
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
緊
急
自
動
車
、
そ
の
他

｢道
路
の
改

築
、
修
繕
、
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
、
道
路
の
雑

場
に
駐
車
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

る
自
動
車
で
、
建
設
大
臣
が
定
め
る
｣
自
動
車
に
つ

い
て
は
、
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

具
体
的
に

｢建
設
大
臣
が
定
め
る
｣
自
動
車
に
つ
い

て
は
、
近
日
中
に
官
報
に
よ
り
告
示
す
る
予
定
で
あ

る
↓。③

駐
車
料
金
の
決
定
に
つ
い
て

･1

指
定
区
間
内
国
道
に
設
け
る
場
合

法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
り
、
駐
車
料
金
の

徴
収
は
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
道
路
法
施
行
令

(以
下

｢令
｣
と
い
う
。
)
第
三
条
の
二
に
お
い
て
は
、

指
定
区
間
内
の
国
道
に
設
け
ら
れ
る
自
動
車
駐

車
場
に
つ
い
て
駐
車
料
金
を
徴
収
し
よ
う
と
す

る
場
合
、
建
設
大
臣
は
当
該
自
動
車
駐
車
場
の

名
称
及
び
位
置
、
駐
車
料
金
の
額
、
駐
車
す
る

こ
と
が
で
き
る
時
間
並
び
に
駐
車
料
金
の
徴
収

開
始
の
日
を
告
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(令
第
三
条
の
二
第
一
項
)。
こ
の
告
示
は
、
道

路
管
理
者
と
し
て
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
場
合

に
、
徴
収
す
る
料
金
の
金
額
等
、
徴
収
権
限
の

行
使
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

必
要
不
可
欠
の
事
項
を
公
示
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
こ
の
告
示
を
予
め
行
う
こ
と
に



よ
り
、
当
該
駐
車
場
の
利
用
内
容
を
広
く
一
般

に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
有
効
利
用
を
促
進
す
る

こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
告
示
内
容
を
変
更
す
る
場
合
も
、
建

設
大
臣
は
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(令
第
三
条
の
二
第
二
項
)。

亞

指
定
区
間
内
国
道
以
外
の
道
路
に
設
け
る
場

合
上
記
i
以
外
の
場
合
に
は
、
道
路
管
理
者
は

料
金
の
徴
収
に
関
し
て
所
要
の
事
項
を
あ
ら
か

じ
め
条
例
で
定
め
、
条
例
に
従
っ
て
料
金
を
徴

収
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
条
例
の
ひ
な
形
と

し
て
、
平
成
三
年
三

月
一
日
付
け
で
道
路
局

長
よ
り
通
知
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

趾

な
お
、
地
方
建
設
局
長
、
北
海
道
開
発
局
長

及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
長

(以
下
｢地
方
建
設

局
長
等
｣
と
い
う
。)
ま
た
は
地
方
公
共
団
体

は
、
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
駐
車
料
金
を

徴
収
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、

事
前
に
本
省
と
協
議
す
る
よ
う
運
用
す
る
こ
と

と
し
て
い
る

(平
成
三
年
一
一
月
一
日
建
設
省

道
政
発
第
六
〇
号
路
政
課
長
通
達

(以
下
｢課

長
通
達
｣
と
い
う
。)
及
び
平
成
三
年
三

月
七

日
建
設
省
道
有
発
第
五
五
号
有
料
道
路
課
長
通

達
)。

④

駐
車
料
金
の
額
の
原
則

駐
車
料
金
の
額
の
原
則
は
、
法
第
二
四
条
の
二
第

二
項
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
趣

旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

(課
長
通
達
第
1
の
1

の
③
)。

第
一
号
は
、
特
定
の
者
に
対
し
て
合
理
的
な
理
由

な
く
低
額
の
料
金
ま
た
は
高
額
の
料
金
を
定
め
る
こ

と
に
よ
り
、
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
者
を
不
当
に
差

別
す
る
よ
う
な
料
金
の
額
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
趣
旨
で
あ
る
。

第
二
号
は
、
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
の
負
担
能

力
か
ら
み
て
極
め
て
高
額
の
料
金
を
設
定
し
、
そ
の

利
用
を
実
際
上
不
可
能
と
す
る
よ
う
な
料
金
の
額
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

第
三
号
は
、
周
辺
の
民
間
駐
車
場
等
の
料
金
の
額

に
比
べ
著
し
く
低
額
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
民
間
駐

車
場
等
の
業
務
を
圧
迫
す
る
よ
う
な
駐
車
料
金
の
額

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

⑤

割
増
金
の
徴
収

法
第
二
四
条
の
二
第
三
項
に
よ
り
、
道
路
管
理
者

の
徴
収
す
る
駐
車
料
金
を
不
法
に
免
れ
た
者
に
対
し

て
は
免
れ
た
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
割
増
金
を
課
す

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
割
増
金
は
、
自
動
車
駐

車
場
の
利
用
に
つ
い
て
の
違
約
金
に
類
す
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
適
正
な
駐
車
料
金
の
徴
収
の

確
保
を
図
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑥

有
料
の
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
に
関
す
る
標
識

法
第
二
四
条
の
三
に
よ
り
、
自
動
車
駐
車
場
の
適

切
な
利
用
を
誘
導
す
る
観
点
か
ら
、
標
識
の
設
置
義

務
が
道
路
管
理
者
に
課
せ
ら
れ
た
。
標
識
に
は
、
駐

車
料
金
の
額
、
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
、
駐

車
料
金
の
徴
収
方
法
、
割
増
金
の
徴
収
に
関
す
る
注

意
事
項
及
び
そ
の
他
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
に
関
し

必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、

当
該
標
識
を
駐
車
場
利
用
者
の
見
や
す
い
場
所
に
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(道
路
法
施
行
規
則

(以
下

｢規
則
L
と
い
う
。
第
三
条
の
二
)。

⑦

駐
車
料
金
･
割
増
金
の
帰
属
及
び
強
制
徴
収

法
第
二
四
条
第
一
項
の
駐
車
料
金
及
び
同
条
第
三

項
の
割
増
金
は
道
路
管
理
者
の
収
入
と
な
る
。
従
っ

て
、
指
定
区
間
内
の
国
道
に
設
け
ら
れ
る
自
動
車
駐

車
場
に
係
る
駐
車
場
料
金
及
び
割
増
金
は
道
路
特
別

会
計
の
歳
入
と
な
る
。
こ
れ
は
、
建
設
大
臣
で
あ
る

道
路
管
理
者
が
指
定
区
間
内
の
国
道
に
設
置
す
る
自

動
車
駐
車
場
は
公
共
事
業
と
し
て
道
路
特
定
財
源
等

を
充
て
て
整
備
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
費
用
は
、

道
路
整
備
特
別
会
計
に
お
い
て
支
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
。

ま
た
、
法
第
二
四
条
第
一
項
の
駐
車
料
金
及
び
同

条
第
三
項
の
割
増
金
は
、
法
第
七
三
条
の
規
定
に
基

づ
く
強
制
徴
収
の
対
象
と
な
る
。

⑧

権
限
の
委
任
･
代
行
等

特集/ 道路法及び駐車場法の一部改正



i

権
限
の
委
任

法
第
九
七
条
の
二
に
よ
り
、
道
路
法
及
び
道

路
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
建
設
大
臣
の

権
限
の
一
部
を
地
方
建
設
局
長
又
は
北
海
道
開

発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
委
任
す
る
具
体
的
な
権
限
は
令
第

三
九
条
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
従
来
よ
り
、
道

路
管
理
者
と
し
て
の
建
設
大
臣
の
権
限
に
つ
い

て
は
、
道
路
区
域
の
公
示
や
供
用
開
始
等
の
特

に
重
要
な
も
の
を
除
き
、
基
本
的
に
地
方
建
設

局
長
等
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。

今
回
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
有
料
の
自
動
車

駐
車
場
に
係
る
権
限
に
つ
い
て
も
全
て
地
方
建

設
局
長
等
に
委
任
さ
れ
て
い
る

(例
第
三
九
条

第
五
号
の
二
)。

は

地
方
公
共
団
体
の
長
の
専
行
権
限

地
方
公
共
団
体
の
団
体
意
思
の
決
定
は
、
地

方
自
治
法
第
九
六
条
に
規
定
す
る
議
会
の
議
決

事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
長
そ
の
他
の

執
行
機
関
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に

つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
法
第
九
七

条
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
道
路
管
理
者
の
権

限
の
う
ち
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
専
行

し
得
る
権
限
を
列
挙
し
て
い
る
。
今
回
、
法
第

九
七
条
の
改
正
に
よ
り
、
法
第
二
四
条
の
三
の

自
動
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金
等
の
表
示
の
権
限

が
長
の
専
行
権
限
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。

に
供
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
権
限
代
行
す

m

権
限
の
代
行

る
、、

性
ゞ
ト

＼
,
と
、
敦

し

こ
･

、

道
路
の
管
理
事
務
は
、
道
路
管
理
者
の
権
限

及
び
義
務
に
属
し
、
他
の
者
が
こ
れ
に
関
与
し

な
い
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
法
第
二
七
条
に
お

い
て
一
定
の
場
合
に
他
の
者
が
権
限
を
代
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

を
受
け
て
令
第
4
条
等
に
代
行
の
対
象
と
な
る

権
限
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
法
改
正
で

有
料
の
自
動
車
駐
車
場
に
係
る
権
限
が
い
く
つ

か
創
設
さ
れ
た
が
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て

い
る
。

の

法
第
二
七
条
第
一
項
関
係

令
第
四
条
は
、
建
設
大
臣
が
法
第
三
一条

本
文
及
び
第
一
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
区
間
外
の
国
道
の
新
設
若
し
く
は
改
築

又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
代
行
す
る
道

路
管
理
者
の
権
限
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
工
事
の
施
行
に

直
接
必
要
な
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
今
回

創
設
さ
れ
た
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
の
料

金
の
徴
収
、
同
条
第
三
項
の
割
増
金
の
徴
収

及
び
法
第
二
四
条
の
三
の
表
示
の
権
限
は
い

ず
れ
も
権
限
の
代
行
の
対
象
と
は
し
て
い
な

い
。
こ
れ
は
、
駐
車
場
は
通
常
当
該
部
分
を

含
む
道
路
の
新
設
又
は
改
築
の
工
事
終
了
後

る
必
要
性
が
小
さ
い
こ
と
、
徴
収
し
た
駐
車

料
金
及
び
割
増
金
は
改
正
さ
れ
た
法
第
六
四

条
第
一
項
に
よ
り
本
来
道
路
管
理
者
の
収
入

と
な
る
こ
と
、
標
識
に
よ
る
表
示
は
法
第
二

四
条
の
二
に
よ
り
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
た

め
の
要
件
で
あ
り
、
料
金
徴
収
と
一
体
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(ま
た

仮
に
代
行
の
対
象
と
し
な
く
て
も
、
実
際
の

標
識
の
設
置
工
事
に
あ
た
っ
て
は
道
路
の
新

設
･
改
築
工
事
を
行
う
建
設
大
臣
と
調
整
し

て
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
可
能
で
あ
る
こ

と
)
に
よ
る
。

⑬

法
第
二
七
条
第
二
項

法
第
一
九
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
基
づ

き
一
の
道
路
管
理
者
が
そ
の
地
方
公
共
団
体

の
区
域
外
に
わ
た
っ
て
道
路
を
管
理
す
る
場

合
又
は
法
第
二
〇
条
の
規
定
に
よ
る
い
わ
ゆ

る
兼
用
工
作
物
の
協
議
に
基
づ
き
他
の
工
作

物
の
管
理
者
が
道
路
を
管
理
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
当
該
道
路
の
道

路
管
理
者
の
権
限
を
代
行
す
る
も
の
と
さ
れ

て
お
り
(法
第
二
七
条
第
二
項
)、
代
行
で
き

る
権
限
の
範
囲
は
、
令
第
五
条
に
列
挙
さ
れ

て
い
る
権
限
以
外
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

法
第
二
七
条
第
二
項
に
よ
る
権
限
代
行
は
特



殊
な
事
情
に
あ
る
道
路
の
管
理
を
そ
の
実
情

に
合
わ
せ
、
維
持
管
理
ま
で
含
め
て
協
議
に

よ
り
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
態
様
も
多
様

と
な
る
こ
と
か
ら
、
道
路
管
理
者
固
有
の
権

限
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
範
囲

を
広
く
認
め
て
い
る
。

今
回
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
有
料
の
自
動

車
駐
車
場
に
係
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
も
権
限
の
代
行
の
対
象
と
し
て
い
る
。

勾

開
発
道
路
に
設
け
る
自
動
車
駐
車
場
に
つ
い

て
令
第
三
二
条
に
規
定
す
る
北
海
道
道
及
び
北

海
道
の
区
域
内
の
市
町
村
道
で
、
建
設
大
臣
が

指
定
し
た
も
の
(以
下
｢開
発
道
路
｣
と
い
う
。)

に
設
け
る
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
権
限
は
建
設

大
臣
が
行
う

(令
第
三
四
条
)。
こ
れ
に
伴
い
、

開
発
道
路
に
設
け
ら
れ
た
自
動
車
駐
車
場
か
ら

道
路
管
理
者
で
あ
る
建
設
大
臣

(実
際
に
は
i

で
述
べ
た
委
任
に
よ
り
北
海
道
開
発
局
長
が
そ

の
権
限
を
行
う
。)
が
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
指
定
区
間
内
の
国
道
に
設
け
ら

れ
た
自
動
車
駐
車
場
の
場
合
と
同
様
の
事
項
を

告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(開
発
道
路
に
関

す
る
占
用
料
等
徴
収
規
則
第
二
条
)。

本
来
で
あ
れ
ば
指
定
区
間
内
の
国
道
以
外
の

道
路
に
設
け
ら
れ
る
自
動
車
駐
車
場
に
お
い
て

駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
に
は
条
例
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
が
、
開
発
道
路
に
つ
い
て
は
、

法
第
八
八
条
第
二
項
に
基
づ
く
令
第
三
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
建
設
大
臣
が
法
第
二
四

条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
駐
車
料
金
を
徴
収
す

る
権
限
を
行
う
旨
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
徴

収
手
続
は
法
制
的
に
も
実
務
的
に
も
条
例
で
は

な
く
建
設
大
臣
が
定
め
る
の
が
妥
当
と
解
さ
れ

る
。
占
用
料
の
よ
う
に
、
指
定
区
間
内
の
国
道

に
あ
っ
て
は
政
令
、
そ
れ
以
外
の
道
路
に
あ
っ

て
は
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
徴
収
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
も
の
は
、
従
来
よ
り
、
法
制

局
の
照
会
回
答
を
踏
ま
え
て
本
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

今
回
の
改
正
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
と

同
様
に
、
令
第
三
条
の
二
と
同
趣
旨
の
規
定
を

設
け
た
も
の
で
あ
る
。

3

違
法
放
置
物
件
に
対
す
る
措
置

(法
第
四
四
条

の
二
関
係
)

①

趣
旨

道
路
に
お
い
て
は
、
何
人
も
み
だ
り
に
物
件
を
放

置
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
道
路
管
理
者

と
し
て
も
、
道
路
を
常
時
良
好
な
状
態
に
保
つ
よ
う

維
持
し
、
も
っ
て
一
般
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い

よ
う
に
努
め
る
べ
き
責
務
を
負
っ
て
お
り

(法
第
四

二
条
第
一
項
)、車
両
か
ら
転
落
し
た
積
載
物
そ
の
他

の
道
路
上
の
放
置
物
件
に
つ
い
て
は
、
安
全
か
つ
円

滑
な
道
路
交
通
を
確
保
し
、
道
路
構
造
に
及
ぼ
す
べ

き
損
害
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
迅
速
か
つ
適
切
な

対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

従
来
よ
り
、
道
路
上
に
放
置
さ
れ
た
物
件
等
の
処

理
に
関
す
る
制
度
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。

i

｢道
路
を
損
傷
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
た
行

為
｣
に
該
当
す
る
場
合

道
路
管
理
者
は
、
｢道
路
を
損
傷
し
、
若
し
く

は
汚
損
し
た
行
為
｣
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
道

路
の
維
持

(道
路
清
掃
等
の
通
常
の
維
持
行
為

の
範
囲
を
超
え
る
も
の
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ

る
。)
に
つ
い
て
は
、
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
し

た
者
に
対
し
、
当
該
維
持
の
施
行
命
令
を
し
、

又
は
自
ら
当
該
維
持
を
施
行
し
て
費
用
の
負
担

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(法
第
二
二
条
及
び
法
第
五
八
条
)。
例
え
ば
、

石
油
類
の
大
量
流
出
、
荷
く
ず
れ
に
よ
る
積
荷

の
散
乱
等
に
よ
り
道
路
が
汚
損
さ
れ
、
特
別
の

維
持
行
為
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
が
考
え
ら
れ

る
。

…n

｢み
だ
り
に
道
路
に
土
石
、竹
木
等
の
物
件
を

た
い
積
し
、
そ
の
他
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に

支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
行
為
｣
に
該
当
す
る

場
合
に
つ
い
て
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｢道
路
を
損
傷
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
た
行

為
｣
に
当
た
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
｢
み
だ

り
に
道
路
に
土
石
、
竹
木
等
の
物
件
を
た
い
積

し
、
そ
の
他
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を

及
ぼ
す
虞
の
あ
る
行
為
｣
に
該
当
す
る
場
合
に

つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
、
法
第
四
三
条
第

二
号
違
反
と
し
て
、
法
第
七
一
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
当
該
物
件
の
除
却
等
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
過
失
な
く
、
当
該
物
件
の
除
却
等
を
命
ず

べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
相
当
の
期
限

を
定
め
て
公
告
し
た
上
で
、
道
路
管
理
者
自
ら

当
該
物
件
の
除
去
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
既
存
の
制
度
で
は
、

｢道
路
を
損
傷
し
、若
し
く
は
汚
損
し
た
行
為
｣

と
い
う
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、

法
第
四
三
条
第
二
号
に
違
反
し
て
道
路
に
放
置

さ
れ
て
い
る
転
落
積
載
物
等
が
、
現
に
道
路
の

構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険
を

及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
よ
う
に
、

可
及
的
速
や
か
に
当
該
物
件
を
除
去
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者
に
よ
る

迅
速
な
対
応
を
期
待
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ

た
。

実
務
上
は
、
こ
う
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、

し
く
は
落
下
し
た
物
件
で
除
去
さ
れ
て
い
な

通
常
の
維
持
清
掃
に
よ
り
可
能
な
範
囲
内
で
処

い
も
の
、
又
は
正
当
な
権
限
な
く
、

に

凰

理
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
物

件
が
有
価
物
で
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
そ
の
保

管
等
の
手
続
の
欠
如
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
今
回
、
道
路
上
の
放
置
物
件
に

つ
い
て
は
、
法
第
七
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項

の
規
定
の
特
則
と
し
て
、
一
定
の
要
件
の
も
と

に
、
道
路
管
理
者
自
ら
に
よ
る
迅
速
な
除
去
を

認
め
る
こ
と
と
し
、
あ
わ
せ
て
除
去
し
た
放
置

物
件
の
保
管
･
売
却
等
の
手
続
規
定
を
整
備
し

た
も
の
で
あ
る
。

②

法
第
四
四
条
の
二
に
よ
る
措
置
を
と
る
要
件

違
法
放
置
物
件
と
し
て
法
第
四
四
条
の
二
に
よ
る

措
置
を
と
る
た
め
に
は
、
①
当
該
物
件
が

｢違
法
放

置
物
件
｣
で
あ
る
こ
と
、
②
道
路
の
構
造
に
損
害
を

及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
、
③
違
法
放
置
物
件
の

占
有
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
、
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

以
下
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

i

｢違
法
放
置
物
件
｣
で
あ
る
こ
と

の

法
第
四
四
条
の
二
に
よ
る
措
置
の
対
象
と

な
る
物
件
は
、
道
路
に
落
下
し
た
車
両
積
載

物
又
は
沿
道
や
上
空
か
ら
道
路
上
に
転
落
若

い
も
の
、
又
は
正
当
な
権
限
な
く
道
路
に
置

!

い
て
あ
る
物
件
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
鋼
材
、

12

土
砂
、
木
材
等
が
想
定
さ
れ
る
。

セ

ま
た
･

本
条
に
よ
る
措
置
は
、
他
人
の
所

断

有
又
は
占
有
に
係
る
物
件
で
あ
っ
て
も
、
道

路
管
理
上
必
要
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
道

路
管
理
者
に
自
ら
除
去
す
る
権
限
を
与
え
た

も
の
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
物
件
は
い
わ
ゆ

る

｢有
価
物
｣
に
限
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
経

済
的
価
値
が
な
く
、
明
ら
か
に
廃
棄
さ
れ
た

と
認
め
ら
れ
る
物
件
は
、
従
来
ど
お
り
、
廃

棄
物
と
し
て
通
常
の
維
持
管
理
、
清
掃
に
よ

り
処
理
し
て
差
し
つ
か
え
な
い

(平
成
三
年

三

月
一
日
建
設
省
道
政
発
第
五
八
号
道
路

局
長
通
達

〔以
下

｢局
長
通
達
｣
と
い
う
。〕

第
2
の
2
)
。

⑬

上
記
の
よ
う
に
本
条
は
、
道
路
管
理
上
必

要
な
範
囲
で
、
一
定
の
場
合
に
物
件
の
除
去

等
を
道
路
管
理
者
に
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
措
置
の
対
象
と
な
る
違
法
放
置
物
件
は
、

同
時
に
遺
失
物
法
上
の
遺
失
物
で
あ
る
場
合

が
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
法
制
的
に

は
道
路
法
と
遺
失
物
法
の
双
方
が
競
合
す
る

こ
と
と
な
る
が
、
運
用
上
は
、
本
条
が
道
路

管
理
上
必
要
な
範
囲
で
の
措
置
を
定
め
た
趣



旨
に
か
ん
が
み
、
違
法
放
置
物
件
が
現
金
･

有
価
証
券
や
貴
重
品
等
の
場
合
に
は
、
道
路

管
理
者
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
が
放
置
さ

れ
て
い
た
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
署
長

に
連
絡
し
て
遺
失
物
法
に
定
め
る
手
続
を
と

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
他
、
道

路
管
理
者
が
当
該
違
法
放
置
物
件
の
性
質
等

を
勘
案
し
て
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
道

路
管
理
者
は
、
警
察
署
の
署
長
に
連
絡
し
て

遺
失
物
法
に
定
め
る
手
続
を
と
る
こ
と
が
で

き
る

(課
長
通
達
第
2
の
2
の
)。

こ
の
他
、
道
路
管
理
者
が
違
法
放
置
物
件

と
し
て
保
管

･
除
去
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、

そ
の
占
有
者
等
は
遺
失
物
と
し
て
警
察
署
に

照
会
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

遺
失
物
と
し
て
警
察
署
長
に
連
絡
し
て
引
き

渡
す
も
の
を
除
き
、
違
法
放
置
物
件
と
し
て

法
第
四
四
条
の
二
に
よ
り
措
置
し
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
が
放
置
さ

れ
て
い
た
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
署
長

に
対
し
、
当
該
違
法
放
置
物
件
に
係
る
令
第

一
九
条
の
五
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

豆

｢道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、又
は
交
通

に
危
険
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
｣
で
あ
る
こ
と

｢道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
｣と

は
、
例
え
ば
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
重
量
物
が
も

た
れ
か
か
っ
て
い
る
場
合
等
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
｢交

通
に
危
険
を
及
ぼ
し
て
い
る
｣
と

は
、
車
道
上
に
運
搬
貨
物
や
建
設
資
材
が
放
置

さ
れ
て
い
る
場
合
等
、
当
該
道
路
の
交
通
状
況

や
放
置
物
件
の
形
態
か
ら
し
て
、
当
該
違
法
放

置
物
件
を
放
置
す
れ
ば
、
安
全
な
交
通
が
阻
害

さ
れ
る
危
険
が
大
き
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る

(課
長
通
達
第
2
の
2
②
)。

m

違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
の
氏
名
及
び
住

所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

の

｢違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
の
氏
名
及

び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
｣
と

は
現
場
に
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
が
お

ら
ず
、
当
該
物
件
に
荷
札
等
の
表
示
が
な
い

た
め
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
が
不
明
で

あ
る
場
合
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
(こ
こ
で
、

｢違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
｣
に
は
、
当

該
物
件
の
所
有
者
の
ほ
か
、
当
該
物
件
を
運

送
し
て
い
た
運
送
業
者
も
含
ま
れ
る
。)
な

お
、
違
法
放
置
物
件
の
放
置
さ
れ
て
い
る
状

況
か
ら
判
断
し
て
付
近
の
関
係
者
が
故
意
に

放
置
し
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
場
合
に
は
、

必
要
に
応
じ
、
放
置
場
所
付
近
の
住
民
等
か

ら
の
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
そ
の

確
認
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

⑬

本
条
は
、
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
の

氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
に
適
用
の
あ
る
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
法
第
四
三

条
第
二
号
違
反
と
し
て
法
第
七
一
条
第
一
項

に
よ
り
、
そ
の
者
に
速
や
か
に
除
去
を
命
ず

る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
も
、
道
路
管
理

者
と
し
て
は
交
通
へ
の
危
険
を
防
止
す
る
措

置
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
状
況
に

よ
っ
て
は
道
路
管
理
者
が
交
通
へ
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
緊
急
避
難
的
に
必
要
な
措
置

を
行
う
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

こ
う
し
た
措
置
を
と
っ
た
場
合
の
原
因
者
負

担
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改
正

は
法
第
五
八
条
の
適
用
に
つ
い
て
従
前
の
扱

い
を
変
え
る
も
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ

て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
る

(昭
和
四

六
年
一
一
月
三
○
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第

一
一
九
号
記
の
2
③
参
照
)(課
長
通
達
第
2

の
2
③
)。

③

車
両
の
取
扱
い

②
に
関
連
し
て
、
車
両
の
取
扱
い
が
問
題
と
な
る

が
、
車
両

(道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に

規
定
す
る
車
両
)
は
、
廃
棄
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
除
き
、
違
法
放
置
物
件
に
は
含
ま
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れ
な
い
。
道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規

と
し
て
い
る

(な
お
、
交
通
上
の
障
害
と
な
っ
て
い

定
す
る
車
両
と
は
、
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、

る
路
上
放
置
車
両
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
、｢路
上

軽
車
両
及
び
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
で
あ
り
、
同
法
同
条
同

放
置
車
両
の
処
理
に
関
す
る
所
要
の
措
置
に
つ
い

項
第
一
一
号
に
よ
る
と
、
軽
車
両
に
は
自
転
車
、
荷

て
｣
(昭
和
五
〇
年
一
二
月
一
六
日
付
け
道
交
発
第
八

車
等
が
含
ま
れ
る
。
ゆ
え
に
、
自
転
車
も
廃
棄
さ
れ

四
号
道
路
交
通
管
理
室
長
通
達
)
に
よ
り
示
さ
れ
て

て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
以
外
は
、
違
法
放

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
)
。

置
物
件
に
該
当
し
な
い
。

④

違
法
放
置
物
件
の
除
去
を
行
う
こ
と
の
で
き
る

他
方
、
道
路
管
理
者
は
、
廃
棄
さ
れ
た
と
認
め
ら

者

れ
る
車
両
に
つ
い
て
は
法
第
四
四
条
の
二
の
規
定
に

上
記
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
、
道
路
管
理
者

よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
は
、

は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
を
自
ら
除
去
し
、
又
は
そ

ら
か
じ
め
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
の
意

の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
る

を
聴
く
こ
と
が
必
要
と
な
る

(課
長
通
達
第
2
の

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、
｢命
じ
た
者
｣
と
は
、
道

8
9
、
②
)。

路
管
理
者
の
職
員
で
あ
り
、
｢委
任
を
受
け
た
者
｣
と

こ
こ
で
、
廃
棄
物
と
し
て
処
理
が
可
能
で
あ
れ
ば
、

は
、
違
法
放
置
物
件
の
除
去
を
請
け
負
っ
た
業
者
等

も
そ
も
法
第
四
四
条
の
二
の
対
象
で
は
な
く
、
通

の
第
三
者
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
(課
長
通
達
第
2
の

吊
の
維
持
管
理
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
｢廃

1
)
。

軽
車
両
及
び
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
で
あ
り
、
同
法
同
条
同

項
第
一
一
号
に
よ
る
と
、
軽
車
両
に
は
自
転
車
、
荷

車
等
が
含
ま
れ
る
。
ゆ
え
に
、
自
転
車
も
廃
棄
さ
れ

て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
以
外
は
、
違
法
放

置
物
件
に
該
当
し
な
い
。

他
方
、
道
路
管
理
者
は
、
廃
棄
さ
れ
た
と
認
め
ら

れ
る
車
両
に
つ
い
て
は
法
第
四
四
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
の
意

見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
と
な
る

(課
長
通
達
第
2
の

8
9
、
②
)。

こ
こ
で
、
廃
棄
物
と
し
て
処
理
が
可
能
で
あ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
法
第
四
四
条
の
二
の
対
象
で
は
な
く
、
通

常
の
維
持
管
理
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
｢廃

棄
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
車
両
L
と
は
、
そ
の
外
見

や
置
か
れ
て
い
る
状
態
等
か
ら
み
て
、
も
は
や
車
両

と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
物
件
と
し
て

は
廃
棄
さ
れ
ず
に
道
路
上
に
放
置
さ
れ
て
い
る
と
み

ら
れ
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
実
際
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
範

囲
や
判
断
の
方
法
等
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
の
調
整

を
要
す
る
た
め
、
廃
棄
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
車
両

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
は
法
第
四
四
条
の
二
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
従
前
の
例
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と

⑤

違
法
放
置
物
件
の
保
管

道
路
管
理
者
は
、
違
法
放
置
物
件
を
除
去
し
た
場

合
に
は
当
該
違
法
放
置
物
件
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

(法
第
四
四
条
の
二
第
二
項
)
が
、
こ
れ
は
、

道
路
法
上
は
違
法
に
放
置
さ
れ
た
物
件
で
あ
っ
て
も
、

当
該
違
法
放
置
物
件
の
所
有
権
又
は
占
有
権
を
不
当

に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
道
路
管
理
者
に
、

善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
保
管
す
る
義
務
を

課
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
各
道
路
管
理
者
は
、

違
法
放
置
物
件
を
保
管
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
法

放
置
物
件
の
種
類
に
応
じ
て
必
要
と
さ
れ
る
保
管
場

所
で
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
般
的
に
は
違
法
放
置
物
件
の
保
管
は
、
道
路
管
理

者
が
管
理
す
る
施
設
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
が
多

い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
特
別
の
施
設

(通
常
の
道
路

管
理
上
は
設
け
ら
れ
な
い
施
設
で
あ
り
、
例
え
ば
冷

蔵
庫
等
)
を
し
な
け
れ
ば
滅
失
･
破
損
す
る
よ
う
な

物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
保
管
せ
ず
、
売
却
し
て

そ
の
代
金
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る

(後
述
⑦
参

照
)。⑥

違
法
放
置
物
件
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示

･1

公
示
事
項

保
管
し
た
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
へ
の

返
還
を
円
滑
に
す
る
た
め
法
第
四
四
条
の
二
第

三
項
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
が
違
法
放
置
物

件
を
保
管
し
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
事
項

を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
令
第
一
九
条

の
五
に
お
い
て
、
公
示
す
べ
き
事
項
と
し
て
は
、

①
保
管
し
た
違
法
放
置
物
件
の
名
称
又
は
種
類
、

形
状
及
び
数
量
、
②
保
管
し
た
違
法
放
置
物
件

の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
そ
の
違
法
放
置

物
件
を
除
去
し
た
日
時
、
③
そ
の
違
法
放
置
物

件
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所
、

④
①
か
ら
③
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し

た
違
法
放
置
物
件
を
返
還
す
る
た
め
必
要
と
認

め
ら
れ
る
事
項
、
と
さ
れ
て
い
る
。
④
の
事
項



と
し
て
は
、
例
え
ば
写
真
、
連
絡
先
の
事
務
所

も
通
知
し
、
問
い
合
わ
せ
等
に
対
応
で
き
る

名
等
が
考
え
ら
れ
る
。

よ
う
に
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

(課
長
通
達

公
示
の
方
法

第
2
の
5
の
イ
)。

"11

ノ

ノ

こ

i
の
事
項
を
公
示
す
る
場
合
、
法
第
四
四
条

の
二
第
三
項
に
よ
り
｢政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
｣

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て

令
第
一
九
条
の
六
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
公

示
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

の

事
務
所
で
の
掲
示

(令
第
一
九
条
の
六
第

一
項
第
一
号
)

道
路
管
理
者
は
上
記
i
に
掲
げ
る
事
項
を
、

保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
四
日
間
、

当
該
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
掲
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
ま
ず
道
路
管
理
者
が
迅
速
に
対

応
で
き
る
簡
便
な
方
法
で
あ
る
事
務
所
の
掲

示
板
等
へ
の
掲
示
に
よ
り
行
う
の
が
実
際
上

も
適
当
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
な
お
、
掲
示

期
間
を
一
四
日
間
と
し
た
の
は
違
法
放
置
物

件
が
仮
に
遺
失
物
法
上
の
遺
失
物
又
は
道
路

交
通
法
上
の
転
落
積
載
物
等
と
し
て
扱
わ
れ

た
場
合
と
の
均
衡
を
考
慮
し
、
こ
れ
ら
他
の

規
定
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

公
示
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
を
保
管
し

た
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
お
い
て
掲
示
板

等
を
活
用
し
て
行
う
が
、
同
時
に
出
張
所
に

⑭

官
報
へ
の
掲
載

(令
第
一
九
条
の
六
第
一

項
第
二
号
)

④
の
公
示
期
間
が
満
了
し
て
も
な
お
違
法

放
置
物
件
の
占
有
者
等
が
不
明
の
場
合
、
当

該
違
法
放
置
物
件
が
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
公
示
の
要
旨

を
官
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
示
を
行
う
場
合
、
地
方
公
共
団
体
の
公

報
に
よ
り
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

こ
で
官
報
に
よ
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
①
違

法
放
置
物
件
と
し
て
は
、
道
路
を
通
行
す
る

ト
ラ
ッ
ク
等
の
車
両
か
ら
落
下
し
て
放
置
さ

れ
た
積
載
物
等
も
考
え
ら
れ
、
道
路
交
通
が

広
域
に
わ
た
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
か
ん
が

み
る
と
、

一
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
の

み
で
供
覧
さ
れ
る
地
方
公
共
団
体
の
公
報
で

は
な
く
、
官
報
に
よ
る
公
示
が
適
当
で
あ
る

こ
と
、
及
び
②
違
法
放
置
物
件
の
放
置
さ
れ

た
道
路
の
道
路
管
理
者
が
誰
で
あ
る
か
は
一

般
人
に
と
っ
て
は
容
易
に
は
認
識
し
得
ず
、

そ
の
た
め
に
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
届
け

出
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
場
合
も
想
定
さ

れ
る
た
め
、
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て

は
官
報
、
指
定
区
間
外
の
国
道
及
び
都
道
府

県
道
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
の
公
報
な
ど
と

い
う
よ
う
に
道
路
管
理
者
ご
と
に
公
示
媒
体

が
異
な
る
こ
と
も
適
当
で
は
な
い
こ
と
に
よ

る
。oま

た
、
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

限
り
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
違
法
放

置
物
件
と
し
て
道
路
管
理
者
が
保
管
す
る
も

の
は
多
様
な
も
の
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
財
産

価
値
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
官
報
へ
の
掲
載
に
は
相
当
の
手
数

と
費
用
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
財
産
的
価
値

の
低
い
も
の
ま
で
す
べ
て
掲
載
す
る
こ
と
は

適
当
で
は
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。

こ
こ
で
、
｢特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も

の
｣
と
し
て
は
、
評
価
額
が
お
お
む
ね
一
〇

万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
を
一
つ
の
目
安
と
し

て
い
る

(課
長
通
達
第
2
の
5
①
ハ
①
)。

⑱

保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿
の
閲
覧
等

(令
第
一
九
条
の
六
第
二
項
)

道
路
管
理
者
は
の
、
⑬
の
公
示
と
と
も
に
、

保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿
を
道
路
管
理
者

の
事
務
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い

つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿
の

特集/ 道路法及び駐車場法の一部改正



作
成
に
よ
り
道
路
管
理
者
の
保
管
し
て
い
る

違
法
放
置
物
件
の
管
理
の
適
正
を
期
す
こ
と

と
、
こ
れ
を
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
違
法
放
置
物
件
の
速
や
か
な
返

還
に
資
す
る
こ
と
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規

定
で
あ
る
。

な
お
、
保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿
の
様

式
は
、
規
則
別
記
様
式
第
五
の
二
の
と
お
り

で
あ
り
、
保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿
は
、

公
示
の
日
か
ら
、
お
お
む
ね
一
年
間
保
存
し

て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦

違
法
放
置
物
件
の
売
却

道
路
管
理
者
は
、
①
保
管
し
た
違
法
放
置
物
件
が

滅
失
し
、-
若
し
く
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、

又
は
②
公
示
後
三
ケ
月
経
過
し
た
時
点
に
お
い
て
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
評
価
し
た
当
該
違
法

放
置
物
件
の
価
額
に
比
し
、
そ
の
保
管
に
不
相
当
な

費
用
や
手
数
を
要
す
る
と
き
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
を
売
却
し
、
当

該
物
件
に
か
え
て
、
そ
の
売
却
代
金
を
保
管
す
る
こ

と
が
で
き
る

(法
第
四
四
条
の
二
第
四
項
)。

i

売
却
で
き
る
場
合
の
要
件

の

滅
失
又
は
破
損
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

｢滅
失
し
、若
し
く
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
｣
と
は
、
通
常
の
管
理
に
よ
る
保

管
を
継
続
す
る
場
合
に
、
物
件
の
価
値
が
著

し
く
減
少
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
を
い
う

も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
生
鮮
食
料
品
等
が
考

え
ら
れ
る

(こ
の
場
合
、
物
件
の
価
値
が
急

速
に
減
少
す
る
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
ま
ず
随

意
契
約
に
よ
り
売
却
に
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
る
こ
と
も
で
き
な
い
場
合
に
は
廃

棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
⑧
参
照
)。

な
お
、
鉄
骨
等
の
建
設
資
材
等
を
屋
外
の

資
材
置
場
等
で
保
管
す
る
場
合
に
、
傷
み
が

生
じ
る
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
滅
失
･
破
損

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と

解
さ
れ
る

(課
長
通
達
第
2
の
6
の
イ
)。

⑬

保
管
に
不
相
当
な
費
用
や
手
数
を
要
す
る

場
合｢保

管
に
不
相
当
な
費
用
を
要
す
る
と
き
｣

と
は
、
そ
の
時
点
ま
で
の
保
管
費
用
又
は
手

数
と
当
該
違
法
放
置
物
件
と
ほ
ぼ
同
質
の
も

の
を
購
入
す
る
と
し
た
場
合
の
価
額
を
評
価

し
前
者
が
大
き
い
こ
と
が
明
ら
か
な
こ
と
を

い
い
、
｢不
相
当
な
手
数
を
要
す
る
と
き
｣
と

は
保
管
に
特
別
の
勤
務
や
人
数
を
必
要
と
す

る
場
合
を
い
う
も
の
で
あ
る

(課
長
通
達
第

2
の
6
の
口
)
。

亞

違
法
放
置
物
件
の
価
額
の
評
価
の
方
法

上
記
⑲
の
場
合
の
違
法
放
置
物
件
の
価
額
の

評
価
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
四
条
の
二

第
四
項
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
令
第
一
九
条
の
七
に
お

い
て
、
違
法
放
置
物
件
の
価
額
の
評
価
は
、
取

引
の
実
例
価
格
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
使
用

年
数
、
損
耗
の
程
度
そ
の
他
当
該
違
法
放
置
物

件
の
価
額
の
評
価
に
関
す
る
事
情
を
勘
案
し
て

す
る
も
の
と
す
る
が
、
道
路
管
理
者
が
す
べ
て

の
場
合
に
正
確
に
物
件
の
価
額
を
評
価
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
道
路

管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

｢専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
｣
と
し
て
は
、
一

般
論
と
し
て
は
特
定
の
資
格
を
有
す
る
者
が
適

当
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
一
般
的
な
物
件
に
つ

い
て
広
く
識
見
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
古
物

商
に
は
特
別
の
資
格
制
度
が
な
い
こ
と
か
ら
、

古
物
商
に
意
見
を
聴
く
場
合
、
営
業
許
可
を
受

け
た
古
物
商
か
ら
選
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を

聴
い
た
場
合
の
査
定
料
等
の
費
用
は
、
違
法
放

置
物
件
の
占
有
者
等
の
負
担
と
な
る
が
、
売
却

に
要
し
た
費
用
と
し
て
法
第
四
四
条
の
二
第
六

項
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
充
て
る
こ
と
は
で

き
な
い
(後
述
v
参
照
)
(課
長
通
達
第
2
の
6

0
ハ
)。



m

違
法
放
置
物
件
の
売
却
方
法

違
法
放
置
物
件
の
売
却
は
、
原
則
と
し
て
、

競
争
入
札
に
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(令
第
一
九
条
の
八
)。
こ
れ
は
、
法
第
四
四
条

の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
が
占
有
者
等
の

権
利
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
、

い
た
ず
ら
に
当
該
物
件
の
価
値
が
低
下
し
、
又

は
保
管
費
用
が
か
さ
む
こ
と
を
防
止
で
き
、
占

有
者
等
の
利
益
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
売
却
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
道
路
管
理
者
と

し
て
は
占
有
者
等
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
有
利

な
条
件
で
売
却
す
る
責
務
を
有
す
る
た
め
で
あ

る
。た

だ
し
、
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
随
意

契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の

速
や
か
に
売
却
し
な
け
れ
ば
価
値
が
著
し

く
減
少
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
違
法
放
置
物
件

入
札
手
続
に
よ
っ
た
の
で
は
、
そ
の
間
に

数
量
が
滅
失
し
、
あ
る
い
は
形
状
、
性
質
が

変
化
、
毀
損
し
、
物
件
の
価
値
が
著
し
く
減

少
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、
例
え

ば
生
鮮
食
料
品
等
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

⑭

競
争
入
札
に
付
し
て
も
入
札
者
が
い
な

い
違
法
放
置
物
件

⑯

そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
違
法
放
置
物
件

例
え
ば
、
入
札
の
手
続
に
要
す
る
費
用
に

比
し
て
予
定
入
札
価
格
が
低
額
で
あ
る
場
合
、

そ
の
性
質
上
そ
も
そ
も
特
定
の
者
に
売
却
し
、

特
定
の
用
途
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
適
当
な

場
合
等
が
考
え
ら
れ
る
。

罰

違
法
放
置
物
件
の
売
却
手
続

の

一
般
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
場
合

(令
第
一
九
条
の
九
第
一
項
)

一
般
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な

く
と
も
五
日
前
ま
で
に
、
①
違
法
放
置
物
件

の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
、
数
量
、
②
そ
の

他
建
設
省
令
で
定
め
る
事
項
を
道
路
管
理
者

の
事
務
所
に
掲
示
し
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

適
当
な
方
法
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
建
設
省
令
で
定
め
る
事
項
と
し
て

は
、
規
則
第
四
条
の
七
に
よ
り
、
①
当
該
競

争
入
札
者
の
執
行
を
担
当
す
る
職
員
の
職
及

び
氏
名
、
②
当
該
競
争
入
札
の
執
行
の
日
時

及
び
場
所
、
③
契
約
条
項
の
概
要
、
④
そ
の

他
道
路
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項
と
さ

れ
て
い
る
。

⑲

指
名
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
場
合

(第
二
項
)

指
名
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、

な
る
べ
く
三
人
以
上
の
入
札
者
を
指
定
し
、

か
つ
i
に
お
い
て
掲
示
す
る
の
と
同
様
の
事

項
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

⑱

随
意
契
約
に
よ
る
う
と
す
る
場
合

(第
三

項
)随

意
契
約
に
よ
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
な

る
べ
く
二
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

v

売
却
代
金
の
充
当

(｢売
却
に
要
し
た
費
用
｣

の
範
囲
)

違
法
放
置
物
件
を
売
却
し
た
場
合
の
売
却
代

金
は
、
売
却
に
要
し
た
費
用
に
充
て
る
こ
と
が

で
き
る

(法
第
四
四
条
の
二
第
六
項
)。

こ
の

｢売
却
に
要
し
た
費
用
｣
と
し
て
は
、

入
札
者
等
へ
の
通
知
等
に
要
し
た
費
用
が
考
え

ら
れ
る
。

ま
た
、
売
却
に
あ
た
り
、
違
法
放
置
物
件
の

価
額
の
評
価
に
際
し
て
は
専
門
的
知
識
を
有
す

る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の

場
合
の
査
定
料
等
は
、
①
評
価
は
売
却
手
続
の

一
環
で
は
な
く
、
売
却
を
行
う
か
否
か
を
決
定

す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
②

評
価
の
結
果
売
却
し
な
い
場
合
に
は
、
査
定
料

等
は
違
法
放
置
物
件
の
返
還
時
ま
で
徴
収
で
き
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な
い
こ
と
と
の
公
平
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
い
う

｢売
却
に
要
し
た

費
用
｣
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。

⑧

違
法
放
置
物
件
の
廃
棄

法
第
四
四
条
の
二
第
五
項
に
よ
り
、
道
路
管
理
者

は
、
違
法
放
置
物
件
の
買
受
入
が
な
い
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
価
額
が
著
し
く
低
い
と
き
は
、
こ
れ
を
廃

棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
、
買
受
人
が
な

い
よ
う
な
価
値
の
低
い
違
法
放
置
物
件
の
保
管
を
継

続
す
れ
ば
保
管
費
用
が
か
さ
み
、
保
管
し
て
お
く
こ

と
が
か
え
っ
て
保
管
費
用
を
負
担
す
る
占
有
者
等
の

不
利
益
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
対
応
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
｢価

額
が
著
し
く
低
い
と
き
｣
と
は
、

道
路
法
上
達
法
放
置
物
件
の
廃
棄
を
認
め
た
趣
旨
に

か
ん
が
み
て
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
保
管
を
続
け

る
こ
と
が
明
ら
か
に
そ
の
占
有
者
等
の
利
益
に
反
す

る
場
合
を
い
う
も
の
で
あ
る

(課
長
通
達
第
2
の
6

③
)。⑨

違
法
放
置
物
件
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続

違
法
放
置
物
件
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
に
つ
い

て
は
令
第
一
九
条
の
一
〇
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
者
が
当
該
物
件
の
占
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明

さ
せ
、
か
つ
、
建
設
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
受

領
書
と
引
き
換
え
に
返
還
す
る
こ
と
と
な
る
。
受
領

書
の
様
式
は
別
記
様
式
第
五
の
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑩

違
法
放
置
物
件
の
除
去
等
の
費
用
負
担

法
第
四
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規

定
す
る
違
法
放
置
物
件
の
除
去
、
保
管
、
売
却
、
公

示
等
に
要
し
た
費
用
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
返

還
を
受
け
る
べ
き
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
の
負

担
と
な
る

(法
第
四
四
条
の
二
第
七
項
)。

こ
れ
は
、
道
路
管
理
者
が
除
去
し
、
保
管
し
た
違

法
放
置
物
件
は
、
占
有
者
等
が
違
法
に
道
路
に
放
置

し
、
そ
の
結
果
現
に
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、

又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
し
て
い
る
た
め
除
去
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
要
し
た
費
用
は
、
そ

の
原
因
者
た
る
占
有
者
等
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
公

平
の
観
念
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑪

違
法
放
置
物
件
の
除
去
等
に
要
し
た
費
用
負
担

金
の
納
入
手
続
等

法
第
四
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
違
法
放

置
物
件
の
占
有
者
等
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
負
担

金

(以
下

｢占
有
者
負
担
金
｣
と
い
う
。)
の
額
の
通

知
及
び
納
入
手
続
は
法
第
六
三
条
の
規
定
に
よ
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
三
一
年
に
国
の
債

権
の
管
理
等
に
関
す
る
基
本
法
典
で
あ
る

｢国
の
債

権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
｣
(以
下
｢債
権
管
理
法
｣

と
い
う
。)
が
制
定
さ
れ
、
負
担
金
の
徴
収
等
に
関
し

詳
細
な
規
定
が
整
備
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
後
の
道
路

法
施
行
令
の
改
正
に
よ
り
、
現
在
で
は
法
第
六
三
条

の
政
令
が
未
制
定
の
形
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

占
有
者
負
担
金
の
徴
収
に
関
し
て
は
、
公
法
上
の
債

権
の
管
理
等
に
関
す
る
一
般
法
で
あ
る
債
権
管
理
法

の
他
、
会
計
法
、
地
方
自
治
法
等
の
会
計
に
関
す
る

一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に

は
、
原
因
者
負
担
金
の
場
合
と
同
様
、
後
日
負
担
命

令
書
を
発
す
る
こ
と
と
し
、
返
還
時
に
は
確
認
書
を

と
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
会
計
上
の
処
理
と
あ

わ
せ
て
、
今
後
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
占
有
者
負
担
金
は
道
路
管
理
者
の
収
入
と

な
る

(法
第
六
四
条
)。

な
お
、
占
有
者
負
担
金
は
公
法
上
の
債
権
で
あ
り
、

強
制
徴
収
の
手
続
も
整
備
さ
れ
て
い
る

(法
第
七
三

条
)
こ
と
か
ら
、
民
法
上
の
留
置
権
の
行
使
に
よ
り

違
法
放
置
物
件
の
返
還
と
引
き
換
え
に
費
用
を
徴
収

す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。

⑫

違
法
放
置
物
件
の
帰
属

返
還
の
た
め
の
公
示
の
日
か
ら
六
ケ
月
を
経
過
し

て
も
な
お
違
法
放
置
物
件
又
は
そ
の
売
却
代
金
を
返

還
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
所
有
権
は
、
当
該
違

法
放
置
物
件
を
保
管
す
る
道
路
管
理
者
に
帰
属
す
る

(法
第
四
四
条
の
二
第
八
項
)。

こ
れ
は
、
占
有
者
が
現
れ
る
ま
で
保
管
す
る
こ
と

と
す
る
と
、
違
法
放
置
物
件
を
廃
棄
で
き
る
場
合
以

外
は
、
道
路
管
理
者
の
事
務
負
担
が
過
重
に
な
る
と

と
も
に
、
不
安
定
な
権
利
関
係
が
継
続
す
る
こ
と
と



な
る
た
め
、
一
定
の
期
限
を
限
っ
て
、
そ
の
権
利
関

う
の
が
適
切
で
あ
る
こ
と
、
及
び
本
条
は
法

三
条
に
よ
る
負
担
金
の
強
制
徴
収
も
規
定
上

係
を
清
算
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

第
七
一
久
第
四

リ
“

ゞ
･

百

･
一

･

る
。
な
お
、
所
有
権
移
転
の
時
期
を
公
示
後
六
ヶ
月

と
し
た
の
は
、
遺
失
物
法
等
他
の
法
令
と
の
均
衡
を

図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑱

権
限
の
委
任
･
代
行
等

･1

権
限
の
委
任

従
来
よ
り
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
建
設
大

臣
の
権
限
は
、
特
に
重
要
な
も
の
を
除
き
、
基

本
的
に
地
方
建
設
局
長
等
に
委
任
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
今
回
、
法
第
四
四
条
の
二
の
規
定

の
創
設
に
よ
り
新
た
に
道
路
管
理
者
の
権
限
と

な
っ
た
も
の
は
、
全
て
権
限
の
委
任
の
対
象
と

さ
れ
た

(令
第
三
九
条
第
五
号
の
二
)。

"n

地
方
公
共
団
体
の
長
の
専
行
権
限

今
回
、
法
第
四
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
の
権
限
が
、
長
の
専
行
権
限
と
し
て
追

加
さ
れ
た
。

m

権
限
の
代
行

の

法
第
二
七
条
第
一
項
関
係

法
第
四
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
違
法

放
置
物
件
に
対
す
る
措
置
は
、
当
該
物
件
が

現
に
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は

交
通
に
危
険
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
緊
急
的
に
行
う
措
置
で
あ
り
、
道

路
の
新
設
又
は
改
築
を
実
際
に
行
う
者
が
行

第
七
一
条
第
四
項
の
特
則
で
あ
る
が
、
同
項

の
規
定
に
よ
る
措
置
は
代
行
の
対
象
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
と
の
均
衡
を
図
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
法
第
四
四
条
の
二
第

一
項
の

違
法
放
置
物
件
の
除
去
、
同
条
第
二
項
の
違

法
放
置
物
件
の
保
管
、
同
条
第
三
項
の
公
示
、

同
条
第
四
項
の
売
却
･
代
金
の
保
管
、
同
条

第
五
項
の
廃
棄
は
、
権
限
の
代
行
の
対
象
と

さ
れ
た

(令
第
四
条
第
一
一
号
の
三
)。

こ
れ
に
対
し
、
法
第
四
四
条
の
二
第
七
項

の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
違
法
放
置
物

件
の
除
却
･
保
管
･
売
却
･
公
示
等
は
い
ず

れ
も
代
行
者
で
あ
る
建
設
大
臣
が
行
う
の
で
、

こ
れ
ら
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
も
代
行
の
対

象
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
の
費
用
の
徴
収
自
体
は
本
来
管
理
者

の
権
限
と
し
た
上
で
、
最
終
的
に
は
そ
の
負

担
金
相
当
額
の
収
入
の
帰
属
は
徴
収
を
行
っ

た
本
来
管
理
者
と
実
際
に
除
去
等
に
要
す
る

費
用
を
支
出
し
た
国
と
の
間
で
公
平
の
観
点

か
ら
決
め
れ
ば
よ
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

規
定
上
は
代
行
の
対
象
と
し
て
は
規
定
し
な

い
こ
と
と
し
た

(現
行
政
令
上
は
、
法
第
三

八
条
の
占
用
工
事
に
係
る
負
担
金
や
法
第
五

八
条
の
原
因
者
負
担
金
等
の
徴
収
、
法
第
七

は
代
行
の
対
象
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な

い
。)。
運
用
上
は
、
実
際
に
除
去
等
に
要
す

る
費
用
を
支
出
し
た
国
に
収
入
を
帰
属
さ
せ

る
こ
と
が
適
当
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬

法
第
二
七
条
第
二
項
関
係

法
第
二
七
条
第
二
項
に
よ
る
権
限
代
行
は
、

前
述
の
よ
う
に
道
路
管
理
固
有
の
権
限
と
考

え
ら
れ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
範
囲
を
広
く

認
め
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
違
法
放
置

物
件
に
対
す
る
措
置
に
係
る
権
限
は
、
す
べ

て
代
行
の
対
象
と
し
て
い
る
。

⑭

道
路
予
定
区
域
準
用

法
第
四
四
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
九
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
道
路
予
定
区
域
に
つ
い
て
準
用
さ
れ

る
。
こ
れ
は
、
道
路
予
定
区
域
内
に
違
法
放
置
物
件

が
存
し
道
路
工
事
の
実
施
等
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
対
応
す
る
た
め
、
道
路
予

定
区
域
に
お
け
る
公
用
制
限
の
内
容
と
し
て
追
加
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
手
続
は
、
供
用
開

始
後
の
道
路
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
場
合
と
全
く
同

様
で
あ
る

(令
第
一
九
条
の
一
一
参
照
)。

4

長
時
間
放
置
車
両
の
移
動
等

(法
第
六
七
条
の

二
関
係
)

①

趣
旨

路
上
へ
の
車
両
の
放
置
に
対
し
て
は
き基
本
的
に

特集/道路法及び駐車場法の一部改正



は
道
路
交
通
法
に
基
づ
き
警
察
に
よ
る
適
時
適
切
な

取
締
り
に
期
待
す
べ
き
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
道
路

上
に
放
置
さ
れ
た
車
両
が
道
路
管
理
上
大
き
な
支
障

を
及
ぼ
す
こ
と
も
多
い
こ
と
か
ら
、
道
路
管
理
者
と

し
て
も
必
要
な
範
囲
内
で
一
定
の
措
置
を
と
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

道
路
は
本
来
車
両
が
自
由
に
通
行
し
う
る
施
設
で

あ
り
、
道
路
上
に
車
両
を
と
め
て
お
く
こ
と
も
通
行

の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
道
路
上
に
長
時

間
に
わ
た
り
車
両
を
駐
車
さ
せ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
自
体
は
基
本
的
に
道
路
法
上
達
法
な
行

為
に
は
当
た
ら
な
い
と
解
さ
れ
、
道
路
管
理
者
と
し

て
こ
う
し
た
車
両
を
当
該
車
両
の
運
転
者
等
の
了
解

を
得
る
こ
と
な
く
移
動
す
る
こ
と
は
当
然
に
許
容
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
路
は
、

一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
る
公
物
で
あ
り
、
そ
の
使

用
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
合
理
的
な
範
囲
内
で
私
人

の
権
利
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
妥
当
な
場
合
が
あ
る
。

道
路
管
理
者
と
し
て
は
道
路
を
常
時
良
好
な
状
態
に

保
つ
よ
う
維
持
し
、
一
般
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な

い
よ
う
努
め
る
べ
き
責
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
行
う
道
路
管
理
行
為
の
執
行
上
支
障
と

な
っ
て
い
る
長
時
間
の
放
置
車
両
に
つ
い
て
道
路
管

理
者
が
移
動
等
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
、
極
め
て

合
理
性
が
高
い
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
道
路

上
に
長
時
間
に
わ
た
り
放
置
さ
れ
て
い
る
車
両
は
、

道
路
管
理
者
が
道
路
の
改
築
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧

た
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

に
関
す
る
工
事
や
除
雪
等
の
道
路
の
維
持
を
施
行
す

i

｢

で

る
に
際
し
大
き
な
支
障
と
な
っ
て
お
り
、
当
該
道
路

の
工
事
や
維
持
を
円
滑
に
施
行
し
な
け
れ
ば
、
一
般

交
通
の
安
全
と
円
滑
の
確
保
が
困
難
と
な
る
場
合
が

多
発
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
積
雪
地
域
の
道
路
に
お

い
て
放
置
車
両
に
よ
り
道
路
除
雪
が
不
能
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
交
通
渋
滞
や
交
通
事
故
が
発
生
す
る
お

そ
れ
が
高
く
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
当
該
車
両

を
迅
速
か
つ
的
確
に
排
除
し
、
適
切
な
道
路
管
理
を

行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
今
回
、
上

述
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
に
、
道
路
の
交
通
の
安

全
と
円
滑
を
確
保
し
、
道
路
管
理
の
よ
り
一
層
の
充

実
を
図
る
観
点
か
ら
、
道
路
管
理
者
に
、
道
路
管
理

に
必
要
な
範
囲
内
で
、
長
時
間
放
置
さ
れ
た
車
両
の

移
動
の
権
限
を
付
与
し
、
あ
わ
せ
て
当
該
車
両
の
保

管
等
の
手
続
規
定
を
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
。

②

法
第
六
七
条
の
二
に
よ
り
移
動
を
行
う
要
件

本
条
に
よ
り
道
路
管
理
者
が
移
動
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
①
道
路
の
改
築
、
修
繕
若
し
く
は
災

害
復
旧
に
関
す
る
工
事
又
は
除
雪
そ
の
他
の
道
路
の

維
持
の
施
行
の
た
め
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
で

あ
る
こ
と
、
②
当
該
車
両
が
長
時
間
放
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
及
び
③
現
場
に
車
両
の
管
理
に
つ
い
て
責

任
あ
る
者
が
い
な
い
こ
と
、
の
す
べ
て
の
要
件
が
満

i

｢車
両
｣
で
あ
る
こ
と

道
路
管
理
者
が
本
条
に
よ
り
移
動
を
行
う
対

象
は
｢車
両
｣
で
あ
り
、
｢車
両
｣
と
は
、
法
第

二
条
第
五
項
に
定
義
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
道

路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

車
両
で
あ
る
(課
長
通
達
第
3
の
2
の
)。
従
っ

て
ト
ラ
ッ
ク
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
よ
う
な
被
牽
引

車
両
も
対
象
と
な
る
。

穏

道
路
の
改
築
、
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
に

関
す
る
工
事
又
は
除
雪
そ
の
他
の
道
路
の
維
持

の
施
行
の
た
め
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
で

あ
る
こ
と
。

こ
こ
で
、
｢緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
｣
と

は
、
道
路
の
改
築
等
の
工
事
、
又
は
除
雪
や
区

画
線
の
設
置
等
の
道
路
の
維
持
を
施
行
し
な
け

れ
ば
、
道
路
の
構
造
に
損
害
が
生
じ
、
あ
る
い

は
一
般
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め

ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
な
お
、
道
路
の
新
設
の

た
め
の
工
事
は
含
ま
れ
な
い

(課
長
通
達
第
3

の
2
②
)。

趾

長
時
間
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

当
該
車
両
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
し
て
、

速
や
か
に
移
動
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
な
い

場
合
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
時
間

が
長
時
間
で
あ
る
か
は
一
律
に
は
決
ま
ら
ず
、



ニ
ー
三
か
月
は
必
要
で
あ
る
よ
う
な
大
規
模
な

改
築
工
事
か
ら
数
十
分
で
も
長
時
間
と
な
り
得

る
除
雪
等
、
当
該
道
路
に
関
す
る
工
事
又
は
維

持
の
緊
急
性
と
の
関
係
で
相
対
的
に
決
ま
る
も

の
で
あ
る

(課
長
通
達
第
3
の
2
③
)。

鮒

車
両
の
運
転
手
そ
の
他
車
両
の
管
理
に
責
任

が
あ
る
者
が
現
場
に
不
在
で
あ
る
こ
と

当
該
車
両
の
運
転
者
そ
の
他
そ
の
管
理
に
つ

い
て
責
任
が
あ
る
者
が
車
両
か
ら
離
れ
て
い
る

た
め
車
両
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状

態
で
あ
り
、
不
在
で
あ
る
こ
と
の
調
査
に
つ
い

て
は
、
…蛆
と
同
様
、
作
業
の
緊
急
性
と
の
関
係

で
決
ま
り
、
そ
の
許
さ
れ
る
時
間
の
中
で
合
理

的
な
範
囲
の
調
査
を
す
る
こ
と
と
な
ろ
う

(課

長
通
達
第
3
の
2
初
)。

③

長
時
間
放
置
車
両
の
移
動
を
行
う
こ
と
の
で
き

る
者

道
路
管
理
者
は
、
法
第
六
七
条
の
二
第
一
項
の
要

件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
、
道
路
に
長
時
間
放
置
さ
れ

た
車
両
を
自
ら
移
動
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し

く
は
委
任
し
た
者
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
の
場
合
、
｢命
じ
た
者
｣
と
は
、
道
路
管
理
者
の
職

員
で
あ
り
、
｢委
任
を
受
け
た
者
｣
と
は
、
長
時
間
放

置
車
両
の
移
動
を
請
け
負
っ
た
業
者
等
の
第
三
者
を

指
す
も
の
で
あ
る

(課
長
通
達
第
3
の
1
)。

④

警
察
署
長
の
意
見
聴
取

道
路
管
理
者
が
法
第
六
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
長
時
間
放
置
車
両
を
移
動
し
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(法
第
六
七
条
の
二
第
二

項
)。本

条
は
、
道
路
管
理
者
の
観
点
か
ら
、
必
要
や
む

を
得
な
い
場
合
に
車
両
を
移
動
で
き
る
旨
規
定
し
た

も
の
で
あ
り
、
道
路
法
と
は
別
法
で
あ
る
道
路
交
通

法
等
の
観
点
は
本
条
で
は
想
定
し
て
い
な
い
。
従
っ

て
、
道
路
交
通
法
上
の
違
法
駐
車
車
両

(い
わ
ゆ
る

駐
車
違
反
車
両
)
も
、
形
式
的
に
は
本
条
の
対
象
と

な
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
時
間
放
置
車
両
が
同
時
に
道

路
交
通
法
上
の
違
法
放
置
車
両
で
も
あ
る
場
合
、
当

該
車
両
を
道
路
管
理
者
が
移
動
す
る
と
同
法
上
の
違

法
状
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
の
で
、
同
法

上
の
違
法
駐
車
車
両
の
移
動
に
つ
い
て
は
特
に
慎
重

を
期
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
道
路

管
理
者
と
し
て
は
、
当
該
車
両
が
道
路
交
通
法
上
の

違
法
駐
車
車
両
か
否
か
を
判
断
す
る
権
限
を
有
し
な

い
た
め
、
警
察
署
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
し
た
も

の
で
あ
る

(課
長
通
達
第
3
の
3
の
)。

ま
た
、
運
用
上
、
道
路
交
通
法
違
反
の
車
両
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
道
路
交
通
法
に
基
づ
く
警

察
官
等
の
処
置
に
よ
り
対
処
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る

(た
だ
、
道
路
管
理
上
移
動
が
不
可
欠
で
あ
り
、

警
察
の
了
解
も
と
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
道
路
管

理
者
が
移
動
す
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。)。
こ
の

場
合
、
道
路
管
理
者
が
法
第
六
七
条
の
二
に
基
づ
き

警
察
署
長
の
意
見
を
聴
い
た
場
合
に
、
警
察
が
違
法

駐
車
車
両
の
移
動
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
道
路

管
理
者
と
し
て
も
当
該
移
動
に
対
し
て
協
力
を
行
う

こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

な
お
、
意
見
聴
取
の
具
体
的
方
法
等
に
つ
い
て
は
、

現
場
の
実
情
に
応
じ
て
、
所
轄
の
警
察
署
と
調
整
を

図
っ
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑤

移
動
に
当
た
っ
て
の
措
置

i

車
両
の
移
動
は
、
実
際
に
は
レ
ッ
カ
ー
業
者

へ
委
託
し
て
行
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、

移
動
に
伴
い
、
車
両
の
損
傷
等
の
ト
ラ
ブ
ル
が

生
じ
る
事
態
も
想
定
さ
れ
る
。
特
に
、
路
上
に

長
時
間
放
置
さ
れ
て
い
た
車
両
で
は
、
そ
の
所

有
者
等
が
知
ら
な
い
う
ち
に
生
じ
た
損
害
が
、

移
動
前
に
生
じ
た
の
か
移
動
中
に
生
じ
た
の
か
、

後
日
の
紛
争
と
な
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
車
両
の
移
動
を
レ
ッ
カ
ー
業
者
に

委
託
す
る
場
合
、
道
路
管
理
者
の
職
員
が
放
置

さ
れ
て
い
た
場
所
で
移
動
に
立
ち
会
う
等
の
必

要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
う

し
た
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
レ
ッ
カ
ー
業
者

と
の
契
約
に
当
た
っ
て
は
、
移
動
作
業
中
、
業

者
に
責
に
帰
す
る
べ
き
原
因
に
よ
り
損
害
が
生

特集/



じ
た
場
合
に
は
業
者
に
お
い
て
責
任
を
負
う
旨
、

確
認
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い

(た
だ
し
、

移
動
に
よ
り
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
道
路

管
理
者
が
相
手
方
と
の
交
渉
の
窓
口
と
な
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
。)。
さ
ら
に
、
車
両
に
新
し

い
損
傷
箇
所
が
あ
る
と
き
等
に
は
、
道
路
管
理

者
の
職
員
及
び
業
者
以
外
の
第
三
者
の
立
会
い

を
求
め
る
等
、
後
日
の
紛
争
を
避
け
る
よ
う
必

要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

穏

道
路
管
理
者
は
、
長
時
間
放
置
車
両
を
移
動

し
た
場
合
、
特
に
法
第
六
七
条
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
保
管
し
た
場
合
に
は
、
当
該
車
両

が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
に
お
い
て
、
当
該
車

両
を
移
動
･
保
管
し
た
旨
の
掲
示
や
路
面
へ
の

チ
ョ
ー
ク
に
よ
る
表
示
を
行
う
等
、
当
該
車
両

の
所
有
者
等
へ
の
速
や
か
な
返
還
が
可
能
と
な

る
よ
う
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
望
ま
れ
る

(課
長
通
達
第
3
の
3
④
)。

車
両
の
所
有
者
等
に
最
も
わ
か
り
や
す
い
方

法
と
し
て
は
、
放
置
場
所
で
の
チ
ョ
ー
ク
等
に

よ
る
路
面
表
示
が
考
え
ら
れ
る
が
、
路
面
表
示

が
困
難
か
、
又
は
適
当
で
な
い
場
合
に
は
、
付

近
の
道
路
上

(ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
照
明
柱
等
)

で
の
掲
示
が
考
え
ら
れ
る
。

⑥

長
時
間
放
置
車
両
を
移
動
及
び
保
管
す
る
場
所

i

原
則

車
両
を
移
動
す
る
の
は
、
原
則
と
し
て
当
該

車
両
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
の
距
離
が

五
0
m
を
超
え
な
い
道
路
上
の
場
所
で
あ
る

(法
第
六
七
条
の
二
第
一
項
前
段
)。

亞

車
両
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

i
の
範
囲
内
に
車
両
を
移
動
す
る
場
所
が
な

い
と
き
は
、
自
動
車
駐
車
場
、
空
地
、
当
該
車

両
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
の
距
離
が
五

0
m
を
超
え
る
道
路
上
の
場
所
そ
の
他
の
場
所

に
移
動
で
き
る
(同
条
同
項
後
段
)。
こ
の
場
合

に
は
、
道
路
管
理
者
は
当
該
車
両
を
善
良
な
管

理
者
の
注
意
を
も
っ
て
保
管
す
る
責
務
を
有
す

る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
、｢車
両
を
移
動
す
る
場
所
が
な
い
と

き
｣
と
は
、
障
害
物
や
沿
道
の
出
入
路
等
に
よ

り
物
理
的
に
移
動
す
る
場
所
が
な
い
場
合
の
ほ

か
、
道
路
交
通
法
上
駐
車
及
び
停
車
が
許
さ
れ

る
場
所
が
な
い
な
ど
、
法
的
に
移
動
が
許
さ
れ

る
場
所
が
な
い
場
合
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

長
時
間
放
置
車
両
を
保
管
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
比
較
的
短
時
間
で
作
業
が
終
了
す
る
場
合

は
、
付
近
の
停
車
帯
、
除
雪
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

自
動
車
駐
車
場
等
を
利
用
し
、
改
築
、
災
害
復

旧
等
長
時
間
を
要
す
る
場
合
に
は
、
工
事
事
務

所
、
出
張
所
等
の
敷
地
を
利
用
す
る
な
ど
、
適

切
な
保
管
場
所
を
選
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る

(課
長
通
達
第
3
の
3
②
ハ
)。

⑦

車
両
の
保
管
方
法

道
路
管
理
者
が
⑥
□
の
場
合
に
車
両
を
保
管
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
、
車
両
の
保
管

の
場
所
の
形
状
、
管
理
の
態
様
等
に
応
じ
、
当
該
車

両
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、

道
路
管
理
者
が
当
該
車
両
を
保
管
し
て
い
る
旨
の
表

示
、
車
輪
止
め
装
置
の
取
付
け
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(法
第
六
七
条
の
二

第
三
項
後
段
)。

こ
こ
で
、
車
両
を
保
管
し
て
い
る
旨
の
表
示
と
し

て
は
、
当
該
車
両
を
道
路
管
理
者
が
保
管
し
て
い
る

旨
を
示
す
標
章
を
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
、
ド
ア
"
"
フ
ー

等
の
明
確
に
確
認
で
き
る
場
所
に
表
示
す
る
こ
と
と

し
て
い
る

(課
長
通
達
第
3
の
4
の
イ
)。

な
お
、
道
路
管
理
者
は
法
第
六
七
条
の
二
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
車
両
の
保
管
を
民
間
駐
車
場
等
道
路

管
理
者
以
外
の
者
が
管
理
す
る
場
所
に
お
い
て
行
う

場
合
に
お
い
て
も
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
当
該
車

両
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
道
路
管
理
者
自
ら
の
責
任
に
お
い

て
行
う
こ
と
と
な
る

(課
長
通
達
第
3
の
4
の
ロ
)。

⑧

長
時
間
放
置
車
両
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示

i

公
示
事
項

道
路
管
理
者
は
車
両
を
保
管
し
た
と
き
は
、

当
該
車
両
の
所
有
者
等
に
対
し
、
保
管
を
始
め



た
日
時
及
び
保
管
場
所
を
告
知
す
る
等
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場

合
、
所
有
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
道
路
管
理
者
は
政
令
で

定
め
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(法
第
六
七
条
の
二
第
四
項
)。
具
体
的
に
は
、

①
保
管
し
た
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び

番
号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
事
項
、
②
保
管
し

た
車
両
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
そ
の
車

両
を
移
動
し
た
日
時
、
③
そ
の
車
両
の
保
管
を

始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所
、
④
①
か
ら
③

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
車
両
を
返

還
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
で
あ
る

(令
第
三
〇
条
の
二
)。

饉

公
示
方
法

の

事
務
所
で
の
掲
示

(令
第
三
〇
条
の
三
第

一
項
第
一
号
)

道
路
管
理
者
は
令
第
三
〇
条
の
二
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
継
続
し
て
い
る
間
、

当
該
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
掲
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
務
所
で
の
掲
示
と
し
た
の
は
、
道
路
管

理
者
が
迅
速
に
対
応
で
き
る
簡
便
な
方
法
で

あ
る
事
務
所
の
掲
示
板
等
へ
の
掲
示
に
よ
り

行
う
の
が
実
際
上
も
適
当
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
。
公
示
は
、
当
該
道
路
管
理
者
の
事
務
所

に
お
い
て
掲
示
板
等
を
活
用
し
て
行
う
と
と

も
に
、
同
時
に
出
張
所
に
も
通
知
し
、
問
い

合
わ
せ
等
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

ま
た
、
日
数
を
限
ら
ず
に
保
管
を
継
続
し

て
い
る
間
と
し
た
の
は
、
長
時
間
放
置
車
両

の
移
動
、
保
管
は
、
当
該
車
両
の
放
置
が
道

路
法
上
違
法
な
た
め
で
は
な
く
、
道
路
管
理

上
の
理
由
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
及
び
車
両
の
保
管
は
道
路
工
事
等
を
行

う
間
に
限
ら
れ
、
保
管
の
必
要
が
な
く
な
っ

た
場
合
に
は
元
の
場
所
に
移
動
す
る
た
め
掲

示
期
間
を
限
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
不
都
合
も

な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑬

官
報
へ
の
掲
載

(令
第
三
〇
条
の
三
第
一

項
第
二
号
)

i
の
公
示
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

四
日
間
を
経
過
し
て
車
両
の
保
管
を
継
続
し

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
な
お
、
そ
の
所
有

者
等
が
不
明
の
場
合
、
そ
の
公
示
の
要
旨
を

官
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

車
両
の
保
管
を
継
続
し
て
い
る
期
間
中
は

道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
掲
示
を
続
け
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
掲
示
を
始
め
て
か
ら
一
四

日
経
過
後
に
お
い
て
は
併
せ
て
官
報
に
よ
る

公
示
を
行
う
こ
と
と
す
る
の
は
、
車
両
所
有

者
等
が
そ
の
車
両
の
保
管
者
を
知
り
得
な
い

た
め
に
名
乗
り
で
な
い
可
能
性
も
高
い
こ
と

か
ら
、
事
務
所
等
に
お
け
る
掲
示
の
み
で
は

所
有
者
等
の
権
利
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
に
よ
る
。

8

保
管
車
両
一
覧
簿
の
閲
覧
等
と
令
第
三
〇

条
の
三
第
二
項
)

道
路
管
理
者
は
の
、
⑬
の
公
示
を
行
う
と

と
も
に
、
保
管
車
両
一
覧
簿
を
道
路
管
理
者

の
事
務
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い

つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
保
管
車
両
一
覧
簿
の
作
成
に
よ

り
道
路
管
理
者
の
保
管
し
て
い
る
車
両
の
管

理
の
適
正
を
期
す
こ
と
と
、
こ
れ
を
関
係
者

に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
保
管
車

両
の
速
や
か
な
返
還
に
資
す
る
こ
と
の
た
め

に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。

な
お
、
保
管
車
両
一
覧
簿
の
様
式
は
、
規

則
別
記
様
式
第
七
の
三
の
と
お
り
で
あ
り
、

ま
た
、
保
管
車
両
一
覧
簿
は
、
車
両
の
返
還

又
は
元
の
場
所
へ
の
移
動
後
、
概
ね
一
年
間

保
存
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑨

長
時
間
放
置
車
両
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続

長
時
間
放
置
車
両
を
返
還
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
者
が
当
該
車
両
の
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証

特集/道路法及び駐車場法の一部改正



明
さ
せ
、
か
つ
、
建
設
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る

受
領
書
と
引
き
換
え
に
返
還
す
る
こ
と
と
す
る
。
受

領
書
の
様
式
は
規
則
別
記
様
式
第
七
の
四
の
と
お
り

で
あ
る
。

⑩

保
管
し
た
車
両
の
放
置
場
所
等
へ
の
移
動

道
路
管
理
者
に
よ
る
長
時
間
放
置
車
両
の
移
動
措

置
は
、
道
路
工
事
や
道
路
の
維
持
の
施
行
の
た
め
緊

急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
、
道
路
管
理
上
の

必
要
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
か
ら
、

道
路
の
工
事
や
道
路
の
維
持
の
施
行
が
終
了
し
た
場

合
そ
の
他
法
第
六
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

保
管
を
継
続
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
遅
滞
な
く
、
道
路
管
理
者
は
、
当
該
車
両
が

放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
又
は
そ
の
周
辺
の
場
所
に
移

動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る

(法
第
六
七
条
の
二
第
五
項
)。
｢そ
の
周
辺
の
場
所
｣

と
は
、
車
両
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
に
来
た
所
有

者
等
が
当
該
車
両
を
困
難
な
く
発
見
し
得
る
道
路
上

の
場
所
を
い
う
も
の
で
あ
る

(課
長
通
達
第
3
の
6

の
)。運

用
上
は
、
工
事
で
あ
れ
ば
一
連
の
全
体
の
工
事

が
終
了
す
る
ま
で
、
除
雪
で
あ
れ
ば
積
雪
期
が
終
わ

る
ま
で
の
間
は
、
な
お
保
管
を
継
続
す
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
取
扱
い
を
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
保
管
を
し
て
い
る
間
に
極
力
所
有

者
等
に
返
還
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
法
第
六
七
条
の
二
第
五
項
に
よ
る
移
動
に

同
条
第
二
項
に
よ
り
意
見
を
聴
く
こ
と
、
同

当
た
っ
て
は
、
道
路
交
通
法
上
車
両
を
停
車
又
は
駐

条
第
三
項
に
よ
り
車
両
を
保
管
し
、
及
び
必

車
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
道
路
上
の
場
所
に

車
両
を
移
動
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

⑪

権
限
の
委
任
･
代
行
等

i

権
限
の
委
任

法
第
六
七
条
の
二
の
規
定
の
創
設
に
よ
り
新

た
に
道
路
管
理
者
の
権
限
と
な
っ
た
も
の
は
全

て
権
限
の
委
任
の
対
象
と
さ
れ
た

(令
第
三
九

条
第
一
八
号
)
が
、
こ
れ
は
、
法
第
六
七
条
の

二
に
よ
る
措
置
は
、
道
路
の
改
築
や
除
雪
等
の

維
持
の
施
行
の
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合

に
と
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
道
路
工
事
や
維

持
管
理
を
行
う
の
は
地
方
建
設
局
等
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
同
条
に
係
る
権
限
も
地
方
建
設
局
長

等
に
委
任
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
た

め
で
あ
る
。

灘

地
方
公
共
団
体
の
長
の
専
行
権
限

今
回
、
法
第
六
七
条
の
二
に
よ
り
創
設
さ
れ

た
道
路
管
理
者
の
権
限
は
全
て
、
長
の
専
行
権

限
と
さ
れ
た

(法
第
九
七
条
)。

…山

権
限
の
代
行

の

法
第
二
七
条
第
一
項
関
係

法
第
六
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
車
両
を

移
動
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
そ

の
委
任
を
受
け
た
者
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
、

条
第
三
項
に
よ
り
車
両
を
保
管
し
、
及
び
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、
同
条
第
四
項
に

よ
り
告
知
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
及
び

公
示
す
る
こ
と
、
同
条
第
五
項
に
よ
り
車
両

を
移
動
す
る
こ
と
は
、
全
て
権
限
の
代
行
の

対
象
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
法
第
六

七
条
の
二
第
一
項
に
よ
る
措
置
は
、
道
路
管

理
上
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
行
う
も
の

で
あ
り
、
当
該
措
置
を
迅
速
に
行
う
た
め
、

代
行
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑬

法
第
二
七
条
第
二
項
関
係

の
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
法
第
六
七
条

の
二
第
一
項
に
よ
り
車
両
を
移
動
し
、
又
は

そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け

た
者
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
、
同
条
第
二
項
に

よ
り
意
見
を
聴
く
こ
と
、
同
条
第
三
項
に
よ

り
車
両
を
保
管
し
、
及
び
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
告
知
し
、

必
要
な
措
置
を
講
じ
、
及
び
公
示
す
る
こ
と
、

同
条
第
五
項
に
よ
り
車
両
を
移
動
す
る
こ
と

は
、
全
て
権
限
の
代
行
の
対
象
と
さ
れ
て
い

る
。



新
旧
対
照
条
文

o
道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
(抄
)
(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

改

正

案

現

行

(用
語
の
定
義
)

第
二
条

(略
)

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
の
附
属
物
｣
と
は
、
道
路
の
構
造
の
保
全
、
安
全
か

つ
円
滑
な
道
路
の
交
通
の
確
保
そ
の
他
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
で
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
j
五

(略
)

六

自
動
車
駐
車
場
で
道
路
上
に
、
又
は
道
路
に
接
し
て
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
道
路
管
理
者
が
設
け
る
も
の

七
･
八

(略
)

(用
語
の
定
義
)

第
二
条

(略
)

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
の
附
属
物
｣
と
は
、
道
路
の
構
造
の
保
全
、
安
全
か

つ
円
滑
な
道
路
の
交
通
の
確
保
そ
の
他
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
で
、

次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
-
五

(略
)

六

道
路
に
接
す
る
自
動
車
駐
車
場
で
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者

の
設
け
る
も
の

七
･
八

(略
)

3

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢車
両
｣
と
は
、
道
路
交
通
法

(昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
)
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。

4

(略
)

特集/道路法及び駐車場法の一部

3

(略
)

4

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢駐
車
｣
と
は
、
道
路
交
通
法

(昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
)
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い
う
。

5

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢車
両
｣
と
は
、
道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規

定
す
る
車
両
を
い
う
。

(自
動
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金
及
び
割
増
金
)

第
二
十
四
条
の
二

道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間

外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)
は
、道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
(指

定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、
政
令
)
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
動
車
駐
車

場
に
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
、
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
道
路
交
通
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
自
動
車
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
自
動
車
が
駐
車
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



2

前
項
の
駐
車
料
金
の
額
は
、
次
の
原
則
に
よ
っ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の

で
な
い
こ
と
。

二

自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
の
負
担
能
力
に
か
ん
が
み
、
そ
の
利
用
を
困
難
に
す

る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

付
近
の
駐
車
場
法

(昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
)
第
二
条
第
二
号
に
規
定

す
る
路
外
駐
車
場
の
駐
車
料
金
に
比
し
て
著
し
く
均
衡
を
失
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
、と
。

3

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
の
駐
車
料
金
を
不
法
に
免
れ
た
者
か
ら
、
そ
の
免
れ
た

額
の
ほ
か
、
そ
の
免
れ
た
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
割
増
金
と
し
て
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

(自
動
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金
等
の
表
示
)

第
二
十
四
条
の
三

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
駐
車
料
金
を
徴
収

す
る
自
動
車
駐
車
場
に
つ
い
て
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
駐
車
料
金
、

駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
そ
の
他
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項

を
表
示
す
る
た
め
、
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(違
法
放
置
物
件
に
対
す
る
措
置
)

第
四
十
四
条
の
二

道
路
管
理
者
は
、
第
四
十
三
条
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
て
、
道

路
を
通
行
し
て
い
る
車
両
か
ら
落
下
し
て
道
路
に
放
置
さ
れ
た
当
該
車
両
の
積
載
物

そ
の
他
の
道
路
に
放
置
さ
れ
た
物
件

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢違
法
放
置
物
件
L

と
い
う
。)が
、
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
、
所
有
者
そ
の

他
当
該
違
法
放
置
物
件
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢違

法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
｣
と
い
う
。)
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を

と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
を
自
ら
除
去

し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
物
件
を
除
去
し
、
又
は
除
去
さ

せ
た
と
き
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
物
件
を
保
管
し
た
と
き
は
、
当



該
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
に
対
し
当
該
違
法
放
置
物
件
を
返
還
す
る
た
め
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

道
路
管
理
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
違
法
放
置
物
件
が
滅
失
し
、

若
し
く
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
か

ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
て
も
な
お
当
該
違
法
放
置
物
件
を
返
還
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
評
価
し
た
当
該
違
法
放
置

物
件
の
価
額
に
比
し
、
そ
の
保
管
に
不
相
当
な
費
用
若
し
く
は
手
数
を
要
す
る
と
き

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
違
法
放
置
物
件
を
売
却
し
、
そ
の
売
却

し
た
代
金
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
違
法
放
置
物
件
の
売
却
に
つ
き
買
受
人
が

な
い
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
価
額
が
著
し
く
低
い
と
き
は
、
当
該
違
法

放
置
物
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
は
、
売
却
に
要
し
た
費
用
に
充
て
る
こ
と

が
で
き
る
。

7

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
違
法
放
置
物
件
の
除
去
、
保
管
、
売
却
、

公
示
等
に
要
し
た
費
用
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
違
法
放
置

物
件
の
占
有
者
等
の
負
担
と
す
る
。

8

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
も
な
お
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
違
法
放
置
物
件

(第
四
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代

金
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
所
有
権
は
、
当
該
違
法
放
置
物
件
を
保
管
す
る
道
路
管

理
者

(建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
国
、
都
道
府
県
知
事
が

道
路
管
理
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
統
括
す
る
都
道
府
県
)
に
帰
属
す
る
。

(道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
負
担
の
原
則
)

第
四
十
九
条

道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
は
、
こ
の
法
律
及
び
公
共
土
木
施
設
災
害

復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
並
び
に
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間

外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
、

そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以
下
第

五
十
七
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
第
二
項
、
第
六
十
六
条
、
第

(道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
負
担
の
原
則
)

第
四
十
九
条

道
路
の
管
理
に
関
す
る
費
用
は
、
こ
の
法
律
及
び
公
共
土
木
施
設
災
害

復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
並
び
に
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間

外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
、

そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以
下
第

五
十
七
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
第
二
項
、
第
六
十
六
条
及
び



六
十
七
条
の
二
及
び
第
六
十
八
条
を
除
き
、
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。)
の
負
担
と
す

る
↓。(負

担
金
の
通
知
及
び
納
入
手
続
等
)

第
六
十
三
条

第
四
十
四
条
の
二
第
七
項
及
び
第
五
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に

よ
る
負
担
金
の
額
の
通
知
及
び
納
入
手
続
そ
の
他
負
担
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
。

(収
入
の
帰
属
)

第
六
十
四
条

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
駐
車
料
金
及
び
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
割
増
金
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
料
金
並
び
に
第
四
十

四
条
の
二
第
七
項
、
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
及
び
第
六
十
二
条
後
段
の

規
定
に
基
づ
く
負
担
金
は
、
道
路
管
理
者
の
収
入
と
し
、
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基

づ
く
占
用
料
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
道
路
管
理
者
又
は
第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内
の
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外
の
管
理

を
行
う
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
市
の
長
の
統
括
す
る
都
道
府
県
若
し
く
は
指

定
市
の
収
入
と
す
る
。

2

(略
)

(長
時
間
放
置
さ
れ
た
車
両
の
移
動
等
)

第
六
十
七
条
の
二

道
路
管
理
者
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た

者
は
、
道
路
の
改
築
、
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
公
示
又
は
除
雪
そ
の
他

の
道
路
の
維
持
の
施
行
の
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

道
路
に
長
時
間
放
置
さ
れ
た
車
両
に
つ
い
て
、
現
場
に
当
該
車
両
の
運
転
を
す
る
者

そ
の
他
当
該
車
両
の
管
理
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
者
が
い
な
い
と
き
に
限
り
、
当
該

車
両
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
の
距
離
が
五
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
道
路
上

の
場
所
に
当
該
車
両
を
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車

両
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
の
距
離
が
五
十
メ
J
ト
ル
を
超
え
な
い
範
囲
の
地

域
内
の
道
路
上
に
当
該
車
両
を
移
動
す
る
場
所
が
な
い
と
き
は
、
自
動
車
駐
車
場
、

空
地
、
こ
の
項
前
段
に
規
定
す
る
場
所
以
外
の
道
路
上
の
場
所
そ
の
他
の
場
所
に
当

該
車
両
を
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
移
動
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若

第
六
十
八
条
を
除
き
、
本
章
中
同
じ
。)
の
負
担
と
す
る
。

(負
担
金
の
通
知
及
び
納
入
手
続
等
)

第
六
十
三
条

前
五
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
の
額
の
通
知
及
び
納
入
手
続
そ
の
他
負

担
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(収
入
の
帰
属
)

第
六
十
四
条

第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
く
料
金
並
び
に
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
一

条
ま
で
及
び
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
く
負
担
金
は
、
道
路
管
理
者
の
収
入
と

し
、
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
く
占
用
料
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
道
路

管
理
者
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内
の
国
道
の
維
持
、
修
繕

及
び
災
害
復
旧
以
外
の
管
理
を
行
う
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
市
の
長
の
統
轄

す
る
都
道
府
県
若
し
く
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。

2

(略
)



し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
に
車
両
を
移
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
か
ら

じ
め
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
移
動
し
た
と
き
は
、
当
該

車
両
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
は
、
車

両
の
保
管
の
場
所
の
形
状
、
管
理
の
態
様
等
に
応
じ
、
当
該
車
両
に
係
る
盗
難
等
の

事
故
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
道
路
管
理
者
が
当
該
車
両
を
保
管
し
て
い
る
旨
の

表
示
、
車
輪
止
め
装
置
の
取
付
け
そ
の
他
の
必
要
な
装
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

4

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
保
管
し
た
と
き
は
、
当
該
車
両
の

所
有
者
又
は
使
用
者

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢所
有
者
等
し
と
い
う
。)
に
対
し
、

保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所
を
告
知
し
、
そ
の
他
当
該
車
両
を
所
有
者
等

に
返
還
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
車
両
の
所
有
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

道
路
管
理
者
は
、
車
両
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
に
お
け
る
道
路
の
改
築
、
修
繕

若
し
く
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
、
又
は
除
雪
そ
の
他
の
道
路
の
維
持

の
施
行
が
終
了
し
た
場
合
そ
の
他
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
を
継
続
す
る
必
要
が

な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
車
両

を
当
該
車
両
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
又
は
そ
の
周
辺
の
場
所
に
移
動
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(負
担
金
等
の
強
制
徴
収
)

第
七
十
三
条

こ
の
法
律
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
又
は
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
し
た
処
分
に
よ
り
納
付
す
べ
き
負
担
金
、
占
用
料
、
駐
車
料
金
、
割
増
金
又

は
料
金

(以
下
こ
れ
ら
を

｢負
担
金
等
｣
と
い
う
。)
を
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間
外

の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)は
、
督
促
状
に
よ
っ
て
納
付
す
べ
き
期
限
を
指
定
し

て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
i
5

(略
)

(負
担
金
等
の
強
制
徴
収
)

第
七
十
三
条

こ
の
法
律
、
こ
の
法
律
に
基
く
命
令
若
し
く
は
条
例
又
は
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
し
た
処
分
に
よ
り
負
担
を
命
ぜ
ら
れ
た
負
担
金
、
占
用
料
又
は
料
金

(以
下
こ

れ
ら
を
｢負
担
金
等
｣
と
い
う
。)
を
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道

路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て

は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
。
以
下
本
条
中
同

じ
。)
は
、
督
促
状
に
よ
っ
て
納
付
す
べ
き
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

2
i
5

(略
)



(道
路
予
定
区
域
)

第
九
十
一
条

(略
)

2

道
路
の
区
域
が
決
定
さ
れ
た
後
道
路
の
供
用
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て

も
、
道
路
管
理
者
が
当
該
区
域
に
つ
い
て
の
土
地
に
関
す
る
権
原
を
取
得
し
た
後
に

お
い
て
は
、
当
該
区
域
又
は
当
該
区
域
内
に
設
置
さ
れ
た
道
路
の
附
属
物
と
な
る
べ

き
も
の

(以
下
｢道
路
予
定
区
域
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
、
第
三
章
第

三
節
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
七
条
の
九
、
第

四
十
八
条
、
第
七
十
一
条
か
ら
第
七
十
三
条
ま
で
、
第
七
十
五
条
、
第
八
十
七
条
及

び
次
条
か
ら
第
九
十
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

3

･
4

(略
)

(都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
の
調
整
)

第
九
十
五
条
の
二

道
路
管
理
者
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路

(高

速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)
に

区
画
線

(道
路
交
通
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
十
六
号
の
道

路
標
示
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)を
設
け
、
第

四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
横
断
歩
道
橋
を
設
け
、
道
路
の

交
差
部
分
及
び
そ
の
付
近
の
道
路
の
部
分
の
改
築
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
い
、

若
し
く
は
道
路
上
に
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
を
設
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、

又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
事
後
に
お

い
て
、
速
や
か
に
当
該
禁
止
又
は
制
限
の
内
容
及
び
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

2

(略
)

(道
路
管
理
者
の
権
限
の
行
使
)

第
九
十
七
条

第
十
八
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一

項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条
の
三
、
第
二
十
六
条
第
三
項
、
第
二
十
八
条
、
第

(道
路
予
定
区
域
)

第
九
十
一
条

(略
)

2

道
路
の
区
域
が
決
定
さ
れ
た
後
道
路
の
供
用
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て

も
、
道
路
管
理
者
が
当
該
区
域
に
つ
い
て
の
土
地
に
関
す
る
権
原
を
取
得
し
た
後
に

お
い
て
は
、
当
該
区
域
又
は
当
該
区
域
内
に
設
置
さ
れ
た
道
路
の
附
属
物
と
な
る
べ

き
も
の

(以
下

｢道
路
予
定
区
域
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
、
第
三
章
第

三
節
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
七
条
の
九
、
第
四
十
八
条
、
第
七
十

一
条
か
ら
第
七
十
三
条
ま
で
、
第
七
十
五
条
、
第
八
十
七
条
及
び
次
条
か
ら
第
九
十

、
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

3

･
4

(略
)

(都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
の
調
整
)

第
九
十
五
条
の
二

道
路
管
理
者
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路

(高

速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
を
除
く
。以
下
本
項
中
同
じ
。)
に
区
画
線
(道

路
交
通
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
十
六
号
の
道
路
標
示
と
み

な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
本
条
中
同
じ
。)を
設
け
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し

く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、

若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
横
断
歩
道
橋
を
設
け
、
若
し
く
は
道
路
の
交
差
部
分
及
び

そ
の
附
近
の
道
路
の
部
分
の
改
築
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
な
お
う
と
す
る
と
き

は
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、
又

は
制
限
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
事
後
に
お
い

て
、
す
み
や
か
に
当
該
禁
止
又
は
制
限
の
内
容
及
び
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

2

(略
)

(道
路
管
理
者
の
権
限
の
行
使
)

第
九
十
七
条

第
十
八
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一

項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
第
三
項
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三



三
十
二
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)、
第
四
十
条
第
二
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

(第
九

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
四
十
四

条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
七

条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
三
、

第
四
十
七
条
の
四
、
第
四
十
七
条
の
六
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
九
第
一
項
及
び
第

三
項

(第
九
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
四
十
八
条
の
二
、
第
四
十
八
条
の
四
、
第

四
十
八
条
の
五
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
六
、
第
四
十
八
条
の
七
、
第
四
十
八
条
の

九
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
十
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
の
二
、
第
六

十
八
条
、
第
七
十
条
第
一
項
後
段
、
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で

(第
九

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
八
十
七
条
第
一
項

(第
九

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九

十
三
条

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
並
び
に
第
九
十

五
条
の
二
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者

(道
路
管
理
者
が
建
設
大
臣
、
都
道
府
県
知
事

又
は
国
で
あ
る
場
合
を
除
く
。)
の
権
限
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の

長
が
行
う
。

十
八
条
ま
で

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
四
十

条
第
二
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
四
十
三

条
の
二
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十

六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第

二
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
三
、
第
四
十
七
条
の
四
、
第
四
十
七
条
の
六
第

二
項
、
第
四
十
七
条
の
九
第
一
項
及
び
第
三
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ

れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項

(第

九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
四
十

八
条
の
二
、
第
四
十
八
条
の
四
、
第
四
十
八
条
の
五
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
六
、

第
四
十
八
条
の
七
、
第
四
十
八
条
の
九
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
十
、
第
六
十
六
条

第
一
項
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
第
一
項
後
段
、
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
六

項
ま
で

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
八
十
七
条

第
一
項

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
九
十
一
条

第
一
項
、
第
九
十
三
条

(第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

並
び
に
第
九
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者

(道
路
管
理
者
が
建
設
大
臣
、

都
道
府
県
知
事
又
は
国
で
あ
る
場
合
を
除
く
。)
の
権
限
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地

方
公
共
団
体
の
長
が
行
う
。



新
旧
対
照
条
文

o
道
路
法
施
行
令

(昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
)
(抄
)
(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

改

正

案

目
次

･

第
一
章
･
第
二
章

(略
)

第
二
章
の
二

違
法
放
置
物
件
の
保
管
の
手
続
等

(第
十
九
条
の
五
-
第
十
九
条
の

十
=

第
二
章
の
三

危
険
物
を
積
載
す
る
車
両
の
水
底
ト
ン
ネ
ル
の
通
行
の
禁
止
又
は
制

限

(第
十
九
条
の
十
二
-
第
十
九
条
の
十
五
)

第
三
章

(略
)

第
一
節
･
第
二
節

(略
)

第
三
章
の
二

長
時
間
放
置
さ
れ
た
車
両
の
保
管
の
手
続
等

(第
三
十
条
の
ニ
ー
第

三
十
条
の
四
)

第
四
章

道
の
区
域
内
の
道
路
の
特
例

(第
三
十
三
条
I
第
三
十
四
条
の
二
の
三
)

第
五
章

(略
)

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
設
け
ら
れ
る
有
料
の
自
動
車
駐
車
場
の
名
称
等
の
告
示
)

第
三
条
の
二

建
設
大
臣
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間

内
の
国
道
に
設
け
ら
れ
る
自
動
車
駐
車
場
に
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
駐
車
料

金
を
徴
収
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
駐
車
場
の
名
称
及
び
位

置
、
駐
車
料
金
の
額
、
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
並
び
に
駐
車
料
金
の
徴
収
開

始
の
日
を
告
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

建
設
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
事
項
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
動
車
)

第
三
条
の
三

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、

道
路
の
改
築
、
修
繕
、
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
、
道
路
の
維
持
そ
の
他
特
別
の
理

由
に
基
づ
き
当
該
自
動
車
駐
車
場
に
駐
車
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

る
自
動
車
で
、
建
設
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

目
次第

三
早
･
第
二
章

(略
)

第
二
章
の
二

危
険
物
を
積
載
す
る
車
両
の
水
底
ト
ン
ネ
ル
の
通
行
の
禁
止
又
は
制

限

(第
十
九
条
の
五
-
第
十
九
条
の
八
)

第
三
章

(略
)

第
一
節
･
第
二
節

(略
)

第
四
章

道
の
区
域
内
の
道
路
の
特
例

(第
三
十
一
条
事
第
三
十
四
条
の
二
の
三
)

第
五
章

(略
)

現

行



(道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
)

第
四
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ

て
行
う
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
j
十
一
の
二

(略
)

十
一
の
三

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
物
件
を
自
ら
除
去
し
、
又
は
そ
の

命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
、法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
(法

第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
違
法
放

置
物
件
を
保
管
し
、
法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
法
第
四
十
四
条
の
二
第

四
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ

り
違
法
放
置
物
件
を
売
却
し
、
及
び
代
金
を
保
管
し
、
並
び
に
法
第
四
十
四
条
の

二
第
五
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定

に
よ
り
違
法
放
置
物
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
。

十
一
の
四

(略
)

十
二
j
十
四

(略
)

十
四
の
二

法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
移
動
し
、
又
は
そ

の
命
じ
た
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
に
車
両
を
移
動
さ
せ
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
き
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
保
管
し
、

及
び
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
知
し
、
必
要
な
措
置

を
講
じ
、
及
び
公
示
し
、
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
移
動
す
る

こ
と
o

十
五
-
十
七

(略
)

十
八

法
第
七
十
一
条
第
三
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
を
行
い
、
及
び
法
第
七
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)
に
規
定
す
る
処
分
を
し
、
若
し
く
は
措
置
を
命
じ
、
又
は
法
第
七
十
一
条

第
四
項
前
段

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
自
ら
行
い
、
若
し
く
は

そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
七
十

一
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

(道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
)

第
四
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ

て
行
う
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
j
十
一
の
二

(略
)

十
一
の
三

十
二
-
十
四

(略
)(略

)

十
五
ー
十
七

(略
)

十
八

法
第
七
十
一
条
第
三
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
を
行
い
、及
び
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
(法

第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
に
規

定
す
る
処
分
を
し
、
若
し
く
は
措
置
を
命
じ
、
又
は
同
条
第
四
項
前
段

(法
第
九

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。)
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
自
ら
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し

く
は
委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三

号

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含



規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
一

条
第
二
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
に
規
定

す
る
処
分
を
し
、
若
し
く
は
措
置
を
命
じ
、
又
は
法
第
七
十
一
条
第
四
項
前
段
の

規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
自
ら
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委

任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

十
九
-
二
十
四

(略
)

2

(略
)

第
二
章
の
二

違
法
放
置
物
件
の
保
管
の
手
続
等

(違
法
放
置
物
件
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
)

第
十
九
条
の
五

法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一

保
管
し
た
違
法
放
置
物
件
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

二

保
管
し
た
違
法
放
置
物
件
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
そ
の
違
法
放
置
物
件

を
除
去
し
た
日
時

三

そ
の
違
法
放
置
物
件
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
違
法
放
置
物
件
を
返
還
す
る
た
め

必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

(違
法
放
置
物
件
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法
)

第
十
九
条
の
六

法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
間
、

当
該
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
公
示
に
係
る
違
法
放
置
物
件
の
う
ち
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
同
号
の
公
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、
な
お
そ
の
違
法
放
置
物
件
の

占
有
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
公
示
の
要

旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
と
も
に
、
建
設

省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿
を
当
該
道
路
管
理
者
の
事

務
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

む
。)
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
に
規
定
す
る
処
分
を
し
、
若
し
く
は
措
置
を
命

じ
、
又
は
同
条
第
四
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
自
ら
行
い
、
若
し
く

は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

十
九
i
二
十
四

(略
)

(略
)



(違
法
放
置
物
件
の
価
額
の
評
価
の
方
法
)

第
十
九
条
の
七

法
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
違
法
放
置
物
件
の
価
額

の
評
価
は
、
取
引
の
実
例
価
格
、
当
該
違
法
放
置
物
件
の
使
用
年
数
、
損
耗
の
程
度

そ
の
他
当
該
違
法
放
置
物
件
の
価
額
の
評
価
に
関
す
る
事
情
を
勘
案
し
て
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

違
法
放
置
物
件
の
価
額
の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ

と
が
で
き
る
。

(保
管
し
た
違
法
放
置
物
件
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続
)

第
十
九
条
の
八

法
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
し
た
違
法
放
置
物

件
の
売
却
は
、
競
争
入
札
に
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
･

一

速
や
か
に
売
却
し
な
け
れ
ば
価
値
が
著
し
く
減
少
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
違
法
放

置
物
件

二

競
争
入
札
に
付
し
て
も
入
札
者
が
な
い
違
法
放
置
物
件

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と

認
め
ら
れ
る
違
法
放
置
物
件

第
十
九
条
の
九

道
路
管
理
者
は
、
前
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
競
争
入
札
の
う
ち
一
般

競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な

く
と
も
五
日
前
ま
で
に
、
そ
の
違
法
放
置
物
件
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
、
数
量
そ

の
他
建
設
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
掲
示
し
、
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
適
当
な
方
法
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
競
争
入
札
の
う
ち
指
名
競
争
入
札
に

付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
三
人
以
上
の
入
札
者
を
指
定
し
、
か
つ
、
そ
れ

ら
の
者
に
違
法
放
置
物
件
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
、
数
量
そ
の
他
建
設
省
令
で
定

め
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

道
路
管
理
者
は
、
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
随
意
契
約
に
よ
ろ
う
と
す
る
と

き
は
、
な
る
べ
く
二
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(違
法
放
置
物
件
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
)

第
十
九
条
の
十

道
路
管
理
者
は
、
保
管
し
た
違
法
放
置
物
件
を
当
該
違
法
放
置
物
件

の
占
有
者
等
に
返
還
す
る
と
き
は
、
返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証



す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
者
が
そ
の
違
法
放
置

物
件
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
、

か
つ
、
建
設
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
受
領
書
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す

る
。(道

路
予
定
区
域
に
つ
い
て
の
準
用
)

第
十
九
条
の
十
一

第
十
九
条
の
五
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
道
路
予
定
区
域
に
係

る
違
法
放
置
物
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
章
の
三

危
険
物
を
積
載
す
る
車
両
の
水
底
ト
ン
ネ
ル
の
通
行
の
禁
止
又

は
制
限

(車
両
の
通
行
の
禁
止
)

第
十
九
条
の
十
二

道
路
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
危
険
物
を
積
載
す
る
車
両
の
水
底

ト
ン
ネ
ル
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
で
き
る
。

一
･
二

(略
)

三

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
)
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
毒
物

(以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
｢毒
物
｣
と
い
う
。)
又
は

同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
劇
物

(次
条
に
お
い
て
｢劇
物
｣
と
い
う
こ

の

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
。

イ
i
ホ

(略
)

四
･
五

(略
)

第
十
九
条
の
十
三

(略
)

第
十
九
条
の
十
四

(略
)

(車
両
の
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
公
示
)

第
十
条
の
十
五

道
路
管
理
者
は
、
第
十
九
条
の
十
二
又
は
第
十
九
条
の
十
三
の
規
定

に
よ
り
車
両
の
通
行
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
設
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
の
二

長
時
間
放
置
さ
れ
た
車
両
の
保
管
の
手
続
等

(長
時
間
放
置
さ
れ
た
車
両
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
)

第
三
十
条
の
二

法
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
の
二

危
険
物
を
積
載
す
る
車
両
の
水
底
ト
ン
ネ
ル
の
通
行
の
禁
止
又

は
制
限

(車
両
の
通
行
の
禁
止
)

第
十
九
条
の
五

道
路
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
危
険
物
を
積
載
す
る
車
両
の
水
底
ト

ン
ネ
ル
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
･
二

(略
)

三

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
)
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
毒
物

(以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
｢毒
物
｣
と
い
う
。)
又
は

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
劇
物

(次
条
に
お
い
て
｢劇
物
｣
と
い
う
。)
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の

イ
i
ホ

(略
)

四
･
五

(略
)

第
十
九
条
の
六

(略
)

第
十
九
条
の
七

(略
)

(車
両
の
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
公
示
)

第
十
九
条
の
八

道
路
管
理
者
は
、
第
十
九
条
の
五
又
は
第
十
九
条
の
六
の
規
定
に
よ

り
車
両
の
通
行
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
設
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



特集/道路法及び駐車場法の一部改正

一
保
管
し
た
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
標
示
さ
れ
て
い
る
番
号

二

保
管
し
た
車
両
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
そ
の
車
両
を
移
動
し
た
日
時

三

そ
の
車
両
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
車
両
を
返
還
す
る
た
め
必
要
と
認

め
ら
れ
る
事
項

(長
時
間
放
置
さ
れ
た
車
両
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法
)

第
三
十
条
の
三

法
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
法
第
六
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保

管
を
継
続
し
て
い
る
間
、
当
該
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
公
示
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
し
て
法
第
六
十
七
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
を
継
続
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
な
お
そ
の

車
両
の
所
有
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
公

示
の
要
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
と
も
に
、
建
設

省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
保
管
車
両
一
覧
簿
を
当
該
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
備

え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。(長

時
間
放
置
さ
れ
た
車
両
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
)

第
三
十
条
の
四

道
路
管
理
者
は
、
保
管
し
た
車
両
を
所
有
者
等
に
返
還
す
る
と
き
は
、

返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る

等
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
者
が
そ
の
車
両
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で
あ
る

こ
と
を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、
建
設
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
受
領
書
と
引
換
え
に

返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
四
条

建
設
大
臣
は
、
開
発
道
路
の
新
設
及
び
改
築
並
び
に
開
発
道
路
に
係
る

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
駐
車
料
金
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
く
割
増
金
、
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
占
用
料
並
び
に
法
第
四
十
四
条

の
二
第
七
項
、
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
及
び
地
方
道
路
公
社
法
第
二
十

九
条
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
徴
収
す
る
権
限
を
行
う
。

2
i
6

(略
)

第
三
十
四
条

建
設
大
臣
は
、
開
発
道
路
の
新
設
及
び
改
築
並
び
に
開
発
道
路
に
係
る

り

法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
占
用
料
並
び
に
法
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
二
条

m

ま
で
及
び
地
方
道
路
公
社
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
徴
収
す
る
権

わ

限
を
行
な
う
。

舛　

2
j
6

(略
)

牧



(権
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
建
設
大
臣
の
権
限
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
建
設
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
行
わ
せ
る

指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
i
五

(略
)

五
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
駐
車
料
金
を
徴
収
し
、
同
条

十
四
の
二

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
物
件
を
自
ら
除
去
し
、
又
は
そ
の

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
割
増
金
を
徴
収
し
、
及
び
法
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
標
識
を
設
け
る
こ
と
o

六
i
十
四

(略
)

命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
、法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
(法

第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
違
法
放

置
物
件
を
保
管
し
、
法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
法
第
四
十
四
条
の
二
第

四
項
(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ

り
違
法
放
置
物
件
を
売
却
し
、
及
び
代
金
を
保
管
し
、
並
び
に
法
第
四
十
四
条
の

二
第
五
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定

に
よ
り
違
法
放
置
物
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
。

十
四
の
三

法
第
四
十
四
条
の
二
第
七
項
、
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
又

は
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
。

十
五
･
十
六

(略
)

十
七

(略
)

十
八

法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
移
動
し
、
又
は
そ
の
命

じ
た
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
に
車
両
を
移
動
さ
せ
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
き
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
保
管
し
、
及
び

必
要
な
措
置
を
講
じ
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
知
し
、
必
要
な
措
置
を
講

じ
、
及
び
公
示
し
、
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
移
動
す
る
こ
と
。

(権
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
建
設
大
臣
の
権
限
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
建
設
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
行
わ
せ
る

指
定
区
間
内
の
国
道
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
j
五

(略
)

六
-
十
四

(略
)

十
五
･
十
六

(略
)

十
七

法
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
又
は
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基

き
負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
。

十
八

(略
)



十
九
j
二
十
一

(略
)

二
十
二

法
第
七
十
一
条
第
三
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
を
行
い
、
及
び
法
第
七
十
一
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)
に
規
定
す
る
処
分
を
し
、
若
し
く
は
措
置
を
命
じ
、
法
第
七
十
一
条
第

四
項
前
段
(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定

に
よ
り
必
要
な
措
置
を
自
ら
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し

た
者
に
行
わ
せ
、
又
は
法
第
七
十
一
条
第
五
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
道
路
監
理
員
を
命
じ
、
法
第
七
十
一

条
第
五
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
若
し
く

は
法
第
七
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法

第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。

二
十
三
j
三
十
一

(略
)

十
九
j
二
十
一

(略
)

二
十
二

法
第
七
十
一
条
第
三
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
を
行
い
、
及
び
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
処
分
を
し
、
若
し
く
は
措
置
を
命
じ
、
同
条
第
四
項
前
段

(法
第
九

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置

を
自
ら
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
、
又

は
同
条
第
五
項
(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の

規
定
に
よ
り
道
路
監
理
員
を
命
じ
、
同
項

(法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)若
し
く
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
行
わ
せ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。

二
十
三
!
三
十
一

(略
)

特集/道路法及び駐車場法の一部改正



道
路
法
施
行
規
則
及
び
開
発
道
路
に
関
す
る
占
用
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

0
道
路
法
施
行
規
則

(昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
)
(抄
)
(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

改

正

案

(有
料
の
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
に
関
す
る
標
識
)

第
三
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
三
の
標
識
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

駐
車
料
金
の
額

二

駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間

三

駐
車
料
金
の
徴
収
方
法

四

割
増
金
の
徴
収
に
関
す
る
注
意
事
項

五

そ
の
他
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
に
関
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

2

前
項
の
標
識
は
、
自
動
車
駐
車
場
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
や
す
い
場
所
に

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(道
路
台
帳
)

第
四
条
の
二

(略
)

2

(略
)

3

調
書
に
は
、
道
路
に
つ
き
、
少
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
様
式
は
別
記
様
式
第
四
と
す
る
。

一
ー
十

(略
)

十
一

有
料
の
道
路
の
区
間
、
延
長
及
び
そ
の
内
訳

(自
動
車
駐
車
場
に
あ
っ
て
は

位
置
、
規
模
及
び
構
造
)
並
び
に
料
金
徴
収
期
間

十
二
-
十
四

(略
)

4
i
6

(略
)

(保
管
違
法
放
置
物
件
の
一
覧
簿
の
様
式
)

第
四
条
の
六

令
第
十
九
条
の
六
第
二
項

(令
第
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
る
保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿
の
様
式
は
、
別
記
様
式

(道
路
台
帳
)

第
四
条
の
二

(略
)

2

(略
)

3

調
書
に
は
、
道
路
に
つ
き
、
少
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
と
す
る
。

一
j
十

(略
)

十
一

有
料
の
道
路
の
区
間
、
延
長
及
び
そ
の
内
訳
並
び
に
料
金
徴
収
期
間

十
二
j
十
四

(略
)

4
-
6

(略
)



第
五
の
二
と
す
る
。

(競
争
入
札
に
お
け
る
掲
示
事
項
等
)

第
四
条
の
七

令
第
十
九
条
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項

(令
第
十
九
条
の
十
一
に
お
い

て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
に
規
定
す
る
建
設
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
競
争
入
札
の
執
行
を
担
当
す
る
職
員
の
職
及
び
氏
名

二

当
該
競
争
入
札
の
執
行
の
日
時
及
び
場
所

三

契
約
条
項
の
概
要

四

そ
の
他
道
路
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

(違
法
放
置
物
件
の
返
還
に
係
る
受
領
書
の
様
式
)

第
四
条
の
八

令
第
十
九
条
の
十

(令
第
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)
の
規
定
に
よ
る
受
領
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
の
三
と
す
る
。

第
四
条
の
九

(略
)

特集/道路法及び駐車場法の一部改正

(車
両
の
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
公
示
)

第
四
条
の
十

令
第
十
九
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に

関
す
る
公
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
j
三

(略
)

第
四
条
の
十
二
j
第
四
条
の
十
五

(略
)

(保
管
車
両
一
覧
簿
の
様
式
)

第
五
条
の
二

令
第
三
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
車
両
一
覧
簿
の
様
式
は
、

別
記
様
式
第
七
の
三
と
す
る
。

(車
両
の
返
還
に
係
る
受
領
書
の
様
式
)

第
五
条
の
三

令
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
受
領
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
七

の
四
と
す
る
。

第
四
条
の
六

(略
)

(車
両
の
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
公
示
)

第
四
条
の
七

令
第
十
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に
関

す
る
公
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
ー
三

(略
)

第
四
条
の
八
j
第
四
条
の
十
二

(略
)



改

正

案

0
開
発
道
路
に
関
す
る
占
用
料
等
徴
収
規
則

(昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
九
号
)
(抄
)
(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)現

行

(趣
旨
)

第
一
条

道
路
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
九
条

第
一
項
、第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
八
十
八
条
第
二
項
並
び
に
道
路
法
施
行
令
(以

下
｢令
｣
と
い
う
。)
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発

道
路
に
関
し
、
建
設
大
臣
が
徴
収
す
る
駐
車
料
金
の
徴
収
、
占
用
料
等
の
額
並
び
に

法
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
及
び
延
滞
金
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、

他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(開
発
道
路
に
設
け
ら
れ
る
有
料
の
自
動
車
駐
車
場
の
名
称
等
の
告
示
)

第
二
条

建
設
大
臣
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
発
道
路
に

設
け
ら
れ
る
自
動
車
駐
車
場
に
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
駐
車
料
金
を
徴
収
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
駐
車
場
の
名
称
及
び
位
置
、
駐
車
料

金
の
額
、
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
並
び
に
駐
車
料
金
の
徴
収
開
始
の
日
を
告

示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

建
設
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
事
項
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
~
第
五
条

(略
)

第
二
条
ー
第
四
条

(略
)

(趣
旨
)

第
一
条

道
路
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
二

項
及
び
第
八
十
八
条
第
二
項
並
び
に
道
路
法
施
行
令

(以
下

｢令
｣
と
い
う
。)
第
三

十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
道
路
に
関
し
、
建
設
大
臣

が
徴
収
す
る
占
用
料
等
の
額
並
び
に
法
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料

及
び
延
滞
金
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



は
じ
め
に

自
動
車
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
の
整
備
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
道
路
の
構
造
の
保
全
と
安

全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る

｢道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
｣
が
、
第
一
二
〇
回
国
会
の
審
議
を
経
て

四
月
二
四
日
に
成
立
し
、
去
る
五
月
二
日
に
平
成
三

年
法
律
第
六
〇
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
続
い
て
、

道
路
法
施
行
令
及
び
駐
車
場
法
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令

(平
成
三
年
政
令
第
三
一
七
号
)
が
同

年
一
〇
月
四
日
に
、
路
外
駐
車
場
に
関
す
る
届
出
等

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(平
成
三

年
運
輸
省
･
建
設
省
令
第
二
号
)
が
同
年
一
〇
月
二

八
日
に
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
一
連
の

法
律
、
政
令
、
省
令
は
同
年
三

月
一
日
よ
り
施
行

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
施
行
に
あ
わ
せ
て

｢駐
車
場
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
し
(平
成
三
年
一

一
月
一
日
建
設
省
都
再
発
第
九
九
号
建
設
省
都
市
局

長
通
達
)、
｢標
準
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
｣
(平
成
三
年
三

月
一
日
建
設
省
都
再
発
第
一
〇

三
号
建
設
省
都
市
局
長
通
達
)
が
各
都
道
府
県
知
事

及
び
政
令
指
定
都
市
の
長
あ
て
に
送
付
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、｢道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
｣
の
う
ち
駐
車
場
法
の
一
部
改
正
部
分

に
つ
い
て
の
、
改
正
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
政
令
、

省
令
等
の
内
容
も
踏
ま
え
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

＼

特
集

道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
改
正

/

駐
車
場
法
の

都
諌
止

建
設
省
都
市
局
都
市
再
開
発
課
再
開
発
融
資
専
門
官

｣内
-出

雲
久
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一

改
正
の
背
景

｢道
路
法
の
一
部
改
正
｣
参
照

二

改
正
法
の
概
要

1

駐
車
場
法
の
主
要
な
改
正
点

①

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
の
明
確
化

(第
二
条
の
二
関
係
)

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
動
車
の
駐
車
の
た

め
の
施
設
の
需
要
に
応
じ
、
自
動
車
の
駐
車
の
た
め

の
施
設
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
整
備
の
推
進
が
図

め　

ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

わ

こ
と
。

行　

②

駐
車
場
整
備
地
区
の
対
象
区
域
の
拡
大

　

(第
三
条
関
係
)



駐
車
場
整
備
地
区
の
対
象
区
域
に
、
住
居
地
域
又

は
準
工
業
地
域

(特
別
用
途
地
区
で
政
令
で
定
め
る

も
の
の
区
域
内
に
限
る
。)及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
を

追
加
す
る
こ
と
o

③

駐
車
場
整
備
計
画
の
策
定

(第
四
条
･
第
四
条
の
二
関
係
)

i

駐
車
場
整
備
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
が
定

め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は
、
そ

の
駐
車
場
整
備
地
区
に
お
け
る
駐
車
場
整
備
計

画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

1と
o

は

駐
車
場
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
以
下
に
掲

げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

の

路
上
駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
の
整
備
に

関
す
る
基
本
方
針

⑬

路
上
駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
の
整
備
の

目
標
年
次
及
び
目
標
量

6

前
号
の
目
標
量
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

な
路
上
駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
の
整
備
に

関
す
る
施
策

@

地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
路
上
駐
車
場

で
駐
車
場
整
備
地
区
内
に
あ
る
路
外
駐
車
場

に
よ
っ
て
は
満
た
さ
れ
な
い
自
動
車
の
駐
車

需
要
に
応
ず
る
た
め
必
要
な
も
の
の
配
置
及

び
規
模
並
び
に
設
置
主
体

困

主
要
な
路
外
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
事

業
の
計
画
の
概
要

m

地
方
公
共
団
体
の
責
務
の
明
確
化

地
方
公
共
団
体
は
、
駐
車
場
整
備
計
画
の
達

成
の
た
め
、
路
上
駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
の

整
備
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

④

附
置
義
務
対
象
建
築
物
の
面
積
下
限
の
引
下
げ

(第
二
〇
条
関
係
)

i

駐
車
場
整
備
地
区
内
又
は
商
業
地
域
内
若
し

く
は
近
隣
商
業
地
域
内
に
お
い
て
附
置
義
務
を

課
す
る
こ
と
の
で
き
る
非
特
定
用
途
建
築
物
の

規
模
の
下
限
を

｢二
、
○
○
○
好
以
上
で
条
例

で
定
め
る
規
模
｣
と
す
る
こ
と
。

饉

前
項
の
地
域
以
外
の
一
定
の
都
市
計
画
区
域

内
に
お
い
て
、
附
置
義
務
を
課
す
る
こ
と
の
で

き
る
特
定
用
途
建
築
物
の
規
模
の
下
限
を

｢二
、

0
0
0
肝
以
上
で
条
例
で
定
め
る
規
模
｣
と
す

る
こ
と
o

2

地
方
税
法
の
主
要
な
改
正
点

駐
車
場
整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
主
要
な
路
外
駐

車
場
に
お
い
て
、
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税

の
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

駐
車
場
法
の
改
正
内
容

1

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
の
明
確
化

(駐

車
場
法
(以
下
こ
の
草
に
お
い
て
｢法
｣
と
い
う
。)

第
二
条
の
二
関
係
)

駐
車
対
策
、
な
か
で
も
、
駐
車
場
の
整
備
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
駐
車
需
要
の
発
生
原
因
者
と
し
て

の
民
間
セ
ク
タ
ー
の
責
任
が
大
き
い
と
さ
れ
、
国
や

地
方
公
共
団
体
が
行
う
対
策
も
必
ず
し
も
十
分
な
も

の
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
の
国
民
生
活
に
お
け
る
自

動
車
交
通
の
比
重
の
高
ま
り
、
民
間
に
よ
る
駐
車
場

経
営
の
環
境
悪
化
、
駐
車
問
題
の
深
刻
化
等
を
背
景

に
、
駐
車
場
整
備
に
係
る
公
共
セ
ク
タ
ー
の
役
割
へ

の
期
待
と
そ
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
き
て

お
り
、
駐
車
場
不
足
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
国
、

都
道
府
県
、
市
町
村
が
相
互
に
調
整
を
と
り
つ
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
長
期
的
な
観
点
か
ら
種
々
の
施

策
を
総
合
的
に
講
じ
、
駐
車
場
整
備
の
計
画
的
な
推

進
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
い

る
。今

回
の
改
正
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が

み
、
そ
の
必
要
性
を
各
々
が
認
識
し
、
国
、
都
道
府

県
、
市
町
村
が
一
丸
と
な
っ
て
駐
車
場
に
関
す
る
施

策
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
本
条
を
設
け
、
駐
車
場
の

総
合
的
か
つ
計
画
的
な
整
備
の
推
進
に
係
る
一
定
の



責
務
を
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
課
し
た
も
の
で
あ

く
ふ
く
そ
う
す
る
こ
と
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
地

る
。

区
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
条
は
、
精
神
規
定
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

行
政
的
な
責
任
を
国
民
に
対
し
て
明
確
に
示
す
こ
と

に
よ
り
、
駐
車
場
対
策
に
取
り
組
む
国
及
び
地
方
公

共
団
体
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

2

駐
車
場
整
備
地
区
の
対
象
区
域
の
拡
大

(法
第

三
条
第
一
項
関
係
)

駐
車
場
整
備
地
区
と
は
、
都
市
計
画
に
定
め
る
地

域
地
区
の
一
つ
で
あ
り
、
当
該
地
区
に
お
い
て
は
、

都
市
計
画
駐
車
場
や
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
路

上
駐
車
場
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
附
置

義
務
条
例
に
よ
り
建
築
物
に
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ

る
附
置
義
務
駐
車
施
設
等
の
総
合
的
な
整
備
が
推
進

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
当
該
地
区
に
つ
い
て
は
、
今
回

の
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
駐
車
場
整
備
の
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
と
し
て
の
駐
車
場
整
備
計
画
(後
述
3
参
照
)

の
策
定
が
市
町
村
に
義
務
付
け
ら
れ
、
総
合
的
か
つ

計
画
的
な
駐
車
場
整
備
が
従
来
に
も
増
し
て
強
力
に

推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
駐
車
場
整
備
地
区
の
対
象
区
域
に
つ

い
て
は
、
従
来
、
駐
車
需
要
を
発
生
さ
せ
る
程
度
の

高
い
商
業
･
業
務
系
の
用
途
が
集
積
し
て
い
る
地
区

と
し
て
都
市
計
画
上
の
位
置
付
け
が
あ
る
商
業
地
域
、

近
隣
商
業
地
域
を
核
と
し
て
、
自
動
車
交
通
が
著
し

し
か
し
な
か
ら
、
今
日
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
商

業
系
地
域
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
用
途
混
在
地
域

で
あ
る
住
居
地
域
･
準
工
業
地
域
に
お
い
て
も
、
相

当
程
度
商
業
･
業
務
系
の
用
途
の
建
築
物
が
立
地
し

て
き
て
お
り
、
ま
た
商
業
系
の
地
域
と
同
程
度
又
は

そ
れ
以
上
に
自
動
車
交
通
の
ふ
く
そ
う
が
著
し
い
地

域
が
増
え
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
住
居
地
域
、
準

工
業
地
域
内
の
一
定
の
地
区
に
あ
っ
て
は
、
従
来
の

駐
車
場
整
備
地
区
の
対
象
地
域
で
あ
る
商
業
地
域
･

近
隣
商
業
地
域
と
同
様
に
駐
車
場
の
整
備
を
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
今
回
改
正
で
は
、
駐
車
場
整
備
地
区
の

対
象
区
域
に
一
定
の
住
居
地
域
又
は
準
工
業
地
域
及

び
そ
の
周
辺
の
地
域
を
追
加
し
、
こ
れ
ら
の
地
域
に

つ
い
て
も
路
外
駐
車
場
及
び
路
上
駐
車
場
等
の
整
備

の
推
進
と
あ
わ
せ
て
、
建
築
物
の
建
築
者
に
駐
車
施

設
の
附
置
義
務
を
課
す
る
等
総
合
的
な
駐
車
場
対
策

を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
駐
車
場
整
備
地
区
の
核
と
な
る
区
域
は
、

従
来
、
駐
車
需
要
を
発
生
さ
せ
る
程
度
の
高
い
商

業
･
業
務
系
の
用
途
が
集
積
す
る
商
業
系
の
用
途
地

域
に
限
定
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
回
の
改
正

に
お
い
て
も
、
住
居
地
域
及
び
準
工
業
地
域
内
の
う

ち
、
商
業
･
業
務
系
の
用
途
の
集
積
の
保
護
･
育
成

を
図
る
べ
き
地
区
と
し
て
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て

い
る
一
定
の
特
別
用
途
地
区
の
区
域
内
に
限
っ
て
、

駐
車
場
整
備
地
区
の
核
と
な
る
区
域
に
追
加
す
る
こ

と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

※
住
居
地
域
･
準
工
業
地
域
内
に
お
い
て
駐
車
場

整
備
地
区
の
対
象
地
域
と
な
る
特
別
用
途
地
区

(駐
車
場
法
施
行
令

(以
下
こ
の
章
に
お
い
て

｢令
｣
と
い
う
。)
第
一
条
関
係
)

駐
車
場
整
備
地
区
は
、
一
定
の
用
途
地
域
を
基

本
的
要
件
と
す
る
地
域
地
区
で
あ
る
が
、
具
体
の

地
区
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
計
画
権
者
が
、

｢自
動
車
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
す
る
地
区
で
、

道
路
の
効
用
を
保
持
し
、
円
滑
な
道
路
交
通
を
確

保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
｣
と
い

う
判
断
基
準
に
よ
っ
て
、
駐
車
需
要
を
勘
案
し
、

路
上
駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
の
整
備
と
大
規
模

建
築
物
に
対
す
る
駐
車
施
設
の
附
置
を
総
合
的
に

行
う
た
め
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
上
述

し
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
に
基
づ
き
、

住
居
地
域
･
準
工
業
地
域
内
に
お
い
て
指
定
さ
れ

た
特
別
用
途
地
区
の
う
ち
、
商
業
･
業
務
系
の
地

区
で
あ
る
と
い
う
都
市
計
画
上
の
位
置
付
け
の
あ

る
地
区
と
し
て
、
以
下
に
掲
げ
る
四
地
区
を
駐
車

場
整
備
地
区
の
核
と
な
る
区
域
に
指
定
す
る
も
の

で
あ
る
。

特集/道路法及び駐車場法の一部改正



①

小
売
店
舗
地
区

店
舗
の
利
便
及
び
住
居
の
安
寧
を
害
さ
な
い
た

め
に
指
定
す
る
地
区
で
あ
り
、
小
売
店
舗
の
集
中

立
地
が
図
ら
れ
る
地
区
。

②

事
務
所
地
区

オ
フ
ィ
ス
街
の
生
成
を
目
的
と
し
て
指
定
す
る

地
区
で
あ
り
、
官
公
庁
や
事
務
所
の
集
中
立
地
が

図
ら
れ
る
地
区
。

③

娯
楽
･
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
地
区

主
と
し
て
市
街
地
に
お
け
る
都
市
的
歓
楽
施
設

が
集
積
す
る
地
区
及
び
遊
園
地
、
海
浜
公
園
等
の

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
集
積
に
対
処
す
る
た

め
に
指
定
す
る
地
区
。

④

特
別
業
務
地
区

卸
売
市
場
、
卸
売
店
舗
等
流
通
関
連
施
設
及
び

自
動
車
修
理
工
場
等
の
公
益
サ
ー
ビ
ス
施
設
を
交

通
至
便
な
地
区
に
集
中
立
地
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
ら
の
施
設
の
利
便
の
増
進
等
を
図
る
地
区
に

つ
い
て
指
定
す
る
地
区
、
ま
た
は
、
流
通
業
務
施

設
や
サ
ー
ビ
ス
施
設
の
利
便
の
増
進
を
特
に
図
る

必
要
の
あ
る
地
区
に
つ
い
て
指
定
す
る
地
区
。

3

駐
車
場
整
備
計
画
の
策
定

①

駐
車
場
整
備
計
画
の
策
定
の
義
務
付
け

(法
第
四
条
第
一
項
関
係
)

従
来
、
駐
車
場
整
備
地
区
に
お
い
て
は
、
市
町
村

が
そ
の
地
区
内
に
あ
る
路
外
駐
車
場
に
よ
っ
て
は
満

現
況
や
駐
車
場
整
備
の
状
況
を
踏
ま
え
た
、
市

た
さ
れ
な
い
自
動
車
の
駐
車
需
要
に
応
ず
る
た
め
に

町
村
の
駐
車
場
対

に
臨
む

勺
な

′を

必
要
な
路
上
駐
車
場
の
配
置
及
び
規
模
に
関
す
る
計

画

(路
上
駐
車
場
設
置
計
画
)
を
定
め
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
日
の
著

し
い
駐
車
場
不
足
の
状
況
の
下
で
は
、
路
上
駐
車
場

の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
路
外
駐
車
場
も
含
め
た
駐
車

場
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
整
備
の
推
進
を
図
る
こ

と
が
強
く
要
請
さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
は
、
都
市
計

画
上
駐
車
場
整
備
の
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
地
区

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
駐
車
場
整
備
地
区
に

お
い
て
は
、
当
該
地
区
の
駐
車
場
の
整
備
に
つ
い
て

重
要
な
責
務
を
有
す
る
市
町
村
に
、
当
該
地
区
の
路

上
駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
双
方
に
係
る
総
合
的
な

駐
車
場
整
備
に
関
す
る
マ
ス
タ
J
プ
ラ
ン
の
策
定
を

義
務
付
け
、
そ
の
計
画
的
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

②

駐
車
場
整
備
計
画
に
定
め
る
事
項

(法
第
四
条
第
二
項
関
係
)

駐
車
場
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る

事
項
の
う
ち
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

･1

路
上
駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
の
整
備
に
関

す
る
基
本
方
針

駐
車
場
整
備
地
区
内
に
お
け
る
駐
車
問
題
の

町
村
の
駐
車
場
対
策
に
臨
む
基
本
的
な
方
針
を

定
め
る
も
の
で
あ
る
。

穏

路
上
駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
の
整
備
の
目

標
年
次
及
び
目
標
量

目
標
年
次
は
、
都
市
に
お
い
て
駐
車
場
対
策

を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
当
面
の
目
標
と
す
る

年
次
で
あ
り
、
当
該
都
市
の
実
情
に
応
じ
て
設

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
お
お
む
ね
五
j
一

〇
年
後
程
度
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

目
標
量
に
つ
い
て
は
、
当
該
駐
車
場
整
備
計

画
に
お
け
る
整
備
目
標
台
数
を
路
上
駐
車
場
と

路
外
駐
車
場
ご
と
に
設
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

m

目
標
量
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
路
上
駐

車
場
及
び
路
外
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
施

策駐
車
場
整
備
地
区
内
に
お
け
る
駐
車
場
の
供

給
方
針
と
、
そ
れ
に
対
す
る
公
共
と
民
間
の
整

備
の
分
担
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
整
備
を
推
進
す
る

た
め
の
施
策

(附
置
義
務
条
例
の
制
定
等
の
方

針
、
民
間
駐
車
場
の
整
備
促
進
の
た
め
の
措
置

方
針
、
公
共
セ
ク
タ
ー
が
整
備
す
べ
き
駐
車
場

の
方
針
、
駐
車
場
案
内
シ
ス
テ
ム
等
の
駐
車
場

有
効
利
用
施
策
の
方
針
等
)
等
に
つ
い
て
定
め

る
も
の
で
あ
る
。

的

地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
路
上
駐
車
場
で



駐
車
場
整
備
地
区
内
に
あ
る
路
外
駐
車
場
に

よ
っ
て
は
満
た
さ
れ
な
い
自
動
車
の
駐
車
需

要
に
応
ず
る
た
め
必
要
な
も
の
の
配
置
及
び

規
模
並
び
に
設
置
主
体

従
前
の
路
上
駐
車
場
設
置
計
画
に
相
当
す
る

も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
定
め
ら
れ
た
路
上
駐
車

場
は
、
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団

体
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
路
上

駐
車
場
の
配
置
及
び
規
模
は
従
前
の
路
上
駐
車

場
設
置
計
画
の
基
準
と
同
様
の
基
準
に
従
っ
て

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
路
上
駐
車
場
の
配
置
及
び
規
模
の
基
準

(令
第
二
条
関
係
)

従
来
路
上
駐
車
場
の
配
置
及
び
規
模
に
係

る
路
上
駐
車
場
設
置
計
画
は
政
令
で
定
め
る

基
準
に
従
っ
て
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
駐
車

場
法
施
行
令
に
お
い
て
、
路
上
駐
車
場
設
置

計
画
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
今
回
の
法
改
正
に
よ
っ
て
も
、
路
上

駐
車
場
は
、
従
来
と
同
様
に
抑
制
的
に
設
置

し
て
い
く
施
設
と
し
て
の
法
律
上
の
性
格
が

変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
設
置
に
よ
り
、

道
路
交
通
上
支
障
が
生
じ
な
い
こ
と
等
を
担

保
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
今
回
の
政

令
改
正
で
は
、
従
来
の
路
上
駐
車
場
設
置
計

画
の
基
準
と
同
様
の
基
準
を
設
け
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

v

主
要
な
路
外
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
事
業

の
計
画
の
概
要

｢主
要
な
路
外
駐
車
場
｣
で
あ
る
か
否
か
は
、

当
該
地
区
の
駐
車
場
問
題
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、

市
町
村
が
駐
車
場
の
規
模
、
位
置
等
に
関
し

個
々
に
設
定
す
る
判
断
基
準
の
も
と
に
位
置
付

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の

｢主
要
な
路
外
駐
車
場
｣
に
つ
い
て
は
、

駐
車
場
整
備
計
画
に
お
い
て
、
そ
の
位
置
や
規

模
、
事
業
主
体
等
の

｢計
画
の
概
要
｣
を
定
め
、

そ
の
整
備
の
促
進
を
図
る
こ
と
と
な
る
が
、
税

制
面
に
お
い
て
も
四
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ

れ
ら
の
路
外
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
取

得
税
及
び
固
定
資
産
税
の
軽
減
措
置
が
講
じ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

③

駐
車
場
整
備
連
絡
協
議
会
の
設
置

駐
車
場
整
備
計
画
の
策
定
そ
の
他
駐
車
場
整
備
地

区
に
お
け
る
駐
車
場
の
計
画
的
な
整
備
の
推
進
の
た

め
に
必
要
な
連
絡
及
び
協
議
を
行
う
た
め
、
都
道
府

県
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
、
市
町
村
及
び
道
路
管

理
者
を
構
成
員
と
す
る
駐
車
場
整
備
連
絡
協
議
会
を

設
置
し
、
必
要
に
応
じ
て
学
識
経
験
者
等
も
交
え
な

が
ら
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
駐
車
場
の
整
備
推
進

を
図
っ
て
い
く
よ
う
指
導
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

④

地
方
公
共
団
体
の
責
務
(法
第
四
条
の
二
関
係
)

本
条
は
、
駐
車
場
整
備
計
画
を
計
画
倒
れ
に
終
わ

ら
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
確
実
な
実
施
を
地

方
公
共
団
体
の
責
務
と
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、

当
該
責
務
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
路
外
駐
車
場
の
都

市
計
画
の
決
定
、
路
上
駐
車
場
ま
た
は
路
外
駐
車
場

の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
実
施
、
路
外
駐
車
場
の
整

備
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
助
言
･
指
導

等
の
援
助
等
が
考
え
ら
れ
る
。

4

附
置
義
務
対
象
建
築
物
の
面
積
下
限
の
引
下
げ

(法
第
二
〇
条
関
係
)

駐
車
施
設
の
附
置
義
務
制
度
は
、
駐
車
需
要
を
発

生
さ
せ
る
建
築
物
の
建
築
者
に
対
し
、
条
例
に
よ
り

建
築
物
の
規
模
に
応
じ
た
一
定
の
駐
車
施
設
を
建
築

物
又
は
そ
の
敷
地
内
に
設
置
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

る
も
の
で
あ
る
。

今
日
に
お
い
て
は
、
現
行
の
附
置
義
務
制
度
が
形

づ
く
ら
れ
た
昭
和
三
七
年
当
時
と
比
べ
て
、
著
し
く

自
動
車
交
通
が
ふ
く
そ
う
し
、
駐
車
場
不
足
が
深
刻

化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
一
層
附
置
義
務
制
度

を
活
用
し
、
都
市
に
お
け
る
駐
車
需
要
を
建
築
物
の

敷
地
内
に
お
い
て
適
正
に
吸
収
す
る
必
要
が
生
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
今
回
の
改
正
で
は
、

①

駐
車
場
整
備
地
区
内
ま
た
は
商
業
地
域
内
若
し

く
は
近
隣
商
業
地
域
内
に
お
い
て
附
置
義
務
を
課

特集/



す
る
こ
と
の
で
き
る
非
特
定
用
途
建
築
物
の
条
例

で
定
め
る
規
模
の
下
限
を
従
来
の
三
、
0
0
0
評

以
上
か
ら
二
、
0
0
0
評
以
上
に
、

②

①
の
地
域
以
外
の
一
定
の
都
市
計
画
区
域
内
に

お
い
て
、
附
置
義
務
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
る
特

定
用
途
建
築
物
の
条
例
で
定
め
る
規
模
の
下
限
に

つ
い
て
も
、
従
来
の
三
、
0
0
0
鰹
以
上
か
ら
二
、

○
○
○
鰐
以
上
に
、

そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
、
附
置
義
務
対
象
建
築
物
の
範

囲
の
適
正
化
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
今
回
の
改
正
で
は
、
附
置
義
務
の
対
象
地

域
と
な
る
駐
車
場
整
備
地
区
の
対
象
範
囲
に
、
一
定

の
住
居
地
域
ま
た
は
準
工
業
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の

地
域
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
か
か
る
面
か

ら
も
附
置
義
務
対
象
建
築
物
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
駐
車
場
の
整
備
の
促
進

を
図
る
べ
き
都
市
に
対
し
て
は
、
｢標
準
駐
車
場
条

例
｣
に
示
し
た
ひ
な
型
を
参
考
と
し
て
、
附
置
義
務

条
例
の
制
定
、
見
直
し
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
指
導
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

5

そ
の
他

①

路
上
駐
車
場
の
逐
次
廃
止
規
定
の
廃
止

(法
第
五
条
関
係
)

地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
路
上
駐
車
場
こ
っ
ハ

て
は
、
従
来
例
外
的
か
つ
暫
定
的
な
も
の
と
し
て
捉

え
て
き
た
が
、
今
回
の
道
路
法
の
改
正
に
よ
り
、
路

上
の
自
動
車
駐
車
場
が
道
路
本
来
の
機
能
を
発
揮
す

る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
、
道
路
管
理
者
が
路
上
の

自
動
車
駐
車
場
を
設
置
し
料
金
を
徴
収
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
駐
車
場
法
の
路
上
駐
車

場
に
お
い
て
も
、
道
路
無
料
原
則
の
例
外
的
施
設
と

し
て
位
置
付
け
る
必
要
は
な
く
、
暫
定
措
置
と
し
て

の
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
、
駐
車
場
整
備
地
区
は
、
特
に
駐
車
場
の

整
備
を
推
進
す
べ
き
地
区
と
し
て
の
都
市
計
画
上
の

位
置
付
け
が
あ
る
地
域
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
は

当
該
地
区
に
お
い
て
、
駐
車
場
の
整
備
を
推
進
す
る

こ
と
に
つ
い
て
第

一
義
的
な
責
任
を
負

っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
道
路
管
理
者
に
加
え
て
、
都
市
計
画
的
観

点
か
ら
路
上
駐
車
場
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る

場
合
に
は
、
当
該
路
上
駐
車
場
を
設
置
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
。

②

路
上
駐
車
場
に
係
る
深
夜
等
の
料
金
不
徴
収
規

定
の
廃
止

(法
第
六
条
関
係
)

路
上
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
駐
車
場
法
第
六
条
第

一
項
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
料
金

を
徴
収
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
、
同

項
た
だ
し
書
に
お
い
て

｢深
夜
そ
の
他
の
自
動
車
交

通
の
少
な
い
時
間
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
時
間

へ舟
ベ
ロ
こ
も上
曇
り
′F
山川
豪
華
寸ヤ
ア
う
F
二川
-七
寺
マや
一員
~ヨ
ン

内
に
お
い
て
駐
車
す
る
場
合
｣
に
お
い
て
は
料
金
を

徴
収
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
深

夜
等
に
お
い
て
は
自
動
車
交
通
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、

路
上
駐
車
場
を
有
料
と
し
て
駐
車
の
回
転
率
を
向
上

さ
せ
、
も
っ
て
道
路
交
通
の
円
滑
化
を
図
る
必
要
性

が
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
深
夜
等

に
お
け
る
交
通
状
況
は
、
地
域
に
よ
り
著
し
く
異
な

り
、
今
日
に
お
い
て
は
、
大
都
市
の
都
心
部
を
中
心

に
、
深
夜
等
に
お
い
て
も
料
金
を
徴
収
し
、
駐
車
の

回
転
率
を
高
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
場
合
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
、
法
律
･
政
令
上
、
全
国
一
律
に
深
夜

等
に
お
い
て
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
は
、
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
な

っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て

は
、
深
夜
等
の
料
金
不
徴
収
規
定
を
廃
止
し
、
今
後
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
対
応
を
可
能
と
す
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

③

罰
金
額
の
引
上
げ

(法
第
二
一
条
、
第
二
二
条

及
び
第
二
三
条
関
係
)

罰
則
規
定
に
お
け
る
罰
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
昭

和
三
二
年
の
制
定
時
よ
り
一
度
も
改
定
が
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
そ
の
後
の
物
価
水
準
の
上
昇
に
よ
り
、
現

在
に
お
い
て
は
適
当
な
水
準
と
は
い
え
な
い
状
況
に

あ
り
、
ま
た
、
他
の
法
律
に
お
け
る
類
似
の
罰
金
制

度
と
の
間
で
均
衡
を
欠
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と

李
攣
っ
、
商
き
上
今
を
損

＼捻
出
刈
る
一九
立
ロ
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守
う

り
門
司
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げ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

場
の
家
屋

(固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
家
屋
及
び

べ
床
面
積
の
老
以
上
で
あ
る
も
の
、
に
つ
い
て
、
そ

四

地
方
税
法
の
改
正
内
容

平
成
三
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
民
間
に
よ

る
駐
車
場
の
整
備
の
一
層
の
促
進
と
そ
の
経
営
の
円

滑
化
を
図
る
た
め
、
税
制
上
の
特
例
措
置
の
大
幅
な

拡
充
を
行
っ
た
。
本
法
律
で
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、

道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
改
正
と
あ
わ
せ
、
附
則
で

地
方
税
法
を
一
部
改
正
し
、
一
定
の
届
出
駐
車
場
(駐

車
部
分
の
面
積
が
五
〇
〇
話
以
上
の
一
般
公
共
用
有

料
駐
車
場
)
に
つ
い
て
も
、
不
動
産
取
得
税
及
び
固

定
資
産
税
の
課
税
の
特
例
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

従
来
、
不
動
産
取
得
税
･
固
定
資
産
税
･
事
業
所

税
に
つ
い
て
は
、
民
間
に
よ
る
駐
車
場
整
備
の
促
進

を
図
る
た
め
の
軽
減
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
不
動
産
取
得
税
･
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
は
、
そ
の
対
象
が
地
下
式
の
都
市
計
画
駐
車
場

に
限
ら
れ
て
い
た
う
え
、
そ
の
軽
減
の
割
合
も
五
分

の
一
な
い
し
六
分
の
一
と
低
い
た
め
、
そ
の
効
果
も

あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
地
方
税
法
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
本

法
律
に
先
立
ち
平
成
三
年
三
月
三
〇
日
に
公
布
、
同

年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
一
部
改
正
法
に
よ
り
、

か
か
る
都
市
計
画
駐
車
場
に
係
る
特
例
措
置
が
大
幅

に
拡
充
さ
れ
、
地
下
式
･
立
体
式
の
都
市
計
画
駐
車

償
却
資
産
)
に
つ
い
て
、
地
下
に
設
け
ら
れ
る
部
分

は
老
に
、
地
上
に
設
け
ら
れ
る
部
分
は
%
に
、
そ
れ

ぞ
れ
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
を
軽
減
す
る

特
例
措
置

(固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
当
初
五
年

度
に
限
る
。
)
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

今
回
の
改
正
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
駐
車
場
整
備

計
画

(三
3
参
照
)
に
お
い
て

｢主
要
な
路
外
駐
車

場
｣
に
位
置
付
け
ら
れ
た
地
下
式
･
立
体
式
の
届
出

駐
車
場
の
家
屋

(固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
家
屋

及
び
償
却
資
産
)
に
つ
い
て
も
、
地
下
に
設
け
ら
れ

る
部
分
は
%
に
、
地
上
に
設
け
ら
れ
る
部
分
は
%
に
、

そ
れ
ぞ
れ
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
を
軽
減

す
る
特
例
措
置

(固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
当
初

五
年
度
に
限
る
)
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
(地
方
税
法
附
則
第
三

条
第
七
項
、
第
一
五
条

第
一
○
項
)

な
お
、
こ
の
他
、
平
成
三
年
三
月
三
〇
日
に
公
布
、

同
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
租
税
特
別
措
置
法
の

一
部
改
正
法
に
よ
り
、
地
下
式
･
立
体
式
駐
車
場
に

係
る
所
得
税
及
び
法
人
税
に
つ
い
て
割
増
償
却
制
度

が
創
設
さ
れ
、
の
地
下
式
･
立
体
式
の
都
市
計
画
駐

車
場
、
②
商
業
地
域
、
近
隣
商
業
地
域
又
は
駐
車
場

整
備
地
区
内
の
地
下
式
･
立
体
式
の
届
出
駐
車
場
で
、

駐
車
場
の
用
に
供
す
る
部
分
の
面
積
が
二
、
0
○
○

評
以
上
又
は
駐
車
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
物
の
延

の
建
物
及
び
附
属
設
備
に
関
し
、
当
初
五
年
間
一
八

%
の
割
増
償
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
(租
税
特
別
措
置
法
第

一
四
条
第
二
項
、
第
三

項
、
第
四
七
条
第
二
項
、
第
三
項
)

五

そ
の
他

路
外
駐
車
場
に
関
す
る
届
出
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
改
正

(路
外
駐
車
場
に
関
す
る
届
出
等
に
関
す

る
省
令
別
記
様
式
関
係
)
(図
1
参
照
)

ー

｢駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
の
面
積
｣
に
係
る
改

正路
外
駐
車
場
は
公
共
性
が
強
く
、
中
で
も
大
規
模

な
も
の
に
関
し
て
は
、
一
般
公
共
の
用
に
供
す
る
程

度
が
高
く
な
る
の
で
、
そ
の
構
造
･
設
備
の
基
準
を

定
め
、
駐
車
場
管
理
者
の
自
動
車
保
管
責
任
を
加
重

す
る
こ
と
に
よ
り
、
駐
車
場
利
用
者
の
安
全
と
利
便

を
図
る
と
と
も
に
、
料
金
に
つ
い
て
も
一
定
の
基
準

を
設
け
、
駐
車
場
利
用
者
の
保
護
を
図
る
必
要
が
あ

る
と
の
観
点
か
ら
、
駐
車
場
法
で
は
、
都
市
計
画
区

域
内
の
有
料
の
五
〇
〇
好
以
上
の
路
外
駐
車
場
に
限

っ
て
届
出
に
係
ら
し
め
、
所
要
の
監
督
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
時
間
貸
し
駐
車
と
月
ぎ
め
駐
車
の
双

方
を
取
り
扱
う
駐
車
場
に
つ
い
て
、
従
来
、
そ
れ
ぞ

特集/ 道路法及び駐車場法の一部改正



図 1

れ
の
部
分
が
構
造
上
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
な
い
と

き
は
、
月
ぎ
め
駐
車
に
供
す
る
部
分
を
含
め
て
駐
車

の
用
に
供
す
る
部
分
全
体
の
面
積
が
五
〇
〇
話
以
上

で
あ
る
な
ら
ば
、
届
出
を
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
運

用
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
市
町
村
が
、
地
域
の
実
態

必 当
要 た
　　 　
あ て
る は

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
専
ら
一
般
公
共
の
用
に
供

す
る
も
の
で
は
な
い
月
ぎ
め
駐
車
場
部
分
は
、
路
外

駐
車
場
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
面
積
の
算
定
に

さ 月
ぎ
め
駐
車
に
供
す
る
部
分
を
除
く

別記様式 (第1条関係) (用紙B 5 )
路外駐車場設置 (変更)届出書

平成 年 月 日
殿 駐車場管理者の氏名又は名称及び住所

駐車場法第12条の規定により、次のように届け出ます。
◎

平成 年 月 日
殿 駐車場管理者の氏名又は名称及び住所

駐車場法第12条の規定により、次のように届け出ます。
◎

1駐 車 場 の 名 称

2駐 車 場 の 位 置

撮
イ 駐車場の区域の面積 . 平方メートル
口 駐車場の用に供する部分

の面積(A 4‐B + C十-D ) 平方メートル
a 建築物である部分 駐車の用に供する

部分の面積 (A )
一般公共の用に
供する部分

平方メートル
(駐車台数 台)

それ以外の部分 平方メートル
(駐車台数 台)

車路等の面積(B ) 平方メートル
b 建築物でな礒部分 駐車の用に供する

部分の面積(C )
一般公共の用に
供する部分

平方メートル
(駐車台数 台)

,それ以外の部分 平方メートル
(駐車台数 台)

車路等の面積(D ) 平方メートル
駐車の用に供する部分の面積の合計 (A + C ) 一般公共の用に

供する部分
平方メートル
(駐車台数 台)

それ以外の部分 平方メートル
(駐車台数 台)

籍
イ 建築物である部分

ロ 建築物でない部分

5
設
備

イ
特
殊
の
装
置

a 特殊の装置の有無

b 特殊の装置に係る駐車
場法施行令第15条の規定
による建設大臣の認定の
概要

認定の番号 ←

特殊の装置の
名称等

ロ それ以外の設備

6 附帯業務のための施設

7 従業員概数

8 供用開始 (予定)日

備 考
一 路外駐車場変更届出書にあっては、 変更しようとする事項を朱記すること。
二 3 のロ欄の r駐車場の用に供する部分の面積J 欄においては、 駐車の用に供する部分、 車路、 料

金徴収施設、 操車場所、 乗降場その他の駐車のため必要な施設の総面積について記載すること。
三 3 のロの a欄及び b欄の ｢駐車の用に供する部分の面積J 欄の ｢それ以外の部分J 欄においては

月ぎめ契約等により特定の顧客の駐車の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の
面積を記載すること。

四 3 のロの a欄及び b欄の r車路等の面積J 欄においては、 駐車場の用に供する部分のうち、 駐車
の用に供する部分を除いた部分の面積を記載すること。

五 4 のイ欄においては、 建築物の階数、 建築面積、 構造上の積別 (木造、 耐火構造等の別) 及び避
難階段の数を記載すること。 なお、 大建築物の一部にある路外駐車場にあっては、 その旨を記載す
ること。

六 4 のロ欄においては、 車略及び駐車の用に供する部分のみについて記載すること。
七 5 のイの a欄においては、 特殊の装置を用いるか否かに応じて、

r有J 又は ｢無J のいずれかを
記載すること。

八 5 のイのも欄の 隠忍定の番号』 欄においては、用いる特殊の装置に係る駐車場法施行令第15条の
規定による建設大臣の認定の番号を記載すること。

九 5のイの b欄の r特殊の装置の名称等J 欄においては、 用いる特殊の装置の名称 (商品名)、 製
造者名を記載すること。

十 5 のロ欄においては、 特殊の装置以外の換気装置、 照明装置、 警報装置その他の設備の概要を記
載すること。

十一 6欄においては、 路外駐車場の業務に附帯して行う業務のための施設の概要を記載すること。

を
的
確
か
つ
タ
イ
ム
リ
ー
に
反
映
し
た
計
画
を
策
定

し
駐
車
場
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
に
は
、
厳
密
な

意
味
で
一
般
公
共
の
用
に
供
さ
れ
る
路
外
駐
車
場
の

整
備
量
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
個
々
の
駐

車
場
に
今
回
創
設
さ
れ
た
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定



資
産
税
を
軽
減
す
る
特
例
措
置
を
適
用
す
る
必
要
性

(当
該
特
例
措
置
は
一
般
公
共
用
の
部
分
の
み
に
適

用
さ
れ
る
)
か
ら
い
っ
て
も
、
｢
駐
車
の
用
に
供
す
る

部
分
の
面
積
｣
に
占
め
る
一
般
公
共
用
の
時
間
貸
し

部
分
の
面
積
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
。
そ
こ
で
今
回
の
改
正
法
と
併
せ
、
届
出

書
に
お
い
て

｢駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
の
面
積
｣

を
一
般
公
共
用
の
部
分

(時
間
貸
し
部
分
)
と
そ
れ

以
外
の
部
分
に
峻
別
し
て
記
載
さ
せ
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

2

｢駐
車
場
の
用
に
供
す
る
部
分
の
面
積
｣
の
追
加

従
来
の
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
駐
車
場
法
制
定
当

時
に
お
け
る
路
外
駐
車
場
の
一
般
形
態
で
あ
っ
た
平

面
式
の
路
外
駐
車
場
を
前
提
に
し
て
、
当
該
路
外
駐

車
場
全
体
の
面
積
の
規
模
を
把
握
す
る
と
い
う
趣
旨

で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
技
術
革

新
等
の
結
果
と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
は
、
建
築
物

で
あ
る
よ
う
な
立
体
式
の
路
外
駐
車
場
が
広
く
普
及

し
て
い
る
実
態
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
駐
車
場
に
あ

っ
て
は
、
土
地
の
面
積
に
よ
っ
て
は
当
該
路
外
駐
車

場
全
体
の
面
積
の
規
模
を
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
能

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
今
回
の
法
改
正
と
軌
を

一
に
し
て
創
設
さ
れ
た
地
下
式
･
立
体
式
駐
車
場
に

係
る
所
得
税
及
び
法
人
税
に
つ
い
て
の
割
増
償
却
制

度
に
関
し
て
、
適
用
対
象
と
な
る
駐
車
場
を
把
握
す

る
便
宜
上
か
ら
し
て
も
、
地
下
式
･
立
体
式
駐
車
場

の

｢駐
車
場
の
用
に
供
す
る
部
分
の
面
積
｣
(車
路
、

料
金
徴
収
施
設
、
操
車
場
所
、
乗
降
場
そ
の
他
の
駐

車
の
た
め
必
要
な
施
設
を
含
む
。)
の
把
握
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
の
改
正
法
の
施
行
と
併

せ
、
届
出
書
に
お
い
て

｢駐
車
場
の
用
に
供
す
る
部

分
の
面
積
｣
を
記
載
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

3

｢駐
車
装
置
の
大
臣
認
定
番
号
｣
等
の
追
加

大
規
模
な
路
外
駐
車
場
の
構
造
及
び
設
備
は
、
建

築
基
準
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
駐

車
場
法
第
一
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
構
造
･
設
備
の

技
術
的
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

て
い
る
。

し
か
し
、
同
基
準
に
お
い
て
は
、
平
面
式
等
の
自

走
式
で
あ
る
駐
車
場
を
予
想
し
て
定
め
た
た
め
、
そ

の
後
の
技
術
革
新
等
に
よ
る
従
来
で
は
予
想
さ
れ
え

な
い
特
殊
の
機
械
式
駐
車
装
置
の
出
現
に
備
え
る
必

要
か
ら
、
当
該
装
置
に
つ
い
て
は
同
基
準
に
よ
る
構

造
ま
た
は
設
備
と
同
等
以
上
の
効
力
が
あ
る
と
建
設

大
臣
が
認
定
し
た
場
合
に
は
、
同
基
準
に
よ
ら
な
い

で
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
大
臣
認
定
制
度
に
よ
り
、

平
成
二
年
度
末
累
計
で
五
○
○
件
の
駐
車
装
置
が
大

臣
認
定
さ
れ
、
現
在
で
は
機
械
式
駐
車
場
が
広
範
に

普
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
反
面
で
、
近
年
、

機
械
式
駐
車
場
に
係
る
事
故
が
少
な
か
ら
ず
発
生
し

て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
、
機
械
式
駐
車
場
の
事
故
防
止
に
つ
い
て

は
、
駐
車
場
管
理
人
の
教
育
徹
底
、
利
用
者
に
対
す

る
注
意
喚
起
等
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
併
せ
て
、
届

出
駐
車
場
に
お
い
て
大
臣
認
定
機
種
を
用
い
て
い
る

こ
と
の
確
認
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

届
出
書
に
お
い
て
新
た
に

｢駐
車
装
置
の
大
臣
認
定

番
号
｣
等
を
記
載
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
↓。

特集/道路法及び駐車場法の一部改正



一
は
じ
め
に

駐
車
場
問
題
は
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
を
背

景
に
、
都
市
に
お
け
る
違
法
駐
車
問
題
、
商
店
街
の
駐
車

場
不
足
に
よ
る
地
盤
沈
下
、
住
宅
地
に
お
け
る
車
庫
不
足

問
題
に
お
い
て
顕
在
化
し
て
い
る
。

路
上
駐
車
は
、
道
路
の
交
通
容
量
を
著
し
く
低
下
さ
せ
、

中
心
商
業
業
務
地
区
の
恒
常
的
な
交
通
混
雑
を
も
た
ら
し
、

都
市
交
通
機
能
を
低
下
さ
せ
る
と
と
も
に
、
交
通
事
故
の

原
因
と
な
る
な
ど
、
道
路
管
理
面
か
ら
も
緊
急
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

道
路
事
業
に
よ
る
駐
車
場
事
業
へ
の
国
の
融
資
制
度
は
、

昭
和
四
八
年
に
創
設
さ
れ
た
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
基

づ
く
無
利
子
貸
付
制
度
と
、
昭
和
六
〇
年
度
か
ら
新
た
に

設
け
ら
れ
た
道
路
開
発
資
金
か
ら
の
低
利
子
融
資
制
度
が

あ
り
、
さ
ら
に
昭
和
六
二
年
度
か
ら
は
従
来
の
無
利
子
貸

付
制
度
の
一
環
と
し
て
、
N
T
T
株
式
売
払
収
入
を
活
用

し
た
無
利
子
貸
付
制
度
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。

以
下
に
、
こ
れ
ら
の
融
資
制
度
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、

い
ず
れ
も
道
路
整
備
特
別
会
計
を
通
じ
て
事
業
者
に
融
資

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
融
資
を
受
け
る
に
は
当

該
駐
車
場
が
周
辺
道
路
の
混
雑
緩
和
を
図
る
な
ど
、
道
路

利
用
者
の
利
便
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

一
一
有
料
道
路
融
資
事
業

こ
の
制
度
は
、
駐
車
場
整
備
に
対
し
て
国
が
道
路
整
備

特
別
会
計
か
ら
無
利
子
の
貸
付
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
昭

和
四
八
年
度
か
ら
道
路
の
附
属
物
と
し
て
の
駐
車
場
の
計

画
的
な
整
備
を
図
る
た
め
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
駐
車

場
の
建
設
に
対
し
て
有
料
道
路
整
備
資
金
貸
付
制
度
の
適

用
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

1

貸
付
対
象
駐
車
場
の
要
件

①

地
方
生
活
圏
中
心
都
市
等
に
お
け
る
無
秩
序
な
路

上
駐
車
を
解
消
し
、
周
辺
道
路
の
安
全
か
つ
円
滑
な

交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
道
路
公
社
ま
た
は
道

路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

②

当
該
駐
車
場
が
都
市
計
画
法
に
よ
る
都
市
計
画
施

設
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
駐
車
場
を
設
置
す
る
都
市
に
お
い
て
、
駐
車

場
法
第
三
条
に
規
定
さ
れ
た
駐
車
場
整
備
地
区
に
関

す
る
都
市
計
画
施
設
が
き
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
は

駐
車
場
の
附
置
義
務
を
規
定
す
る
条
例
が
定
め
ら
れ

遭
騰
事
業
に
よ
る
駐
車
場
事
業
へ
⑭

融
資
制
糜
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
有
料
道
路
課
課
長
補
佐

治遠
藤
懸
ー元
一



て
い
る
こ
と
。

表 1 駐車場に対する貸付率

当 該 駐 車 場 の 性 格 国の無利子貸付率

蜴
場
駐

車

う

駐

伴
拭
群

地
地務饗

拶
設

よ
地
お

鉄 40 %

パークアンドライド用駐車場 瑠
一般の建築物と一体的に整備する駐車場 鵤
地下式駐車場 挑
その他の駐車場 脇

④

駐
車
台
数
が
一
〇
〇
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑤

建
設
に
要
す
る
費
用
の
額
が
お
お
む
ね
二
億
円
以

上
で
あ
る
こ
と
。

⑥

建
設
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
償
還
を
要
す
る
も
の

の
額
の
償
還
が
、
原
則
と
し
て
地
方
道
路
公
社
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
三
〇
年
以
内
、
道
路
管
理
者
に

係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
二
五
年
以
内
に
可
能
で
あ
る

こ
と
。

な
お
、
本
制
度
は
有
料
道
路
整
備
資
金
貸
付
金
を
駐
車

場
に
対
し
て
貸
付
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
貸
付
対

象
駐
車
場
は
道
路
区
域
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

ろ
↓。

2

貸
付
条
件
･
償
還
条
件

貸
付
条
件
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
八
年
度
の
制
度
創
設

以
来
、
貸
付
率
の
引
上
げ
、
一
体
的
に
行
う
道
路
･
街
路

補
助
事
業
と
の
合
併
施
行
方
式
の
導
入
等
の
拡
充
を
行
っ

て
き
て
い
る
。

平
成
三
年
度
現
在
の
貸
付
率
は
、
整
備
さ
れ
る
駐
車
場

の
性
格
に
よ
り
表
1
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

貸
付
金
の
償
還
は
原
則
と
し
て
二
〇
年

(据
置
期
間
五

年
を
含
む
)
で
あ
り
、
そ
の
償
還
方
法
は
図
ー
に
示
す
式

に
よ
る
。

無
利
子
貸
付
金
以
外
の
資
金
に
つ
い
て
は
、
地
方
道
路

公
社
に
あ
っ
て
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
金

(貸
付

金
の
お
お
む
ね
七
0
%
)
お
よ
び
借
入
金
か
ら
な
り
、
道

路
管
理
者
に
あ
っ
て
は
地
方
債
と
し
て
起
債
が
認
め
ら
れ

る
が
、
駐
車
場
事
業
と
し
て
の
採
算
性
を
向
上
さ
せ
る
た

め
一
般
財
源
か
ら
の
利
子
補
給
を
行
う
こ
と
が
要
件
と
さ

れ
て
い
る
。
利
子
補
給
の
額
に
つ
い
て
は
、
国
の
無
利
子

貸
付
率
(R
)
と
同
じ
率
だ
け
無
利
子
化
〔R
/
(
一
-
R
)〕

　

　

償

還

額

S 2 (nー1)
A = - - □ + - - - - - }

2 N N - 1

20

始

定

額

法

　
　

　　　
　
　

　

　

　

n :当該償還年度の償還開始年度以降の年数
N :据置期間を除く償還予定期間の年数 (N = 15)
A :当該年度における償還額

s

n
N

A

図

国の無利子貸付金 地方公共団体の出資金 借入金 地方道路公社

陛託
貸付金

凖
地方債 ! ｣道路管理者

｣ Rぼり補室谷に ｣

図 2 財源構成



す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
国
の
無
利
子
貸
付

率
が
四
0
%
で
あ
れ
ば
、
残
り
六
0
%
の
起
債
の
う
ち
四

0
%
分
の
利
子
を
補
て
ん
す
る
こ
と
と
な
る

(図
2
)。

三

N
T
T
I
A
型
事
業
(総
合
駐
車
場
事
業
)

こ
の
制
度
は

｢総
合
駐
車
場
事
業
｣
と
呼
ば
れ
、
N
T

T
株
式
の
売
払
収
入
を
活
用
し
た
社
会
資
本
整
備
事
業
の

一
つ
と
し
て
昭
和
六
二
年
度
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

眺姻
棯
縦

借
25

金踏
跳鮴鰄

厩
3

稔
眺翳得簇

国
4

図 3 総合駐車場事業の財源構成

ー

貸
付
対
象
駐
車
場
の
要
件

基
本
的
に
は
先
に
述
べ
た
有
料
道
路
融
資
事
業
と
同
じ

で
あ
る
が
、

①

N
T
T
ー
A
型
事
業
は
地
方
公
共
団
体
が
貸
付
対

象
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
事
業
主
体
と
し
て
は
地

方
道
路
公
社
が
対
象
と
な
る
。

②

駐
車
場
整
備
の
一
環
と
し
て
、
利
用
者
の
利
便
、

経
営
の
安
定
お
よ
び
周
辺
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る

関
連
公
共
施
設

(例
"
駐
車
場
入
り
口
付
近
の
車
道

拡
幅
、
歩
行
者
通
路
、
公
園
等
)
を
附
帯
工
事
と
し

て
一
体
的
に
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
二
点
が
相
違
点
と
な
っ
て
い
る
。

2

貸
付
条
件
･
償
還
条
件

貸
付
率
に
つ
い
て
は
、
駐
車
場
の
建
設
に
要
す
る
費
用

の
四
五
%
ま
た
は
五
0
%
と
な
っ
て
い
る
。
四
五
%
と
五

0
%
の
適
用
は
、
駐
車
場
本
体
の
事
業
費
と
一
体
的
に
整

備
す
る
関
連
公
共
施
設
の
事
業
費
と
の
比
率
を
勘
案
し
て

決
定
さ
れ
る
。

償
還
条
件
は
有
料
道
路
融
資
事
業
と
同
じ

(五
年
据
置

二
○
年
償
還
後
期
逓
増
)
と
な
っ
て
い
る
。

無
利
子
貸
付
金
以
外
の
資
金
に
つ
い
て
も
、
有
料
道
路

融
資
事
業
と
同
様
設
立
団
体
か
ら
の
出
資
金

(貸
付
金
の

お
お
む
ね
七
0
%
)
お
よ
び
借
入
金
か
ら
な
る

(図
3
)。

四

道
路
開
発
資
金
融
資

本
制
度
は
、
低
利
の
資
金
融
資
に
よ
る
投
資
の
誘
発
効

果
を
通
し
て
道
路
に
関
連
す
る
公
共
的
分
野
に
お
け
る
民

間
活
力
の
導
入
を
促
し
、
も
っ
て
道
路
の
総
合
機
能
の
向

上
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
昭
和
六
〇
年
度
に
道

路
整
備
特
別
会
計
の
新
し
い
貸
付
金
制
度
と
し
て
創
設
さ

れ
た
も
の
で
、
駐
車
場
で
は
以
下
の
要
件
を
満
た
す
駐
車

場
事
業
が
貸
付
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

.. 道路開発資金 ‐‐…‐……………-……当　　　　　 　

イ
.　　

　
　
　
　

プ
鰻

旋

期
≦
斡

長
率

(

--
比

率
資

利
融融資{露轟密死イムレ-ト

鋤道路開発
振興センター

図 4 道路開発資金制度のしくみ(平成 3年 = 月26日)



1

貸
付
対
象
事
業

の

都
市
計
画
駐
車
場

貸
付
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
都
市
計
画
法
に
規
定
す

る
都
市
計
画
施
設
で
、
駐
車
場
法
第
三

条
に
よ
る
設
置

届
を
し
た
第
三
セ
ク
タ
ー
ま
た
は
民
間
事
業
者
が
設
置
す

る
駐
車
台
数
が
お
お
む
ね
一
〇
〇
台
以
上
の
自
走
式
駐
車

場

(機
械
式
駐
車
場
の
場
合
は
お
お
む
ね
三
〇
台
以
上
。)

ま
た
は
こ
れ
を
附
置
す
る
建
築
物

(オ
ー
ト
イ
ン
)
の
整

備
事
業
で
あ
る
。

②

都
市
計
画
駐
車
場
に
準
ず
る
駐
車
場

貸
付
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
駐
車
場
の
必
要
性
が
高

い
地
域
に
お
い
て
、
｢交
通
混
雑
の
緩
和
、
交
通
事
故
発
生

の
防
止
に
資
す
る
｣
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
す
第
三
セ

ク
タ
ー
ま
た
は
民
間
事
業
者
が
建
設
す
る
駐
車
場
法
一
二

条
に
よ
る
設
置
の
届
出
が
必
要
な
駐
車
場
ま
た
は
こ
れ
を

附
置
す
る
建
築
物

(オ
ー
ト
イ
ン
)
で
、
駐
車
台
数
が
お

お
む
ね
一
〇
〇
台
以
上
、
機
械
式
駐
車
場
で
は
お
お
む
ね

三
〇
台
以
上
の
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
当
該
駐
車
場
は
公
共
的
な
駐
車
場
と
し
て
整
備

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
認
定

ま
た
は
推
薦
が
必
要
と
な
る
。

ま
た
、
当
該
駐
車
場
の
建
築
物
は
建
築
基
準
法
に
よ
る

建
築
確
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
駐
車
場
と
し
て
の
設

置
効
果
が
将
来
に
わ
た
っ
て
確
保
さ
れ
う
る
構
造
と
な
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

圏

都
市
計
画
駐
車
場
に
準
ず
る
駐
車
場

こ
こ
で
い
う
都
市
計
画
駐
車
場
に
準
ず
る
駐
車
場

た
額
以
内
只
建
築
費
お
よ
び
敷
地
整
備
費
)
×
(駐
車

と
は
次
の
性
質
を
有
す
る
駐
車
場
を
い
う
。

場
面
責
×
四
÷

総
正
末

責

。
た
ご
し
、
w

久

の

公
共
性
!
!
･
一
般
の
利
用
者
の
利
便
に
供
す
る

駐
車
場
で
あ
る
こ
と
。

②

有
効
性
!
･!
駐
車
需
要
が
高
い
地
域
に
設
置
さ

れ
る
駐
車
場
で
あ
る
こ
と
。

③

計
画
性
･!
･･地
域
に
お
け
る
駐
車
場
計
画
に
適

合
し
た
駐
車
場
で
あ
る
こ
と
o

燭

恒
久
性
,.････長
期
間
に
わ
た
っ
て
駐
車
場
と
し

て
使
用
さ
れ
る
こ
と
。

2

貸
付
条
件
･
償
還
条
件

都
市
計
画
駐
車
場
お
よ
び
都
市
計
画
駐
車
場
に
準
ず
る

駐
車
場
と
と
も
に
、
対
象
駐
車
場
の
建
設
費
の
八
○
%
を

限
度
と
し
て
対
象
駐
車
場
の
建
築
者
に
貸
し
付
け
る
。

貸
付
金
の
限
度
額
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

都
市
計
画
駐
車
場

(建
築
物
に
附
置
さ
れ
な
い
も
の
)

建
設
費

(用
地
費
を
含
む
。)
の
八
0
%
以
内
。

②

都
市
計
画
駐
車
場

(建
築
物
に
付
置
さ
れ
る
も
の
。

オ
ー
ト
イ
ン
)
ま
た
は
都
市
計
画
駐
車
場
に
準
ず
る

駐
車
場
も
し
く
は
こ
れ
を
付
置
す
る
建
築
物

(オ
ー

ト
イ
ン
)。

建
築
物
の
建
築
費
お
よ
び
敷
地
整
備
費
に
当
該
建

築
物
の
総
延
床
面
積
に
対
す
る
駐
車
場
と
し
て
使
用

さ
れ
る
面
積
の
比
率
を
四
倍
し
て
求
め
た
値
を
乗
じ

(単位 :億円)
表 2 平成 3年度予算

平成 3 年度 平成 2 年度 解
有料道路融資事業

N T T - A型｣事業
227 郷 鼠

道路開発資金融資 214 214 ー

計 441 417 -

注) 道路開発資金融資 :係数整理中のため平成 2年度

と同額で計上。

場
面
積
)
×
四
÷
(総
延
床
面
積
)〕。
た
だ
し
、
当
該

建
築
物
の
建
設
費
の
八
0
%
を
限
度
と
す
る
。

貸
付
期
間
は
二
〇
年
以
内

(内
据
置
期
間
五
年
)。

利
率
は
五
･
○
○
%

(平
成
三
年
三

月
二
六
日

現
在
)。利
率
は
貸
し
出
し
時
点
で
の
長
期
プ
ラ
イ
ム

レ
ー
ト
に
従
っ
て
変
化
す
る
。

五

平
成
三
年
"度
事
業
計
画

以
上
、
道
路
事
業
に
よ
る
融
資
の
制
度
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
が
、
平
成
三
年
度
は
こ
れ
ら
の
事
業
を
活
用
し
て

新
た
に
収
容
台
数
一
四
、
○
○
○
台
程
度
の
駐
車
場
の
新

設
、
平
成
三
年
度
末
ま
で
に
収
容
台
数
約
五
八
、
0
0
〇

台
の
整
備
を
み
こ
ん
で
い
る
。



助
成
、
取
締
の
強
化
と
規
制
、
施
設
の
有
効
利
用
、
利
用

の
た
め
の
情
報
提
供
等
の
ソ
フ
ト
面
の
充
実
を
図
る
な
ど
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
総
合
的
な
対
策
を
推
進
す
る
必
要

が
あ
る
。

六

お
わ
り
に

建
設
省
で
は
、
平
成
三
年
度
の
重
点
施
策
に

｢駐
車
対

策
の
推
進
｣
を
と
り
あ
げ
、
融
資
事
業
の
み
な
ら
ず
特
定

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
よ
る
補
助
制
度
や
駐
車
場

整
備
促
進
税
制
な
ど
を
創
設
す
る
な
ど
積
極
的
な
駐
車
場

整
備
の
推
進
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

(単位 :百合

都
市
に
お
け
る
駐
車
問
題
は
、
様
々
な
要
因
が
か
ら
ま

2

1

1

っ
て
お
り
単
に
駐
車
場
の
整
備
と
い
う
一
つ
の
施
策
を
実

5

4

2

62

癇

′
/

′
･
3

施
す
れ
ば
解
決
す
る
も
の
で
は
な
-
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
マ

鵤
/

′ア
ノノ
･槻
10

879

ナ
ー
の
向
上
と
適
正
な
交
通
機
関
分
担
の
も
と
、
義
務
と

9

リ
ノ
ノ

8

鬱
リラ

3 整備台数

平成 2 年度まで
度年3

み

成

込

平

見

平成 3 年度まで

見込み

有料道路融資事業

N T T - A 型事業
107 24 劔

道路開発資金融資 332 119 451

計 439 143 582

　
　
　

稗
劇

N
制

ぬ

4

T資
金

融
資

料
発
計

有
開
合一三

馨

議

　
　

図 5 駐車場整備量の推移
宙



一
は
じ
め
に

｢横
浜
市
放
置
自
動
車
及
び
沈
船
等
の
発
生
の
防
止
及

び
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
｣
は
、
平
成
三
年
九
月
の

横
浜
市
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
可
決
成
立
し
、
同
年
一

〇
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
条
例
は
、
横
浜
市
内
で
急
増
し
て
い
る
放
置
自
動

車
と
放
置
沈
廃
船
に
関
し
て
、
市
が
実
施
す
る
発
生
防
止

対
策
と
処
理
手
続
の
準
則
を
定
め
た
も
の
で
、
地
方
自
治

法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
行
政
事
務
条
例
と
し
て
制

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
放
置
自
動
車
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
、
条
例

制
定
ま
で
の
状
況
や
条
例
の
概
要
、
運
用
状
況
等
に
つ
い

て
説
明
し
た
い
。

一
一
条
例
制
定
ま
で
の
状
況

横
浜
市
内
に
お
け
る
放
置
自
動
車
の
数
は
、
こ
こ
数
年

間
で
急
増
し
、
平
成
三
年
一
月
時
点
で
、
本
市
が
確
認
し

た
も
の
だ
け
で
も
三
四
三
台
が
放
置
さ
れ
て
お
り
、
本
市

が
道
路
管
理
者
と
し
て
実
施
し
て
き
た
放
置
自
動
車
の
撤

去
台
数
も
、
昭
和
六
〇
年
度
に
は
わ
ず
か
一
六
台
で
あ
っ

た
も
の
が
、
平
成
二
年
度
に
は
三
五
倍
以
上
の
五
七
三
台

に
増
加
し
た
。

ま
た
、
民
有
地
な
ど
の
本
市
の
管
理
権
の
及
ば
な
い
土

地
に
放
置
さ
れ
る
例
も
増
加
し
て
お
り
、
公
物
管
理
の
+

環
と
し
て
の
処
理
が
困
難
な
状
況
が
生
じ
て
い
た
。

こ
の
間
、
市
民
か
ら
は

｢子
供
の
事
故
に
つ
な
が
り
危

険
で
あ
る
｣
｢災
害
時
の
障
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
｣
｢放

置
自
動
車
が
ご
み
を
呼
び
ご
み
捨
て
場
化
す
る
｣
な
ど
、

日
常
生
活
に
密
着
し
た
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、
本
市
で
は
、
放
置
自
動
車
問
題

が
一
部
の
放
置
さ
れ
や
す
い
場
所
に
限
ら
れ
た
問
題
か
ら
、

本
市
域
全
体
の
社
会
問
題
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
と
の
認
識

に
立
ち
、｢横
浜
市
放
置
自
動
車
･沈
廃
船
等
対
策
協
議
会
｣

を
関
係
機
関
の
参
加
を
求
め
て
設
立
し
、
対
応
策
を
検
討

し
た
。

そ
の
結
果
、

①

民
有
地
を
含
め
た
処
理
手
続
の
一
元
化

②

廃
物
認
定
の
迅
速
化
と
制
度
の
明
確
化

③

市
民
協
力
に
よ
る
再
発
の
防
止

④

事
業
者
に
よ
る
回
収
と
処
分
へ
の
協
力

⑤

罰
則
、
取
締
の
強
化

な
ど
に
つ
い
て
、
早
急
に
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
対
策
に
つ

『横
浜
市
麒
置
自
動
藁
及
び
沈
船
等
⑭
難
塞
⑭
防
止

及
び
鱸
正
憲
処
理
に
関
す
る
条
例
』に
つ
い
て

横
浜
市
環
境
事
業
局
総
務
部
総
務
課
経
理
係
長

佐
藤

敦
夫



い
て
は
、
財
産
権
と
の
関
係
や
放
置
し
た
者
へ
の
措
置
命

か
ら
構
成
し
た

(表
1
参
照
)。

令
な
ど
、
権
利
義
務
に
関
す
る
問
題
を
含
む
こ
と
か
ら
、

凡

に

る

士乳
き

表 1 条例の構成

章 内 容
総帥i
(第1条一第7条) 鰍の々各民市

定
等
槻

者
す

業
関

事
に

、
止

市
禁

浜
の

横
置

義
放

定
策

、
地

的
合

通報度ひ調査
(第8条一第虹条)

関に査調入立裔調鰍餓調鰍のら
定

か
規

民
る

市
す

勧告及び措置命令
(第12条-第14条) 鋼

鸚鷲噺
知

の
へ叩

纈
綱

た
告

耀
鋼

働
秋

で
茄

翔
塊

放
告

定
条

認
胚

勿
第
｣発
(

廃物認定に関する規定

鰐
)騨鱗鰊

委轄鰯財委縦設鉤
鸚

蘋
据

定
関

鰯
爵

処分等
(第20条-第23条) 勤

鮒
癈
靴

事
微

請
用

要
投

力
の

協
合“

鰯
髀
凱

業
判

事
が

捺
鸚

分
有

処
所

の

、
定

物
告
規

薩
報
る

雑則
(第24条･第25条)

関係法規の活用、規則への委任に関する規定

罰日月
(第26条-第28条)

措置命令違反、立入調査の拒否等違反、両罰規定

附則 施行期日に関する規

条
例
を
制
定
し
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

三

条
例
の
構
成
と
手
続
の
概
略

条
例
は
、

①

放
置
自
動
車
の
発
生
の
防
止

②

放
置
自
動
車
の
所
有
者
等
が
判
明
し
た
場
合
の
処

理
③

放
置
自
動
車
の
所
有
者
等
が
判
明
し
な
い
場
合
の

処
理

の
三
つ
を
大
き
な
柱
と
し
て
、
調
査
か
ら
処
分
ま
で
を
時

系
列
的
な
流
れ
に
沿
っ
て
規
定
し
、
八
章
二
八
条
と
附
則

処
理
に
関
す
る
手
続
き
の
概
略
は
、
図
1
の
よ
う
に
、

①

本
市
の
職
員
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
や
市
民
の
通
報

等
に
よ
り
、
放
置
自
動
車
の
所
在
を
把
握
す
る

②

本
市
職
員
が
放
置
自
動
車
の
現
場
調
査
及
び
所
有

者
等
の
調
査
を
実
施
す
る

③

道
路
交
通
法
違
反
や
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保

図 l r横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び
適正な処理に関する条例｣ 処理フロー
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等
に
関
す
る
法
律
違
反
な
ど
他
の
法
令
を
適
用
す
べ

き
場
合
を
除
き
、
所
有
者
等
が
判
明
し
た
場
合
は
、

撤
去
勧
告
、
措
置
命
令
に
よ
り
、
所
有
者
等
に
処
理

を
行
わ
せ
る

④

所
有
者
等
が
確
認
で
き
ず
、
か
つ
放
置
自
動
車
が

｢機
能
の
一
部
又
は
全
部
を
失
っ
た
状
態
｣
で
｢本
来

の
用
に
供
す
る
こ
と
が
困
難
｣
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、｢横
浜
市
放
置
自
動
車
及
び
沈
船
等
廃
物
判
定
委

員
会
｣
の
判
定
と
市
報
に
よ
る
公
告
を
経
て
、
市
長

が
廃
物
認
定
及
び
処
分
を
行
う

⑤

処
分
に
要
し
た
経
費
は
、
希
な
ケ
ー
ス
で
は
あ
る

が
処
分
後
に
所
有
者
等
が
判
明
し
た
場
合
は
、
そ
の

所
有
者
等
か
ら
徴
収
し
、
判
明
し
な
い
場
合
は
、
事

業
者
等
に
協
力
を
求
め
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

四

条
例
の
概
要

ー

条
例
の
目
的

一
般
に
、
公
物
に
関
す
る
法
令
が
、
公
物
の
整
備
、
維

持
管
理
、
適
正
な
使
用
あ
る
い
は
保
全
な
ど
を
目
的
と
し
、

ま
た
、
道
路
交
通
に
関
す
る
法
令
が
、
交
通
の
障
害
の
防

止
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
制
定
目
的
を
達

す
る
た
め
支
障
と
な
る
場
合
に
、
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、

物
件
の
除
去
や
移
動
な
ど
の
措
置
を
認
め
る
の
に
対
し
、

こ
の
条
例
は
、
市
民
生
活
の
安
全
の
確
保
や
生
活
環
境
の

保
全
の
た
め
に
、
放
置
自
動
車
を
直
接
の
対
象
と
し
、
そ



の
発
生
の
防
止
と
廃
物
化
し
た
も
の
の
処
理
に
つ
い
て
定

め
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、条
例
の
目
的
は
、
｢地
域
の
美
観
を
保
持
L

し

｢良
好
な
都
市
環
境
を
形
成
｣
し

｢市
民
の
快
適
な
生

活
環
境
を
維
持
｣
す
る
こ
と
と
し
、
制
定
趣
旨
の
明
確
化

を
図
っ
た
。

2

用
語
の
定
義

対
象
と
な
る
自
動
車
の
程
度
、
状
態
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
、
｢放
置
｣
を

｢自
動
車
｣
が
｢正
当
な
権
原
に
基
づ

き
置
く
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
土
地
又
は
水
面
以
外
の
場
所

に
相
当
の
期
間
に
わ
た
り
置
か
れ
て
い
る
こ
と
｣、
｢放
置

自
動
車
｣
を

｢自
動
車
で
そ
の
機
能
の
一
部
又
は
全
部
を

失
っ
た
状
態
で
放
置
さ
れ
て
い
る
も
の
L、
｢廃
物
｣を
｢放

置
自
動
車
｣
で

｢本
来
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
困
難
な
状

態
に
あ
る
も
の
｣
と
定
義
し
た
。

ま
た
、
比
較
的
大
型
の
二
輪
車
の
撤
去
の
困
難
性
を
考

慮
し
、
｢自
動
車
｣
を
｢道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
自
動
車
｣
と
定
義
し
て
、
一
二
五
α
を
越
え

る
二
輪
車
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
｢放
置
｣
の
定
義
の
｢相

当
な
期
間
｣
に
つ
い
て

は
、
自
動
車
の
放
置
の
現
状
を
考
慮
し
、
施
行
規
則
で
一

〇
日
間
と
し
た
。

3

横
浜
市
･
事
業
者
等
･
市
民
の
責
務
及
び
総
合
施
策

横
浜
市
、
自
動
車
を
製
造
、
販
売
す
る
事
業
者
等
及
び

市
民
が
対
策
に
取
り
組
む
指
針
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責

務
を
定
め
た
。

内
容
と
し
て
は
、
本
市
は

｢総
合
施
策
｣
を
策
定
、
実

施
し
、
事
業
者
等
及
び
市
民
は
そ
れ
に
協
力
す
る
こ
と
、

特
に
、
事
業
者
等
に
は
、
｢自

動
車
又
は
船
舶
が
放
置
自
動

車
と
な
ら
な
い
よ
う
回
収
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
｣
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
総
合
施
策

(表
2
参
照
)
は
、
条
例
及
び
規
則

の
公
布
と
と
も
に
告
示
し
た
。

4

通
報
及
び
調
査

放
置
自
動
車
を
発
見
し
た
者
に
は
、
本
市
へ
の
通
報
に

努
め
る
よ
う
求
め
る
と
と
も
に
、
土
地
所
有
者
等
は
、
本

市
に
対
し
調
査
の
依
頼
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。
ま
た
、
本
市
は
、
通
報
や
調
査
依
頼
あ
る
い
は
市
の

職
員
の
発
見
を
端
緒
と
し
て
、
放
置
自
動
車
の
状
況
や
所

有
者
等
に
つ
い
て
、
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
調
査
の
実
効
を
期
す
る
た
め
、
立
入
調
査
の
規

定
を
設
け
た
。

5

勧
告
及
び
措
置
命
令

放
置
自
動
車
の
所
有
者
等
に
対
し
て
は
、
勧
告
及
び
措

置
命
令
の
制
度
を
、
自
動
車
が
放
置
さ
れ
て
い
る
土
地
等

の
所
有
者
等
に
対
し
て
は
、
勧
告
の
制
度
を
そ
れ
ぞ
れ
設

け
た
。

ま
ず
、
放
置
自
動
車
の
所
有
者
等
に
対
す
る
勧
告
及
び

措
置
命
令
は
、
適
正
な
処
理
の
原
則
と
な
る
も
の
で
、
本

来
、
責
任
あ
る
者
に
処
理
を
行
わ
せ
る
趣
旨
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
不
用
と
な
っ
た
自
動
車
は
、
所
有

者
等
が
適
正
に
処
理
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
い
ま
だ
使

用
価
値
の
あ
る
自
動
車
は
、
所
有
者
等
が
適
正
に
管
理
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
放
置
自
動
車
の
所
有
者

等
が
不
明
の
場
合
、
本
市
が
処
理
を
行
う
の
は
、
市
民
生

活
を
保
全
す
る
た
め
の
例
外
で
あ
っ
て
、
所
有
者
等
が
判

明
し
た
と
き
は
、
原
則
に
立
ち
返
り
、
そ
の
者
に
処
理
を

表 2 総合施策の構成

項 目 内 容

放置自動車及び沈船等の発
生の防止に関する計画

瀬及
進

言

推

進

助

勁
雛
努

処
動
関
施

る

活

に

実

よ
報
策
の

に
広

対

ル

等
ぴ

止

一

者

及

防

ロ

有

発

置

ト

断
酒
倣
メ

目
に
傷
に
倦
ん包
い

放置自動車及び沈船等の処

理に関する計画

縄る
↓

ず

握

対

把

等

に

の

分
者

況

処
た

状

の
し

置

査

物

置

放

調

廃

放

①
②
③
④

事業者等及び市民の
協力に関する計画

カ

力

協
持

協

の

保

の
力

等

観

等
協
体
美

者
の

団
の

業

民

民

域

藤
浦
肺
鮑

ん□
に
乾
せ
佃
村
焔



行
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
措
置
命
令
は
、
命
令
を
受
け
た
者
に
放
置
自
動

車
を
撤
去
す
べ
き
作
為
義
務
を
課
す
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
違
反
に
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
う
る
た
め
、
適
正
手

続
の
要
請
か
ら
、
命
令
を
受
け
る
べ
き
名
宛
人
に
対
し
、

あ
ら
か
じ
め
そ
の
理
由
を
通
知
し
、
弁
明
の
機
会
を
付
与

す
る
こ
と
と
し
た
。

次
に
、
土
地
等
の
所
有
者
等
に
対
す
る
勧
告
は
、
こ
の

条
例
を
民
有
地
に
放
置
さ
れ
た
自
動
車
に
も
適
用
す
る
反

面
、
放
置
が
繰
り
返
さ
れ
る
土
地
の
所
有
者
等
に
は
、
そ

の
資
力
等
に
応
じ
、
容
易
に
講
じ
う
る
範
囲
で
放
置
防
止

対
策
の
実
施
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

6

廃
物
認
定

こ
れ
ま
で
本
市
で
は
、
放
置
自
動
車
の
処
理
を
公
物
管

理
の
一
環
と
し
て
、
担
当
の
部
局
が
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
で

実
施
し
て
き
た
が
、
処
理
の
基
準
や
手
続
な
ど
は
統
一
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
条
例
に
よ
り
、
放

置
さ
れ
て
い
る
場
所
を
問
わ
ず
、
放
置
自
動
車
を
廃
物
と

し
て
認
定
す
る
場
合
の
手
続
を
一
元
化
し
整
備
し
た
。

具
体
的
に
は
、
市
長
は
、
放
置
自
動
車
の
所
有
者
等
を

調
査
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
者
を
確
認
で
き
な
か
っ

た
と
き
は
、
｢廃
物
判
定
委
員
会
｣
の
判
定
と
公
告
を
経

て
、
廃
物
と
認
定
で
き
る
も
の
と
し
た
。

あ
ら
か
じ
め
公
告
を
行
う
の
は
、
財
産
権
保
護
の
た
め
、

未
知
不
分
明
の
利
害
関
係
人
の
申
し
出
を
促
し
、
手
続
き

の
慎
重
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
実
務
上
は
、
放
置
自
動
車
に
、
最
初
の
現
場
調

査
の
際
に

｢お
願
い
｣
の
文
書
を
、
公
告
と
同
時
に

｢お

知
ら
せ
｣
の
文
書
を
貼
付
し
、
現
場
に
お
け
る
周
知
も
行

っ
て

い
る
。
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廃物と判定された放置自動車のなかには、 輸入車も含まれてい

　　
　
　

き

7

廃
物
判
定
委
員
会

放
置
自
動
車
の
処
理
手
続
の
う
ち
、
も
っ
と
も
苦
慮
す

る
の
は
、
放
置
自
動
車
が
｢置
か
れ
た
も
の
｣
な
の
か
｢捨

て
ら
れ
た
も
の
｣
な
の
か
の
判
断
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

市
長
の
付
属
機
関
と
し
て

｢横
浜
市
放
置
自
動
車
及
び
沈

船
等
廃
物
判
定
委
員
会
｣
を
設
置
し
、
廃
物
認
定
に
先
立

ち
、
専
門
家
、
市
民
、
行
政
の
三
者
か
ら
構
成
さ
れ
た
判

定
機
関
の
審
議
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
判
断
を
客
観

的
か
つ
公
平
に
行
う
こ
と
と
し
た
。

廃
物
判
定
委
員
会
の
条
例
上
の
定
数
は
二
〇
人
以
内
で



あ
る
が
、
実
際
の
構
成
は
、
自
動
車
･
船
舶
の
専
門
家
及

び
学
識
経
験
者
が
六
名
、
関
係
行
政
機
関
及
び
本
市
の
職

員
が
六
名
、
市
民
の
代
表
が
六
名
の
合
計
一
八
名
と
し
、

委
員
数
の
面
か
ら
も
均
衡
を
図
っ
た
。

8

処
分
等

廃
物
と
認
定
し
た
も
の
は
、
市
長
が
処
分
等
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
市
長
は
、
処
分
等
に
関
し
て
事
業
者
等
の
協
力

を
要
請
で
き
る
こ
と
と
し
、
経
費
面
で
の
適
正
化
を
図
る

き套

さ

,選
べ、
定

-＼
≦

半
I

　　
　
　

　
　
　
　

楚
き
き
発

る

廃物と判定された放置自動車。事故車を放置したものと思われ

こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
社
団
法
人
日
本
自
動
車
工

業
会
な
ど
四
団
体
が
主
体
と
な
っ
て
設
立
し
た

｢路
上
放

棄
車
処
理
協
力
会
｣
に
対
し
、
協
力
を
求
め
る
こ
と
に
し

て
い
る
。

9

関
係
法
規
の
活
用

道
路
管
理
や
道
路
交
通
、
車
両
な
ど
に
つ
い
て
は
、
道

路
法
、
道
路
交
通
法
、
道
路
運
送
車
両
法
、
自
動
車
の
保

管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
な
ど
多
く
の
法
律
が
整

備
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
廃
棄
物
に
つ
い
て
も
、
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
放
置
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
状
況
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
り
、
こ
の
条
例
を
適
用
す
る
か
、
他
の
法
令
を
適
用

す
べ
き
か
の
判
断
が
困
難
な
こ
と
も
あ
り
う
る
。

こ
の
た
め
、
条
例
の
適
用
に
先
立
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法

令
を
所
管
す
る
関
係
機
関
と
十
分
な
調
整
を
行
い
、
関
係

法
令
の
適
用
が
妥
当
な
場
合
に
は
そ
の
適
用
を
図
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
放
置
自
動
車
を
適
切
に
処
置
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
｢関

係
法
規
の
活
用
｣
に
関
す
る
規
定
を
設
け

た
。

的

罰
則

措
置
命
令
違
反
に
つ
い
て
は
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、

立
入
調
査
の
拒
否
等
に
つ
い
て
は
三
万
円
以
下
の
罰
金
を

罰
則
と
し
て
定
め
た
。

罰
則
の
程
度
は
、
関
係
法
令
の
罰
則
を
考
慮
し
て
決
定

し
た
が
、
措
置
命
令
違
反
は
、
行
為
形
態
が
作
為
義
務
違

反
で
あ
り
、
現
状
を
悪
化
さ
せ
る
新
た
な
行
為
を
伴
わ
な

い
こ
と
、
立
入
調
査
の
拒
否
等
は
、
対
象
と
な
る
者
が
、

通
常
は
放
置
行
為
そ
の
も
の
に
は
責
任
の
な
い
者
で
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
罰
金
に
止
め
、
身
体
の
拘
束
を
伴
う
罰

則
は
設
け
な
か
っ
た
。

な
お
、
罰
則
に
は
、
法
人
等
に
対
す
る
両
罰
規
定
を
設

け
た
。五

運
用
の
状
況

条
例
施
行
か
ら
一
カ
月
間
の
市
民
か
ら
の
通
報
は
、
二

八
九
件
に
達
し
、
そ
の
う
ち
調
査
が
完
了
し
所
有
者
等
が

確
認
で
き
な
か
っ
た
放
置
自
動
車
二
〇
台

(表
3
参
照
)

が
、
一
一
月
一
二
日
に
開
催
さ
れ
た
廃
物
判
定
委
員
会
で

廃
物
と
判
定
さ
れ
、
処
理
の
手
続
に
入
っ
た
。

調
査
に
よ
り
、
所
有
者
等
が
判
明
し
た
も
の
は
、
撤
去

の
指
導
を
進
め
て
お
り
、
ま
た
、
調
査
の
際
に
｢お
願
い
｣

の
文
書
を
貼
付
し
た
放
置
自
動
車
の
な
か
に
は
、
所
有
者

等
が
自
主
的
に
撤
去
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。

条
例
施
行
か
ら
日
が
浅
く
、
廃
物
判
定
委
員
会
の
実
質

審
議
も
一
回
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
条
例
の
効
果

に
つ
い
て
の
評
価
は
時
期
尚
早
で
あ
る
が
、
す
べ
り
出
し

と
し
て
は
順
調
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六

お
わ
り
に

放
置
自
動
車
問
題
へ
の
市
民
の
関
心
は
予
想
以
上
に
高



く
、
専
用
電
話
に
は
市
民
か
ら
の
通
報
が
多
数
寄
せ
ら
れ

て
お
り
、
本
市
の
施
策
に
対
す
る
受
け
止
め
方
も
好
意
的

で
あ
る
。

し
か
し
、
条
例
の
制
定
に
よ
り
す
べ
て
が
解
決
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
今
後
研
究
す
べ
き
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
解
体
処
理
費
用
の
上
昇
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
ス

ク
ラ
ッ
プ
価
格
の
低
下
も
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
な
ど
、
楽

観
で
き
な
い
面
も
あ
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
放
置
防
止
対
策
の

充
実
や
、
一
部
の
自
動
車
所
有
者
の
モ
ラ
ル
向
上
が
重
要

で
あ
る
と
と
も
に
、
製
造
販
売
事
業
者
に
よ
る
新
し
い
回

収
へ
の
試
み
な
ど
、
広
範
な
対
策
も
必
要
と
思
わ
れ
、
こ

れ
か
ら
の
進
展
が
望
ま
れ
る
。

以
上
、
｢横
浜
市
放
置
自
動
車
及
び
沈
船
等
の
発
生
の
防

止
及
び
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
L
に
つ
い
て
、
放
置

自
動
車
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
説
明
し
た
が
、
沈
船
等

に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

関
係
各
位
の
ご
教
示
、
ご
叱
正
を
お
願
い
し
た
い
。

表 3 廃物判定委員会
における判定状況
(第 1回分)

放置場所 緻
公 道 7

河 川 敷 OJ

民 有 地 QY

廃
14

計 20

大部分が水没したまま放置されている小型船。

一件毎に撤去を促す ｢お願い｣ を取り付けている。 海上での作業は労
力を要し危険でもある。



第3回A P M (新交通システム)国際会議
T h ird In tern a tio n a l C o n fe re n c e

o n A u to m a ted P e o p le M ov ers)

日
米
土
木
学
会
の
協
力
に
よ
り
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
将

来
展
望
を
テ
ー
マ
と
し
た
国
際
会
議
が
、
去
る
一
〇
月
七

日
ー

一
〇
日
の
四
日
間
、
横
浜
市
の
み
な
と
み
ら
い
れ
地

区
の

｢
パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜
｣
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
会
議
の
概
要
と
討
議
内
容
に
つ
い
て
以
下
に
報
告

し
ま
す
。

一

会
議
の
趣
旨

A
P
M

(ゆ
こ
[o
日
P
[乱

せ
①
o
□
言
区
o
く
円
の)
国
際
会
議

は
、
米
国
土
木
学
会
A
P
M
委
員
会
が
主
催
す
る
国
際
会

議
で
、
過
去
二
回

(
一
九
八
五
年
、
一
九
八
九
年
)
マ
イ

ア
ミ
で
開
催
さ
れ
た
会
議
に
は
、
我
が
国
か
ら
は
開
催
地

第 3回A P M (新交通システム)国際会議 組織委員会

会長 淺井新一郎(土木学会前会長)

iNTE費NATIQ′瀬L CONFERENCE ON AUTOMATEO PEOPL鰈MOVERSn峩糞○iMTE費NA円舒瀬L CONFERENCE 鐙lAUTOMATED PEOPL鰈ん
聽3国 A P M 新交麓ジス学ム;国際 衾 議

　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　

会議風景

で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
多
く
の
産
官
学
の
関
係
者
が

参
加
し
ま
し
た
。

近
年
の
我
が
国
に
お
け
る
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
普
及
や

今
後
の
展
望
を
踏
ま
え
、
今
回
の
第
三
回
会
議
は
、
土
木

学
会
、
日
本
交
通
計
画
協
会
の
共
催
、
建
設
省
、
横
浜
市

の
後
援
、
米
国
土
木
学
会
の
協
力
に
よ
り
、
横
浜
市
で
開

催
さ
れ
た
も
の
で
す
。

本
会
議
は
我
が
国
で
開
催
さ
れ
る
、
初
め
て
の
新
交
通

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
会
議
で
あ
り
、
第
三
回
A
P
M

国
際
会
議
組
織
委
員
会

(会
長
…
淺
井
新
一
郎
･
土
木
学

会
前
会
長
)、
お
よ
び
実
行
委
員
会

(会
長
"
井
上
孝
･東

京
大
学
名
誉
教
授
)
に
よ
り
運
営
さ
れ
ま
し
た
。

三

日
本
開
催
の
意
義

日
本
の
新
交
通
シ
ス
テ
ム
は
、
主
と
し
て
バ
ス
と
鉄
道

の
中
間
の
輸
送
能
力
を
も
つ
中
量
輸
送
シ
ス
テ
ム
と
し
て

普
及
し
ま
し
た
が
、
世
界
的
に
は
、
こ
の
ほ
か
大
都
市
都

心
部
に
お
け
る
短
距
離
交
通
に
対
応
す
る
シ
ス
テ
ム
や
、

開
発
地
域
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
向
上
の
た
め
、
開
発
と
一
体

的
に
導
入
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
等
、
概
念
的
に
も
技
術
的
に

も
極
め
て
多
様
な
シ
ス
テ
ム
が
普
及
し
て
い
ま
す
。

様
々
な
都
市
交
通
問
題
を
抱
え
る
我
が
国
に
お
い
て
も
、

既
に
導
入
さ
れ
、
あ
る
い
は
計
画
中
の
新
交
通
シ
ス
テ
ム

が
あ
り
、
今
後
の
新
た
な
展
開
が
大
い
に
期
待
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
現
在
モ
ノ
レ
ー
ル
を
含
め
た
新
交
通
シ
ス
テ
ム

の
導
入
実
績
は
、
全
国
で
一
三
路
線
、
約
一
〇
一
如
が
供



用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
総
合
交
通
体
系
の
確
立
が
最
重

要
課
題
で
あ
る
日
本
の
各
都
市
関
係
者
に
、
新
交
通
シ
ス

テ
ム
の

｢多
様
な
概
念
と
最
新
の
技
術
｣
の
普
及
、
並
び

に
欧
米
、
ア
ジ
ア
の
関
係
者
と
の
意
見
交
換
の
機
会
を
提

供
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
非
常
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

三

会
議
の
概
要

開
催
期
間
"
平
成
三
年

一
〇
月
七
日
(月
)
-
一
〇
日

(木
)

会

場
"
パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜

(横
浜
み
な
と
み
ら
い

れ
地
区
)

テ

ー

マ
"
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
将
来
展
望

筍
巨
員
の

　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

会
議
用
語
"
英
語
、
日
本
語

参

加

者

…
日
本
三
四
四
名
、
欧
米
五
九
名
、
開
発
途

上
国
五
六
名
、
計
四
五
九
名
。

展

示
"
隣
接
会
議
室
に
お
い
て
、
日
本
の
新
交
通

シ
ス
テ
ム
の
紹
介
お
よ
び
海
外
企
業
に
よ

る
P
R
展
示
を
行
っ
た
。

四

会
議
プ
ロ
グ
ラ
ム

一
〇
月
七
日
(月
)

0
開
会
式

0
基
調
講
演

(新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
将
来
展
望
)

(新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
挑
戦
と
可
能
性
･ー
第
三
国

会
議
に
あ
た
っ
て
の
展
望
ー
)

o
計
画
セ
ッ
シ
ョ
ン

一
〇
月
八
日
(火
)

0
法
律

･
制
度

･
経
営
セ
ッ
シ
ョ
ン

o
技
術
セ
ッ
シ
ョ
ン

一
〇
月
九
日
(水
)

o
開
発
途
上
国
都
市
交
通
セ
ッ
シ
ョ
ン

0
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

(都
市
交
通
の
課
題
と
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
将
来

展
望
)

0
閉
会
式

一
〇
月
一
〇
日
(木
)

0
テ
ク
ニ
カ
ル
ビ
ジ
ッ
ト

金
沢
シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
(新
交
通
シ
ス
テ
ム
)
･

車
両
基
地

五

講
演
･
発
表
･
討
議
の
内
容

基
調
講
演

井
上
孝
東
京
大
学
名
誉
教
授
よ
り
日
本
で
の
A
P
M
の

開
発
の
歴
史
お
よ
び
そ
の
背
景
に
つ
い
て
講
演
が
あ
り
、

こ
の
中
で
今
後
益
々
A
P
M
は
都
市
交
通
機
関
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
た
。

次
い
で
導
い
Z
g
B
き

前
A
P
M
委
員
会
委
員
長
か

ら
、
北
米
と
日
本
の
A
P
M
は
発
展
過
程
が
若
干
異
な
っ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
点
、
類
似
点
等
に
つ
い
て
討

議
を
行
う
今
回
の
会
議
は
非
常
に
有
意
義
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
北
米
の
場
合
は
更
に
ス
モ
ー
ル
ス
ケ
ー
ル
の
シ
ス
テ

ム
開
発
お
よ
び
都
市
へ
の
導
入
に
つ
い
て
の
研
究
が
な
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
講
演
が
あ
っ
た
。

計
画
セ
ッ
シ
ョ
ン

日
本
の
A
P
M
/
A
G
T

(>
呉
o
B
巴
①
△
○
自
分
鶏
鰻
で

一
馬
口
の許
)
が
主
に
中
量
規
模
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
開
発
さ

れ
、
近
年
は
A
G
T
と
バ
ス
の
間
の
も
の
と
し
て
O
E
A
-

の
"
鑓
て
覊
こ
の
の
ち
宿
日

が
開
発
さ
れ
た
こ
と
、
A
G
T
の

標
準
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
。
更
に
東
京
都

の
事
例
と
し
て
多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル
、
東
京
臨
海
新
交
通
、

外
二
例
が
紹
介
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
お
よ
び
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
は
、
A
P
M
の

切
盛
の母
二
許
で
控
に
身

(導
入
検
討
調
査
)
を
も
と
に
、
今

後
の
調
査
の
せ
言
目
｣語

呂
o精
一
の
提
案
が
あ
り
、
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。

A
P
M
と
宅
地
開
発
の
一
体
開
発
の
例
と
し
て
は
、
テ

キ
サ
ス
の
ラ
ス
コ
リ
ナ
ス
で
行
わ
れ
た
都
心
開
発
で
、
A

P
M
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。

ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
A
P
M
の
発
展
の
状
況
お
よ
び
地

下
鉄
等
と
の
関
係
が
紹
介
さ
れ
た
。

討
議
で
は
、
都
心
の
活
動
と
A
P
M
導
入
を
う
ま
く
協

調
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
と
計
画
段
階
で
の
関
係
機
関
と

の
協
力
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
日
本
の
場
合
、



安
全
性
と
費
用
の
面
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
導

さ
れ
た
。
大
阪
環
状
モ
ノ
レ
ー
ル
で
は
既
存
の
鉄
道
駅
と

入
に
あ
た
っ
て
の
労
働
組
合
と
の
協
調
の
問
題
も
挙
げ
ら

れ
た
。
更
に
、
都
心
の
活
動
量
ま
た
は
都
市
人
口
の
大
小

よ
り
は
、
そ
こ
の
交
通
需
要
の
特
性
に
注
意
を
払
う
こ
と

が
、
A
P
M
の
導
入
に
当
た
っ
て
重
要
で
あ
る
と
の
意
見

も
出
さ
れ
た
。

法
律
･
制
度
･
経
営
セ
ッ
シ
ョ
ン

日
本
に
お
け
る
A
P
M
に
対
す
る
官
側
の
補
助
金
制
度
、

シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
が
費
用
の
節
減
の
た
め
に
行
わ
れ
た

事
の
紹
介
と
、
金
沢
シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
事
例
が
紹
介

会議室でのP R展示

の
結
節
点
で
周
辺
の
都
市
開
発
と
の
一
体
開
発
の
例
が
示

さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
は
、
A
P
M
の
経
営
に
つ
い
て
、
従
来

の
公
共
交
通
の
非
効
率
的
な
経
営
と
の
比
較
の
中
で
詳
細

な
分
析
が
な
さ
れ
、
日
本
で
の
ケ
ー
ス
と
の
比
較
が
示
さ

れ
た
。

ド
イ
ツ
か
ら
は
、
A
P
M
の
開
発
と
一
般
の
都
市
へ
の

導
入
に
至
る
ま
で
の
制
度
上
の
手
続
き
が
示
さ
れ
た
。

討
議
の
中
で
は
、
日
本
で
の
A
P
M
導
入
に
関
す
る
質

問
と
し
て
、
新
し
い
道
路
と
の
関
係
、
導
入
基
準
、
各
種

の
交
通
手
段
を
導
入
す
る
こ
と
の
利
害
得
失
、
イ
ン
フ
ラ

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
建
設
と
、
運
営
、
事
業
者
と
の
関
係

に
つ
い
て
討
議
さ
れ
た
。

技
術
セ
ッ
シ
ョ
ン

近
年
の
日
本
で
の
技
術
開
発
、
特
に
O
E
Q①"
m
て
切
湯

の
拐
宿
日

に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ
、
名
古
屋
市
で
の

基
幹
バ
ス
シ
ス
テ
ム
と

0
□
五
①鷄
槌
て
切
こ
の
の
添
付
日

の
導

入
事
例
が
紹
介
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
は
、
日
米
の
A
P
M
の
類
似
点
、
相
違

点
が
紹
介
さ
れ
、
主
な
相
違
点
は
ア
メ
リ
カ
の
も
の
は
短

距
離
で
車
両
数
の
少
な
い
編
成
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本

の
も
の
は
反
対
に
大
量
輸
送
シ
ス
テ
ム
の
一
部
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
も
の
は
、
よ
り

ゆ
こ
[O
B
P
言
Q
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
か
ら
は
、
無
人
運
転
の
技
術
的
評
価
に
つ
い

て
紹
介
し
、
初
期
の
V
A
L
シ
ス
テ
ム
で
の
技
術
、
地
下

鉄
で
導
入
さ
れ
た
安
全
確
保
の
た
め
の
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
が
紹
介
さ
れ
、
今
後
こ
れ
が
適
用
さ

れ
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
を
示
し
た
。

議
論
で
は
、
O
E
号
者
Dて
切
この
の
添
付
B

の
維
持
管
理

に
つ
い
て
類
似
の

□
□
P
.

旨
O
A
の

閃
こ
の
、
ベ
ル
ギ
ー
の

O
E
A
乱

せ
沿
耳

弓
｢斜
口
の粋
と
の
比
較
が
な
さ
れ
、
>
巨
0
-

日
鑓什5
口
に
関
す
る
メ
ー
カ
ー
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て

は
、
メ
ー
カ
ー
は
A
P
M
開
発
に
お
い
て
近
年
積
極
的
に

参
加
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

開
発
途
上
国
都
市
交
通
セ
ッ
シ
ョ
ン

発
展
途
上
国
に
つ
い
て
は
、
都
市
交
通
の
問
題
点
、
特

徴
、
A
P
M
導
入
の
意
味
、
考
え
方
を
述
べ
る
と
共
に
、

A
P
M
の
適
用
範
囲
が
先
進
国
と
若
干
異
な
る
点
を
指
摘

し
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
、

よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
国
お
よ
び
首
都
圏
の
都
市
交
通
の
全
体

像
を
紹
介
し
、
各
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
施
策
、
今
後
の

予
定
さ
れ
て
い
る
施
策
、
政
策
が
述
べ
ら
れ
た
。
A
P
M

に
関
連
し
て
は
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
バ
ス
専
用
道
路
と
L
R

T

合
潴
耳
幻
昌

一
べg
乱
)
バ
ン
コ
ク
の
大
量
輸
送
機
関

(区
田
のの
刃
き
五
弓
[田
尻
粋
)
と
そ
の
実
施
方
策
、
マ
ニ
ラ

で
す
で
に
稼
働
し
て
い
る
L
R
T
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル

で
実
施
予
定
の
L
R
T
に
つ
い
て
の
期
待
、
問
題
点
が
紹

バ百 道イテセ 91,12



介
さ
れ
た
。

討
議
の
中
で
は
、
発
展
途
上
国
で
A
P
M
の
も
つ
意
味
、

適
用
範
囲
、
財
政
上
の
問
題
、
事
業
者
の
問
題
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
自
動
車
そ
の
も
の
へ
の
対
策
に
つ
い
て
も
言
及

さ
れ
た
。

総
合
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

こ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
五
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
り

日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ

の
国
に
お
け
る
、
A
P
M
に
関
す
る
歴
史
、
役
割
、
位
置

付
け
が
述
べ
ら
れ
る
と
共
に
、
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
将
来

展
望
に
つ
い
て
意
見
が
出
さ
れ
、
討
議
が
行
わ
れ
た
。

六

発
表
･
討
議
の
総
括

①

現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
A
P
M
は
、
よ
り

の
日
"
--;

の罵
①
〕
>
三
o
B
巴
の
二

の
汀
ユ
ム
扇
[き
0の

で
都
心

(P
R
湾
汗
で
6
ゅ
巳
聟
)
お
よ

び
拠
点
指
向

(0
謡
-

の巳
の
e

で
あ
る
。
日
本
の
A
P
M
は
大
量
輸
送

(呂
P
の史
攝
湯
粹
)、
短
距
離

(の
汀
き
れ
翼
き
8
)

な
も
の
で
、
無
人
化
等
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
程
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
都
市
の
中
で

多
く
の
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
も
都
市
へ
の
導
入
が
試
み

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
発
展
途
上
国
で
も
財
政
上
の

制
約
が
あ
る
中
で
、
様
々
な
対
策
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
都
市
交
通
シ
ス
テ
ム
と
し
て
既

存
シ
ス
テ
ム
と
の
協
調
を
図
り
な
が
ら
、
A
P
M
導

入
の
可
能
性
は
大
き
い
。

②

A
P
M
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
今
後
と
も
様
々
な

シ
ス
テ
ム
が
開
発
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
特
に
短

距
離
シ
ス
テ
ム
は
、
多
く
の
国
か
ら
興
味
が
示
さ
れ

た
。

③

無
人
化
等
の
多
く
の
点
で
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
、
日
本
で
更
に
技
術
的
、
制
度
的
に
情
報
交
換

を
す
る
必
要
が
あ
る
。

④

A
P
M
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
費
用
を
安
く
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
費
用
を
増
大
さ
せ
な
い
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

⑤

財
政
的
、
経
済
的
、
制
度
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
、

更
に
討
議
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
、
こ
れ
に
追
加
し
て

社
会
的
、
四
日
]g

(例
え
ば
労
働
組
合
対
策
)
問
題

に
つ
い
て
も
意
見
交
換
す
べ
き
で
あ
る
。

⑥

A
P
M
の
導
入
に
当
た

っ
て
は
、
勺
に
区
内

と

中
身
D言
、
O
B
品
什o
｢
と
区
営
鶴
田
目
目
①＼

導
入

地
域
の
土
地
利
用
、
建
物
所
有
者
等
、
様
々
な
人
々

の
協
調
が
不
可
欠
で
あ
る
。
特
に
こ
れ
ら
の
協
調
は
、

計
画
段
階
か
ら
行
わ
れ
る
と
良
い
結
果
を
生
む
こ
と

が
多
い
。

更
に
、
土
地
利
用
と
の
関
係
は
、
ャ
P
の
O
R
日
P
の
、

大
阪
の
例
に
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
A
P
M
導
入
が

土
地
利
用
に
妃
8
丑
滲

な
効
果
を
上
げ
て
い
る
こ

と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

七

あ
と
が
き

今
回
の
第
三
回
A
P
M
国
際
会
議
は
、
当
初
予
定
し
て

い
た
参
加
者
数
三
〇
〇
名
を
大
幅
に
上
回
る
、
四
五
九
名

(海
外
三

五
名
)
の
方
々
が
参
加
し
て
、
熱
心
な
発
表

お
よ
び
討
議
が
行
わ
れ
、
大
成
功
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

日
本
で
初
め
て
開
催
さ
れ
る

｢新
交
通
シ
ス
テ
ム
｣
に

関
す
る
国
際
会
議
を
誘
致
す
る
に
当
た
り
、
多
大
な
ご
協

力
を
い
た
だ
い
た
、
米
国
土
木
学
会
A
P
M
委
員
会
、
土

木
学
会
、
交
通
計
画
協
会
、
建
設
省
、
の
方
々
に
深
く
感

謝
の
意
を
表
す
と
共
に
、
開
催
市
で
あ
る
横
浜
市
の
関
係

者
の
方
々
、
お
よ
び
会
議
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
関
係
自

治
体
、
企
業
の
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
一
九
九
三
年
に
米
国
テ
キ
サ
ス
州
ラ
ス
コ
リ
ナ

ス
に
お
い
て
、
第
四
回
A
P
M
国
際
会
議
が
、
メ
イ
ン
テ

ー
マ
を

｢野
呂
幅
日
目
囚
<
鰻
言
の
の
日

g
巴
0
｢
P
R
談
町

o
o日
食
の｣
(主
要
な
都
市
拠
点
の
価
値
増
大
と
A
P
M
)

と
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
筑
波
大

学
の
黒
川
教
授
が
講
評
の
中
で
述
べ
ら
れ
た

｢今
回
の
第

三
回
横
浜
会
議
の
成
果
は
、
第
四
回
へ
の
O
P言
鶏
環

ま

た
は

0
三
分

せ
日
の
と
し
て
十
分
幅
広
く
、
か
つ
有
意
義

な
も
の
と
信
じ
ま
す
｣
と
の
言
葉
を
締
め
く
く
り
と
し
て
、

次
回
の
ラ
ス
コ
リ
ナ
ス
会
議
の
成
功
を
念
じ
つ
つ
、
報
告

を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。



一
背
景
と
目
的

我
が
国
の
運
転
免
許
保
有
者
数
も
、
六
、
0
0
0
万
人

を
越
え
、
誰
も
が
ハ
ン
ド
ル
を
握
る
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
社
会
が
出
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
高
齢
者
ド
ラ
イ

バ
ー
や
外
国
人
ド
ラ
イ
バ
ー
の
増
加
も
予
想
さ
れ
る
ほ
か
、

自
転
車
利
用
者
や
歩
行
者
の
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
道
路
利
用
の
多
様
化
･
高
度
化
に
対
応
し

て
道
路
管
理
者
側
で
も
、
安
全
で
快
適
な
道
路
(
ハ
ー
ド
)

を
つ
く
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
道
路
を
使
う
上
で
わ
か
り

や
す
い
環
境

(ソ
フ
ト
)
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
建
設
省
道
路
局
で
は
ユ
ー
ザ
ー
に
と

っ
て
、
わ
か
り
や
す
い
道
路
案
内
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
路
線
番
号
、
標
識
等
の
あ
り
方
に

つ
い
て
提
言
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
学
識
経
験
者
、
有
識

者
、
関
係
機
関
、
建
設
省
等
か
ら
な
る

『道
路
サ
ー
ビ
ス

高
度
化
懇
談
会
』
を
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
さ

る
一
〇
月
二
日
第
一
回
目
の
会
合
を
行
っ
た
。

こ
の
懇
談
会
で
の
提
言
を
も
と
に
、
小
冊
子
等
を
作
成

し
、
内
外
に
広
く
配
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
路
案
内
シ

ス
テ
ム
の
あ
り
方
を
理
解
し
て
い
た
だ
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
提
言
内
容
に
つ
い
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
理

解
の
も
と
に
実
施
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

一
一
検
討
項
目

の

道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
の
考
え
方

の

個
別
の
道
路
サ
ー
ビ
ス

①

わ
か
り
や
す
い
路

　
　

　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

｢
一
般
国
道
番
号
表
示
の
改

善

②

わ
か
り
や
す
い
案

　　
　
　
　
　

内
の
強
化

③

利
用
者
の
た
め
の

地
点
標
の
あ
り
方

--
-
位
置
確
認
、
路
線
確
認
等

に
利
用
で
き
る
地
点
標

④

使
い
や
す
い
道
路

地
図
の
あ
り
方

--
-
現
地
と
整
合
し
た
道
路
地

図

⑤

そ
の
他

道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
懇
談
会
の
設
置
に
つ
い
て

高
速
道
路
の
番
号
付
け
な
ど

建
設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室



③

全
体
シ
ス
テ
ム
の
構
築

①

サ
ー
ビ
ス
高
度
化

の
た
め
の
シ
ス
テ
ム

の
あ
り
方

ー
-
路
線
番
号
･
案
内
標
識
･

地
点
標
･
道
路
地
図
の
連

携

②

そ
の
他

三

検
討
内
容
(案
)

1

道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
の
考
え
方

道
路
ユ
ー
ザ
ー
の
立
場
に
立
っ
た
、
高
度
な
道
路
利
用

社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
、
わ
か
り
や
す
い
路
線
番
号
･
標
識

等
を
提
供
す
る
た
め
の
、
道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
の
背
景

と
理
念
を
ま
と
め
る
。

2

個
別
の
道
路
サ
ー
ビ
ス

①

わ
か
り
や
す
い
路
線
番
号
の
あ
り
方

路
線
番
号
は
道
路
利
用
者
へ
の
基
本
的
な
デ
ー
タ

で
あ
り
、
情
報
提
供
の
窓
口
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
た
め
、
利
用
者
に
と
っ
て
、
わ
か
り
や
す
い
路
線

番
号
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

④

高
規
格
幹
線
道
路
の
路
線
番
号
の
付
番
方
法

高
規
格
幹
線
道
路
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
路

線
名
称
等
で
対
応
し
て
い
る
が
、
今
後
構
成
さ
れ

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
対
応
と
し
て
、
あ
る
い
は

国
際
化
等
へ
の
対
応
と
し
て
、
番
号
に
対
す
る
考

え
方

(利
用
者
に
と
っ
て
の
分
か
り
易
さ
の
提
供
、

つ
に
は
、
現
行
方
式
の
案
内
標
識
の
体
系
化
が
課
題

案
内
標
識
の
簡
略
化
･
明
確
化
等
)
を
確
立
す
る
。

⑤

一
般
国
道
の
路
線
番
号
の
課
題

　
　

　

　

力

が

旧

･あ

パ
メ番
一

　
　

　　
　

　
　

バ

同

以
上
の
よ
う
な
点
を
中
心
に
、
今
後
の
路
線
番
号

の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言
を
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

②

わ
か
り
や
す
い
案
内
標
識
の
あ
り
方

今
後
は
余
暇
時
間
の
増
大
、
国
際
化
、
高
齢
者
の

増
加
等
の
社
会
変
化
に
と
も
な
い
交
通
の
広
域
化
･

案
内
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
が
予
想
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
対

応
す
る
案
内
標
識
整
備
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
一

◎
案
内
標
識
整
備
の
方
向

･
体
系
的
で
分
か
り
や
す
い
ル
ー
ル
の
設
定
と

P
R

･
路
線
番
号
を
利
用
し
た
案
内
の
強
化

･
都
市
内
に
お
け
る
案
内
方
法
の
あ
り
方

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
海
外
の
事
例
を
見
る
と
、
多

く
は
路
線
を
中
心
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
案
内

を
し
て
お
り
、
地
点
名
中
心
の
我
が
国
の
案
内
と
は

考
え
方
を
異
に
し
て
い
る
面
も
あ
り
、
今
後
、
路
線

を
表
示
す
る
手
法
も
、
と
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
を
中
心
に
、
今
後
の
案
内
標
識

の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言
を
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

◎
現
行
案
内
標
識
の
問
題
点

･
使
用
さ
れ
て
い
る
目
標
地
名
の
利
用
者
か
ら

の
信
頼
感

･
標
識
に
よ
る
案
内
ル
ー
ル
の
不
明
確

高
規
格
幹
線
道
路
と
一
般
道
路
と
の
整
合
性

標
識
の
数
、
設
置
位
置



③

利
用
者
の
た
め
の
地
点
標
の
あ
り
方

近
年
、
自
動
車
保
有
台
数
や
免
許
人
口
が
増
加
、

運
転
機
会
の
少
な
い
サ
ン
デ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
の
増
加
、

レ
ジ
ャ
ー
指
向
等
に
よ
り
、
不
慣
れ
な
道
を
運
転
す

る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
り
、
わ
か
り
や
す
く
、
使
い
や

す
い
道
路
へ
の
ニ
ー
ズ
が
従
来
以
上
に
高
ま
っ
て
き

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
従
来
よ
り
、
道
路
管
理
用
に

使
用
し
て
き
た
地
点
標

(キ
ロ
ポ
ス
ト
=
そ
の
道
路

の
起
点
か
ら
の
距
離
を
一
如
、
一
〇
0
m
ご
と
に
記

し
た
も
の
)
を
、
広
く
一
般
の
道
路
利
用
者
の
利
用

に
も
資
す
る
よ
う
に
変
え
て
活
用
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
位
置
や
目
的
地
ま

で
の
距
離
の
確
認
が
容
易
に
な
る
な
ど
、
利
用
者
に

と
っ
て
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
な
観
点
か
ら
一
般
の
道
路

利
用
者
の
利
用
に
資
す
る
地
点
標
の
在
り
方

(コ
ン

セ
プ
ト
)
に
つ
い
て
議
論
し
、
そ
の
基
本
的
な
方
向

性
を
と
り
ま
と
め
て
、
ご
提
言
い
た
だ
く
予
定
で
あ

る
。

議
論
の
視
点
の
例

利
用
者
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
想
定
す
る
か
。

.
利
用
形
態

(T
P
O
)
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を

想
定
す
る
か
。

･
ど
の
よ
う
な
情
報
を
、
ど
の
よ
う
に
表
示
す
る

,ヵ

･そ
の
基
本
ル
ー
ル
(全
国
的
に
統
一
す
る
項
目
)

何
か
。

･
情
報
の
提
供
に
当
た
っ
て
の
方
針

④

使
い
や
す
い
道
路
地
図
の
あ
り
方

道
路
地
図
は
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
自
動
車
旅
行

を
す
る
上
で
、
目
的
地
へ
の
利
用
す
べ
き
径
路
の
選

択
、
観
光
地
･
景
勝
地
の
位
置
等
の
確
認
の
た
め
に

重
要
な
情
報
源
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
道
路
地
図
と
し
て
種
々

の
情
報
を
ど
こ
ま
で
盛
り
込
む
べ
き
も
の
か
、
ま
た

道
路
地
図
へ
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
の
提
供
方
法
等

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
を
中
心
に
、
今
後
の
道
路
地
図

の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言
を
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

◎
掲
載
す
べ
き
情
報
内
容

道
路
条
件
(車
線
数
、
規
制
区
間
、
勾
配
等
)

位
置
確
認
情
報

(標
識
、
キ
ロ
ポ
ス
ト
等
)

道
路
関
連
施
設
の
情
報
等

(ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン

ド
、
ホ
テ
ル
等
)

◎
道
路
地
図
の
満
た
す
べ
き
条
件
(現
行
の
問
題
点
)

⑤

そ
の
他
道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
へ
の
メ
ニ
ュ
ー

情
報
提
供
等
を
主
体
と
し
て
、
道
路
ユ
ー
ザ
ー
へ

の
サ
ー
ビ
ス
に
寄
与
す
る
種
々
の
施
策
の
あ
り
方
を

提
言
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

◎
道
路
地
図
に
盛
り
こ
む
た
め
の
手
法

考
え
方
の
周
知
の
方
法

バ
イ
パ
ス
･
都
計
道
の
完
成
等
の
タ
イ
ム
リ
ー

な
伝
え
方



3

道
路
案
内
サ
ー
ビ
ス
の
連
携

路
線
番
号
･
標
識
等
、
個
別
の
道
路
サ
ー
ビ
ス
を
連
携

す
る
全
体
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言

し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

座

長
四

メ
ン
バ
ー
構
成

中
村

英
夫

生
内

玲
子

+

河
合

恭
平

、

岩
越

和
紀

柳
沢

京
子

。

古
賀

光
彦

放

野
村

和
正

金
窪

敏
知

尾
仲

山
本

正
尭

橋
本
鋼
太
郎

井
上

啓
一 章

東
京
大
学
工
学
部
教
授

交
通
評
論
家

道
路
評
論
家

J
A
F
M
A
T
E
編
集
長

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

警
察
庁
交
通
局
交
通
規
制
課
長

長
野
県
土
木
部
長

鰯
日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
専
務
理

事㈱
日
本
デ
ジ
タ
ル
道
路
地
図
協

会
専
務
理
事

建
設
省
道
路
局
路
政
課
長

建
設
省
道
路
局
企
画
課
長

建
設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
経

済
調
査
室
長

五

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等

=

平
成
三
年
度
内

第
一
回
懇
談
会

　

コ十二
一｢]

＼ヒ
ヨ
ノ

炙
耳
当
代
盈甘
玉テ
･
しu□
■ゞ八
百
K
三〉"
]
"
ハ
.

モ
ノ
-
-F
↑
/ふ作と

揃脂
を網繁
彼
にt

u州
と
州梶
型
を
ヰ斗Iだ
し

こ　　　　　

一
一
月
五
日

(済
)
-

第
二
回
懇
談
会

第
三
回
懇
談
会

一
月

　　　　
　
　
　　
　　
　
　
　
　
　
　　
　　

　
　
　　　
　
　　
　

　
　
　
　
　　　

お
上
ぞヌ
全
一,本
ン
ス
テ
ム

‐]と｢
(
ブミ
ノメニ
!イー
、、)
-ノ
ニソ
ニ.〆

二
月
(全
体
と
り
ま
と
め
)
＼

第
四
回
懇
談
会

三
月

道
路
局
長
あ
て
、
提
言
、
小
冊
子
配
布

②

平
成
四
年
度
以
降

提
言
内
容
を
も
と
に
、
実
施
に
向
け
て
検
討
し
て
行
く

も
の
と
す
る
。

◎
◎

◎



県手

東
京
駅
を
後
に
、
北
へ
向
う
こ
と

五
三
〇
余
キ
ロ
、
東
北
新
幹
線
の
座

席
に
も
た
れ
て
、
車
窓
の
景
色
に
秋

の
深
ま
り
を
感
じ
な
が
ら
二
時
間
三

〇
分
余
り
、
ス
ー
パ
ー
や
ま
び
こ
が

静
か
に
す
べ
り
こ
む
ホ
ー
ム
が
北
の

タ
ー
ミ
ナ
ル
盛
岡
で
あ
る
。

ホ
ー
ム
に
降
り
立
ち
、
ま
ず
耳
に

す
る
ア
ナ
ウ
ン
ス
も
、
ヒ
ン
ヤ
リ
と

澄
ん
だ
空
気
に
、
心
な
し
か
新
鮮
な

響
き
を
も
っ
て
聞
こ
え
る
。
盛
岡
市

は
、
人
口
二
三
万
五
、
0
0
0
人
を

有
し
、
北
東
北
の
拠
点
都
市
と
し
て

一
歩
、
一
歩
着
実
な
歩
み
を
進
め
て

い
る
街
で
あ
る
。

｢
ふ
る
さ
と
の
山
に
向
い
て

云
う
こ
と
な
し

ふ
る
さ
と
の
山
は

あ
り
が
た
き
か
な
｣

郷
土
の
詩
人
石
川
啄
木
が
こ
よ
な

く
愛
し
詩
に
詠
ん
だ
岩
手
山
、
姫
神

山
、
そ
し
て
北
上
川
、
奥
羽
の
山
々

と
北
上
山
脈
の
峡
間
に
開
け
た
盆
地

に
、
北
上
川
と
雫
石
川
、
そ
し
て
中

津
川
の
三
川
が
合
流
し
て
醸
し
出
す

透
明
に
澄
ん
だ
空
気
と
清
ら
か
な
水

　　 　　　　国道4号線
(盛岡バイパス)

の
冷
た
さ
、
緑
と
紅
葉
の
鮮
や
か
な
、

真
に
山
紫
水
明
に
富
ん
だ
、
静
か
で

心
な
ご
む
、
み
ち
の
く
の
古
都
で
あ

る
。盛

岡
市
は
広
大
な
岩
手
県
の
ほ
ぼ

中
央
部
、
北
上
盆
地
の
北
側
に
位
置

し
、
明
治
二
二
年
の
市
制
施
行
以
来
、

秋
田
市
を
始
め
十
和
田
、
そ
し
て
三

陸
沿
岸
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
と
し
て
、

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、

の 形 側 県　　　 　 　 　
荒事 o と し 行 に の

八潮梟淫ま し て 以 位 ほ
丁を=い)ゞ ん N た て 三 来 置 ぼ
　　　　　　 　 　 　 　 　

逼二 と 四んの / 市 少 蕗 雪
、テノシン でテミ鶴奮辞儀五ふしそ｣ ｣三〆 の 1 の 副 二 がキニザザナ ｢しテメンy 甫

勉滯三等〃ミ ロ同庁舎 由 湧 ¥ 洋 春 を る　　　　　　　　　　 　　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　　　　　　 　　　　　　　　　　ゾクこ磯前目いい% ち啄木碗鞭多 彩“一対手公園 / ‐ヌヒメ/＼撚〉＼" わ乙ハミ " 盛 の 色 ら 目

部 の の せ 岡 る じ
、 桜 黄 せ の o 、

市
を
と
り
ま
く
周
辺
地
域
は
、
数
多

く
の
温
泉
と
自
然
の
造
形
が
作
り
出

す
風
光
明
婿
な
自
然
景
観
に
恵
ま
れ
、

四
季
を
通
じ
、
自
然
を
満
喫
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

｢春
｣盛
岡
の
春
は
周
辺
の
山
間
に

雪
融
け
の
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
聞
き
、

蕗
の
と
う
の
黄
色
い
花
を
摘
ん
で
、

少
し
遅
め
の
桜
の
花
見
に
始
ま
る
。

市
の
中
心
部
、
盛
岡
城
丑
の
岩
手
公

図

　
　
　　
　

よみがえる歴史の道 "寺町通り"

- -主要地方道盛岡岩泉線

日本の道笹0選より



園
や
、
高
松
の
池
が
桜
色
に
染
ま
り
、

一
番
華
や
ぐ
の
も
こ
の
時
で
あ
る
。

｢夏
｣岩
手
山
か
ら
吹
き
下
す
心
地

よ
い
緑
の
風
が
、
青
田
を
渡
る
六
月
、

チ
ャ
グ
、
チ
ャ
グ
と
鈴
の
音
を
高
ら

か
に
響
か
せ
て
、
一
〇
〇
余
頭
の
チ

ャ
グ
チ
ャ
グ
馬
ツ
コ
が
夏
を
運
ん
で

く
る
。
一
七
〇
年
余
の
伝
統
を
も
ち
、

南
部
駒
の
産
地
に
相
応
し
い
、
馬
の

祭
。
金
、
銀
、
青
、
赤
、
黄
色
の
布

で
思
い
思
い
に
着
飾
っ
た
、
愛
馬
の

日
頃
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
そ
の
安
全

を
祈
願
す
る
も
の
で
あ
る
。

市
内
を
流
れ
る
中
津
川
の
清
流
は
、

ヤ
マ
メ
や
ア
ユ
を
追
う
釣
人
が
糸
を

た
れ
、
水
し
ぶ
き
に
子
供
等
の
声
が

響
く
。
八
月
初
め
、
市
の
中
心
部
を

全
面
交
通
止
め
に
し
て
催
さ
れ
る
三

日
間
の
夏
の
一
大
イ
ベ
ン
ト

｢
サ
ン

サ
舞
り
｣
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
あ

る
、
近
郷
近
在
、
市
内
各
所
か
ら
繰

り
出
す
一
万
数
千
人
の
一
如
に
及
ぶ

大
乱
舞
。
天
地
を
ゆ
る
が
す
数
千
の

太
鼓
の
響
き
と
、
電
光
に
ま
ば
ゆ
く

光
る
、
帯
と
汗
の
き
ら
め
き
。
盛
岡

の
夏
の
最
高
潮
で
あ
る
。

八
月
一
六
日
、
市
内
北
上
川
で
行

わ
れ
る
裏
盆
の
行
事
舟
っ
こ
流
し
。

法
名
を
記
し
た
小
旗
、
提
灯
、
供
物

で
美
し
く
飾
っ
た
精
霊
舟
の
真
赤
な

炎
が
川
面
を
焦
が
し
、
夏
を
乗
せ
て

流
れ
下
る
。

八
幡
宮
の
山
車
の
大
太
鼓
が
澄
切

っ
た
空
に
響
き
渡
る
と
、
も
う
秋
で

あ
る
。
外
山
、
小
岩
井
の
牧
野
に
牧

歌
的
な
風
景
が
郷
愁
を
誘
い
、
山
々

は
赤
や
黄
色
の
錦
衣
で
美
し
さ
を
競

う
。
里
が
黄
金
の
ジ
ュ
ー
タ
ン
に
被

わ
れ
る
と
、
街
人
は
競
っ
て
山
々
に

入
り
、
秋
の
味
覚
茸
を
漁
る
。
市
内

の
朝
市
、
材
木
町
で
の
夜
市
が
一
番

賑
う
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。

一
〇
月
、
岩
手
山
に
初
冠
雪
の
便

り
が
聞
か
れ
る
こ
ろ
、
中
津
川
に
は

二
百
数
十
キ
ロ
を
旅
し
て
き
た
鮭
が

上
っ
て
く
る
。
本
州
の
県
庁
所
在
地

で
た
だ
一
ケ
所
鮭
の
上
っ
て
く
る
街

で
あ
る
。
鮭
そ
上
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、

決
ま
っ
て
新
聞
紙
面
を
飾
り
、
市
民

は
暖
か
く
見
守
る
。
一
二
月
、
吐
く

息
は
白
く
氷
り
、
市
内
を
流
れ
る
川

面
は
水
蒸
気
に
霞
み
、
雫
石
川
の
白

鳥
の
群
も
そ
の
数
を
増
し
て
冬
の
到

来
を
告
げ
る
o

公
園
の
落
葉
は
白
く
朝
霜
に
輝
き
、

踏
み
付
け
た
霜
柱
が
き
し
ん
で
崩
れ

る
。
周
囲
の
山
々
は
純
白
の
ベ
ー
ル

を
ま
と
い
、
ビ
ル
の
街
に
粉
雪
を
降

ら
せ
る
。
あ
っ
ち
の
ス
キ
ー
場
、
こ

っ
ち
の
ゲ
レ
ン
デ
と
次
々
と
オ
ー
プ

ニ
ン
グ

ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
る
と
、
街

は
再
び
活
気
付
い
て
く
る
。
冬
本
番

の
到
来
で
あ
る
。
冬
の
メ
イ
ン
会
場

は
周
辺
の
ス
キ
j
場
へ
と
移
り
、
八

幡
平
、
安
比
、
網
張
、
雫
石
等
二
○

ケ
所
近
い
ゲ
レ
ン
デ
に
向
け
て
若
者

達
が
散
っ
て
行
く
。
白
一
色
の
銀
世

界
は
、
一
瞬
に
し
て
華
か
な
若
人
の

街
に
変
身
す
る
。
盛
岡
は
今
、
一
九

九
三
年
二
月
、
ア
ジ
ア
で
初
め
て
開

催
さ
れ
る
ア
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
世
界
選

手
権
大
会
に
向
け
て
、
着
々
と
整
備

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

北
国
な
ら
で
は
の
贅
の
限
り
を
尽

し
て
、
盛
岡
の
四
季
は
移
っ
て
行
く
。

こ
う
し
た
自
然
の
流
れ
の
中
で
、

東
北
縦
幹
自
動
車
道
の
開
通
と
東
北

新
幹
線
の
開
業
を
契
機
に
、
市
内
の

街
並
み
も
一
変
し
、
ビ
ル
の
建
設
が

相
次
ぎ
、
宅
地
化
が
進
み
市
内
の
多

鮭の遡上が見られる中津川と上 / 橋
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く
の
緑
が
失
わ
れ
て
来
た
が
、
そ
の

反
面
、
本
来
の

｢盛
岡
ら
し
さ
｣
を

大
切
に
し
よ
う
と
す
る
気
運
も
高
ま

り
、
街
並
み
、
樹
木
、
石
組
な
ど
の

保
存
の
た
め
の
指
定
が
行
わ
れ
て
き

て
い
る
。

盛
岡
は
、
か
つ
て

｢不
来
方
｣
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
後
に

｢三
日
月
の

丸
く
な
る
ま
で
南
部
藩
｣
と
そ
の
領

地
の
広
さ
を
う
た
わ
れ
た
南
部
藩
二

〇
万
石
の
城
下
町
で
あ
る
。
そ
の
名

の
起
こ
り
は
、
お
よ
そ
四
〇
〇
年
前
、

三
戸
に
居
を
構
え
て
い
た
南
部
氏
が
、

丑
で
こ
う
詠
ん
で
い
る
。

｢城
丑
の
古
石
垣
の
日
だ
ま
り
に

き
く
と
し
も
な
き

瀬
の
遠
音
か
な
｣

ま
た
、
岡
本
か
の
子
は
市
内
中
津

川
に
架
る
上
ノ
橋
等
に
残
る
古
い
擬

宝
珠
に
つ
い
て
、

｢み
ち
の
く
の
夏
の
夕
風
盛
岡
の

ぎ
ぼ
し
ゅ
が

橋
を
吹
き
渡
る
か
も
｣

と
詠
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
の
佇
ま
い
を

大
切
に
し
、
古
く
か
ら
の
伝
統
と
歴

史
に
親
し
み
を
持
ち
、
か
つ
保
存
し

よ
う
と
す
る
市
民
の
心
の
結
集
か
ら

生
ま
れ
た
街
並
み
の
一
つ
が
、
こ
の

｢寺
町
通
り
｣
で
あ
る
。

県
道
盛
岡
岩
泉
線
は
、
盛
岡
を
起

点
と
し
て
、
三
陸
沿
岸
北
部
の
岩
泉

町
を
結
ぶ
延
長
九
三
蹴
の
主
要
地
方

道
で
あ
り
、
盛
岡
市
の
ペ
ッ
ト
タ
ウ

ン
と
し
て
開
発
の
進
む
東
部
丘
陵
地
、

家
族
旅
行
村
等
で
整
備
の
進
む
岩
洞

湖
畔
、
県
立
自
然
公
園
の
早
坂
高
原
、

そ
し
て
地
底
湖
を
持
つ
鍾
乳
洞

｢竜

泉
洞
｣
で
知
ら
れ
、
全
国
一
広
い
町

岩
泉
町
へ
と
延
び
て
、
海
の
ア
ル
プ

盛岡の中心盛岡城阯はかつての い不来方城阯“

そ
れ
ま
で
あ
っ
た

｢不
来
方
の
館
｣

に
変
え
て

｢盛
岡
城
｣
を
築
城
し
、

人
心
の
一
新
を
図
る
た
め

｢盛
り
上

る
栄
え
る
岡
｣
の
意
を
込
め
て
改
名

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
約
二
七
〇
年

の
藩
政
時
代
を
経
て
、
維
新
後
、
岩

手
県
の
県
庁
所
在
地
と
な
り
、
明
治

二
二
年

(
一
八
八
九
年
)
四
月
盛
岡

市
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

築
城
は
、
豊
臣
秀
吉
の
一
国
一
城

令
に
よ
る
全
国
四
八
城
の
中
に
含
ま

れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
工
事

は
、
着
工
か
ら
四
〇
年
の
歳
月
を
要

す
る
難
工
事
で
あ
っ
た
。
外
堀
に
北

上
川
、
中
津
川
を
利
用
し
、
石
垣
を

築
い
た
見
事
な
も
の
で
あ
り
、
奥
州

の
三
名
城

(会
津
、
白
河
)
と
う
た

わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
城
下
二

三
町
を
も
整
備
し
た
立
派
な
町
で
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
の
町
並
の
面
影
は

今
も
な
お
、
市
内
の
い
た
る
と
こ
ろ

に
色
濃
く
そ
の
影
を
留
め
、
｢不
来

方
｣
の
名
は
、
今
も
広
く
市
民
に
愛

さ
れ
て
い
る
。

石
川
啄
木
も
少
年
時
代
、
盛
岡
城

｢不
来
方
の
お
城
の
草
に

寝
こ
ろ
び
て

空
に
吸
わ
れ
し
十
五
の
心
｣

盛
岡
市
は
、
優
れ
た
自
然
環
境
と

伝
統
に
育
く
ま
れ
た
、
歴
史
的
環
境

が
調
和
し
、
個
性
豊
か
な
、
都
市
環

境
を
保
全
し
、
か
つ
創
出
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
昭
和
四
六
年

｢盛
岡

市
自
然
環
境
保
全
条
例
｣
が
制
定
さ

れ
、
三
八
〇
年
余
の
伝
統
を
も
つ
盛

岡
ら
し
さ
を
生
か
し
な
が
ら
、
住
み

よ
い
環
境
を
創
る
た
め
の
取
り
組
み

に
着
手
し
た
。
こ
れ
は
、
自
然
の
環

境
に
留
ま
ら
ず
、
歴
史
、
言
葉
、
建

造
物
の
保
存
、
そ
し
て
街
の
デ
ザ
イ

ン
に
至
る
幅
広
い
取
組
み
を
行
う
た

め
の
共
通
理
念
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
↓。市

内
に
は
、
幾
多
の
災
害
を
免
れ

て
今
日
に
至
っ
た
数
多
く
の
建
造
物

が
市
民
の
誇
り
と
し
て
大
切
に
保
存

さ
れ
、
愛
さ
れ
て
、
多
く
の
詩
に
も

詠
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
若
山

牧
水
は
中
津
川
と
城
丑
を
次
の
よ
う

に
詩
っ
て
い
る
。

日本の遵倖
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さ
＼ぶ改良前の寺町少

ス
陸
中
海
岸
国
立
公
園
と
を
結
ぶ
重

要
路
線
で
あ
る
。
か
つ
て
は
小
本
街

道
と
呼
ば
れ
三
陸
沿
岸
か
ら
盛
岡
城

下
へ
塩
を
運
ん
だ
塩
の
道
で
も
あ
っ

た
。
旅
人
が
往
き
来
し
、
牛
馬
が
歩

ん
だ
道
は
、
今
な
お
内
陸
と
北
三
陸

を
結
ぶ
主
要
な
幹
線
で
あ
り
、
そ
の

盛
岡
の
入
口
が
北
山
地
区
で
あ
る
。

寺
町
通
り
を
含
む
北
山
地
区
は
市

内
で
も
ひ
と
き
わ
歴
史
的
雰
囲
気
を

保
ち
、
二
〇
を
超
え
る
数
多
く
の
寺

院
が
集
ま
っ
て
い
る
。
特
に
、
こ
の

寺
町
通
り
付
近
に
は
一
〇
寺
を
数
え
、

寺
町
独
特
の
風
情
を
醸
し
出
し
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
市
の
環
境
保
護
地

区

｢北
山
寺
院
群
地
区
L
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
寺
院
の
中
に
は
、
南
部

家
の
菩
提
寺

｢聖
寺
禅
寺
｣
を
は
じ

め
盛
岡
城
築
城
以
前
の
不
来
方
城
の

館
主
、
不
来
方
淡
路
守
福
士
五
郎
政

長
が
一
三
八
四
年
に
建
立
し
た

｢東

顕
寺
｣、
享
保
一
六
年
、
四
年
の
歳
月

と
京
都
か
ら
招
い
た
大
仏
師
九
人
に

よ
り
造
顕
さ
れ
た
五
百
羅
漢
を
有
す

る

｢報
恩
寺
｣
な
ど
が
あ
り
、
市
民

の
安
ら
ぎ
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た

｢東
顕
寺
｣
境
内
に
は
、
岩

手
の
名
の
お
こ
り
と
伝
え
ら
れ
る

｢鬼
の
手
形
｣を
留
め
た
三
箇
の
巨
石

を
祷
る
三
ツ
石
神
社
が
あ
っ
て
、
岩

手
の
名
の
お
こ
り
を

『昔
こ
の
地
方

ら
せ
つ

に
、
羅
刹
と
呼
ぶ
鬼
が
住
み
、
住
民

を
苦
し
め
て
い
た
が
、
三
ツ
石
の
神

の
法
力
に
よ
っ
て
、
石
に
縛
り
つ
け

て
し
ま
っ
た
。
鬼
は
泣
い
て
詫
び
を

入
れ
、
二
度
と
現
れ
な
い
と
誓
い
、

三
ツ
石
に
手
形
を
押
し
て
、
岩
手
山

麓
の
鬼
古
里
に
逃
れ
て
い
っ
た
』
と

伝
え
て
お
り
、
鬼
が
二
度
と
来
な
い
、

と
誓
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

｢不
来
方
｣

の
地
名
が
う
ま
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
、

鬼
の
手
形
が
印
さ
れ
た
三
箇
の
石
を

庇
っ
た
こ
と
か
ら
、
岩
手
の
名
が
生

ま
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
む
ろ

ん
後
世
の
創
作
説
話
で
あ
ろ
う
。
更

に
は
、
光
台
寺
の
南
部
二
七
代
藩
主

利
直
公
の
姫
君
に
ま
つ
わ
る
伝
説

｢
む
か
で
姫
の
墓
｣
も
あ
る
。

む
か
で
姫
の
伝
説
と
は
、
文
禄
三

年
、
南
部
家
二
七
代
藩
主
で
あ
る
利

直
公
に
と
つ
い
だ
於
武
が
輿
入
れ
の

▲おちつき 義問いのある街に生れ変った寺町通り



際
、
み
や
げ
と
し
た

｢矢
の
根
｣
が

蒲
生
家
の
祖
、
俵
藤
太
秀
郷
が
近
江

の
石
川
で

｢む
か
で
退
治
｣
に
使
用

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
利
直
公
の
死

後
の
寛
文
三
年

(
一
六
六
三
年
)
に

於
武
の
方
も
こ
の
世
を
去
り
、
遺
言

に
よ
り

｢光
台
寺
｣
に
葬
る
こ
と
に

な
っ
た
。

壮
麗
な
霊
廟
を
つ
く
り
、
菩
提
を

弔
っ
た
が
、
墓
前
に
あ
っ
た
濠
に
太

鼓
橋
を
架
け
た
も
の
の
一
夜
に
し
て

壊
れ
て
い
た
。
何
度
架
け
て
も
壊
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
、
誰
い
う
と
な
く

｢大
き
な
む
か
で
が
橋
を
壊
し
て
し

ま
う
の
だ
｣
と
の
噂
が
伝
わ
っ
た
。

墓
参
の
日
、
多
く
の
見
張
り
を
置

い
て
、
数
一
〇
人
の
人
手
を
も
っ
て

一
気
に
工
事
の
全
部
を
終
え
た
が
そ

の
後
も
、
こ
の
付
近
に
は
、
俵
藤
太

に
射
ら
れ
た
む
か
で
の
怨
霊
が
毎
夜

何
一
〇
匹
、
幾
一
〇
〇
匹
と
な
く
は

い
回
り
、
そ
の
上
於
武
の
方
の
髪
の

毛
が
こ
と
ご
と
く
片
目
の
蛇
に
化
し

た
と
い
わ
れ
、
う
わ
さ
を
伝
え
聞
い

た
人
の
誰
か
ら
と
も
な
く

｢む
か
で

の
お
姫
様
の
墓
｣
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

寺
に
近
づ
く
も
の
は
無
く
な
り
、
住

職
は
自
ら
ノ
ミ
を
手
に
一
体
の
仏
像

を
刻
み
墓
前
に
安
置
し
て
供
養
し
た

と
こ
ろ
、
怨
霊
も
つ
い
に
姿
を
見
せ

な
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
そ
の

後
立
派
な
伽
藍
を
建
立
し
供
養
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
伝
説
は
、
他
に
も

｢桜

川
観
世
音
と
片
葉
の
芦
｣、
｢銭
掛
の

松
｣
｢首
な
し
弥
陀
と
虚
無
僧
｣等
々

寺
町
周
辺
に
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
地
方
の
歴
史
の
深
さ
を
伺
わ
せ

る
。
盛
岡
は
、
第
二
次
大
戦
時
も
、

駅
周
辺
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
戦
災
に

み
ま
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
古

く
か
ら
の
歴
史
が
多
く
現
在
に
引
継

が
れ
て
き
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
｢盛

岡
市
通
史
｣
に
よ
る
城
下
の
社
寺
の

数
は
神
社
三
二
社
、
稲
荷
社
八
八
社
。

一
七
八
二
年
の
寺
院
は
七
六
か
寺
を

数
え
た
と
あ
る
程
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
歴
史
的
色
彩

の
濃
い
地
域
の
街
造
り
を
考
え
る
時
、

古
く
か
ら
の
狭
い
道
は
整
備
上
の
大

き
な
負
担
と
な
り
、
保
存
と
開
発
の

間
に
立
つ
と
き
強
い
胸
の
い
た
み
を

禁
じ
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
“寺

町
通
り
"
も
、
都
市
計
画
道
路
下
ノ

橋
更
ノ
沢
線
と
し
て
整
備
の
名
乗
り

を
上
げ
た
も
の
の
、
当
時
の
道
路
は

両
側
を
寺
院
の
土
塀
に
挟
ま
れ
た
六

m
足
ら
ず
の
狭
い
曲
が
り
く
ね
っ
た

道
路
で
あ
り
、
整
備
の
是
非
を
め
ぐ

っ
て
多
く
の
検
討
が
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
市
の
東
部
地
域
に
新
た
な
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宅
地
開
発
計
画
が
相
次
ぎ
、
三
陸
沿

岸
北
部
の
地
域
を
結
ぶ
幹
線
と
し
て

主
要
地
方
道
盛
岡
岩
泉
線
の
役
割
と

期
待
は
大
き
く
な
り
、
増
大
す
る
交

通
に
対
応
す
る
対
策
と
環
境
保
全
等
、

地
元
住
民
の
協
力
を
得
る
た
め
の
話

し
合
い
が
重
ね
ら
れ
、
そ
の
回
数
は

一
〇
〇
回
を
超
す
も
の
と
な
っ
た
。

委
員
も
、
医
師
、
庭
師
、
石
屋
、
僧

侶
、
県
議
、
店
主
と
多
方
面
に
わ
た

り
意
見
や
提
案
も
多
岐
に
及
ん
だ
。

小
さ
な
問
題
も
話
し
合
い
で
、
と
い

う
姿
勢
が
評
価
さ
れ
、
計
画
は
進
み
、

特
有
の
狭
い
通
り
、
年
々
増
加
の
一

そ
の
結
果
古
都
盛
岡
の
イ
メ
ー
ジ
を

途
を
た
ど
る
車
の
流
れ
、
環
境
保
全

損
な
う
こ
と
の
な
い
、
落
ち
つ
い
た

と
様
々
の
困
難
の
条
件
の
下
で
進
め

潤
い
の
あ
る
街
と
し
た
い
、
と
の
合

ら
れ
た
事
業
が
完
成
を
見
た
と
き
、

意
が
で
き
上
が
っ
た
。
墓
地
内
に
あ

地
域
住
民
を
始
め
と
す
る
関
係
者
こ

っ
た
榛
の
木
は
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
と

ぞ
っ
て
の
盛
大
な
祝
賀
会
が
催
さ
れ

し
て
活
用
さ
れ
、
寺
院
の
塀
は
新
た

た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
す
べ
て
、
歴
史
と
環
境
と

い
う
財
産
を
大
切
に
し
た
い
、
と
の

日
頃
か
ら
の
市
民
の
願
い
が
実
っ
た

も
の
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

今

｢寺
町
｣
と
し
て
、
市
民
に
愛

さ
れ
て
い
る
こ
の
街
を
、
将
来
に
向

け
て
大
切
に
引
継
ぎ
、
第
二
、
第
三

の

｢寺
町
｣
を
造
る
足
掛
か
り
と
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

今
後
、
全
国
の
多
く
の
皆
様
が
盛

岡
を
訪
れ
た
時
、
是
非
一
度
足
を
運

ん
で
下
さ
る
こ
と
を
願
っ
て
止
ま
な

い
次
第
で
あ
る
。

損
な
う
こ
と
の
な
い
、
落
ち
つ
い
た

潤
い
の
あ
る
街
と
し
た
い
、
と
の
合

意
が
で
き
上
が
っ
た
。
墓
地
内
に
あ

っ
た
榛
の
木
は
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
と

し
て
活
用
さ
れ
、
寺
院
の
塀
は
新
た

な
築
地
塀
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

電
線
、
電
柱
は
電
力
会
社
、
N
T
T

の
協
力
を
得
て
裏
通
り
に
配
線
さ
れ
、

沿
線
住
民
の
協
力
に
よ
り
沿
道
に
庭

園
も
造
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
寺
院

日本の道100選の記念碑
ポケットパークとして整備された

街
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
白
雲
に

緑
映
え
る
夏
、
御
影
石
を
模
し
た
白

い
石
畳
に

｢ナ
ッ
ツ
バ
キ
｣
の
白
い

花
、
そ
し
て
自
然
の
古
木
を
取
り
入

れ
た
棒
の
木
蔭
に
、
ふ
れ
あ
い
の
毎

日
が
流
れ
、
生
活
に
溶
け
込
ん
で
安

ら
ぎ
を
感
じ
さ
せ
、
｢ら
し
さ
Lを
大

切
に
し
、
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
新
し

い
道
は
、
昭
和
六
二
年
に
建
設
省
の

｢
日
本
の
道
100
選
｣
に
も
選
ば
れ
た
。

更
に
、
平
成
元
年
に
は
、
｢手
づ
く

り
郷
土
資
｣
の
誉
に
浴
し
た
。
加
え

て
平
成
三
年
、｢ま
ち
の
景
観
を
リ
ー

ド
し
、
魅
力
あ
る
都
市
景
観
を
創
造

す
る
も
の
で
、
盛
岡
ら
し
い
歴
史
的

な
景
観
を
維
持
し
、
伝
統
的
雰
囲
気

を
継
承
す
る
も
の
L
と
し
て
、
盛
岡

市
が
新
た
に
創
設
し
た
都
市
景
観
総

合
賞
の
受
賞
も
決
定
し
た
。



月
･
日

世

界

の

動

き

0
米
ゼ
ネ
ラ
ル
･
モ
ー
タ
ー
ズ

(G
M
)
と
フ
ォ
ー
ド
の
発
表
に

よ
る
と
、
今
年
第
三
･
四
半
期

(七
-
九
月
)
の
決
算
は
、
い
ず

れ
も
第
二
･四
半
期
に
続
き
大
幅
赤
字
と
な
っ
た
。
G
M
の
第
三
･

四
半
期
の
売
上
高
は
、
二
八
九
億
ド
ル
余
で
、
損
益
は
一
〇
億
五

六
〇
〇
万
ド
ル
。
フ
ォ
i
ド
の
同
期
間
の
売
上
高
は
、
一
二

一
億

ド
ル
余
で
、
損
益
は
五
億
七
、
四
〇
〇
万
ド
ル
の
赤
字
。
景
気
低

迷
に
よ
る
乗
用
車
の
販
売
不
振
に
日
本
車
と
の
競
争
が
追
い
打
ち

を
か
け
た
。

o
米
商
務
省
の
一
九
九
〇
年
の
所
得
調
査
に
よ
る
と
、
米
国
の
家

計
所
得
の
伸
び
は
、
イ
ン
フ
レ
に
追
い
つ
か
ず
、
八
二
年
以
来
八

年
ぶ
り
に
実
質
所
得
が
前
年
を
下
回
っ
た
。
家
計
所
得
の
中
間
値

は
、
二
万
九
、
九
四
三
ド
ル
で
、
前
年
比
実
質
一
･
七
%
減
。
一

人
当
た
り
の
所
得
も
一
万
四
、
三
八
七
ド
ル
と
前
年
比
実
質
二
･

九
%
減
。

0
米
財
務
省
の
九
一
会
計
年
度
の
連
邦
財
政
収
支
報
告
に
よ
る
と
、

財
政
赤
字
は
二
、
六
八
七
億
ド
ル
で
、
前
年
度
比
二
一
･
九
%
増
。

過
去
最
高
の
八
六
年
度
の
二
、
ニ
ニ
一億
ド
ル
を
大
幅
に
上
回
っ

た
。

0
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
は
、
公
定
歩
合
を
現
行
の
年
五
･
○

%
か
ら
四
･
五
%
に
○
･
五
%
引
き
下
げ
る
こ
と
を
決
め
、
即
日

実
施
し
た
。
景
気
回
復
の
テ
ン
ポ
が
鈍
化
、
再
失
速
の
恐
れ
が
強

ま
っ
て
い
る
た
め
。

0
湾
岸
戦
争
以
来
、
燃
え
続
け
て
い
た
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
油
田
火
災

が
、
す
べ
て
鎮
火
し
た
。
火
災
や
漏
出
で
失
わ
れ
た
石
油
の
量
は
、

確
認
埋
蔵
量
約
一
千
億
バ
レ
ル
の
二
%
弱
。
消
火
費
用
は
約
一
五

億
ド
ル
。

事

項
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月
･
日

国
内
の
動

き

o
農
林
水
産
省
災
害
対
策
本
部
の
ま
と
め
に
よ
る
と
ぶ
。
風
“
i
雌

号
に
よ
る
農
産
物
や
農
業
施
設
の
被
害
は
、
過
去
最
大
の
七
、
一

八
七
億
円
に
上
っ
た
。
農
作
物
の
う
ち
被
害
の
最
も
大
き
か
っ
た

の
は
、
リ
ン
ゴ
、
ミ
カ
ン
な
ど
の
果
樹
で
、
二
、
一
一
六
億
円
。

地
域
別
で
は
青
森
の
六
九
〇
億
円
が
最
大
で
、
以
下
熊
本
、
福
岡

の
順
。

0
自
民
党
の
宮
沢
総
裁
が
、
臨
時
国
会
の
衆
参
両
院
本
会
議
で
首

相
指
名
を
受
け
、
同
日
夜
、
宮
沢
内
閣
が
発
足
。
福
総
理
･
外
相

に
渡
辺
美
智
雄
氏
、
建
設
相
に
山
崎
拓
氏
、
国
土
庁
長
官
に
東
家

嘉
幸
氏
。

o
日
銀
は
公
定
歩
合
を
○
･
五
%
下
げ
、
年
五
･
○
%
と
す
る
こ

と
を
決
め
、
即
日
実
施
。
今
年
七
月
一
日
に
次
ぐ
二
度
目
の
利
下

げ
。

0
総
務
庁
に
よ
る
と
、
国
の
許
認
可
事
項
の
総
数
は
、
一
九
九
一

年
三
月
末
で
一
万
七
一
七
件
で
、
前
年
同
期
よ
り
一
三
六
件
増
え

た
。
国
際
化
に
よ
る
新
た
な
行
政
事
務
が
生
じ
た
。

0
自
治
省
が
都
道
府
県
の
一
九
九
一
年
度
九
月
補
正
後
の
予
算
概

要
を
ま
と
め
た
。
東
京
、
福
岡
、
大
分
を
除
く
四
四
道
府
県
が
九

月
補
正
予
算
を
組
み
、
そ
の
規
模
は
計
九
、
一
〇
七
億
円
。
補
正

後
の
本
年
度
予
算
総
額
は
昨
年
度
同
期
比
七
･
0
%
増
の
四
四
兆

八
、
八
四
六
億
円
に
な
っ
た
。 事

項

11
･
“

月
･
日

道
路
行
政
の
動
き

o
道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(平
成
三
年

法
律
第
六
〇
号
)
施
行

0
道
路
法
施
行
令
及
び
駐
車
場
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令

(平
成
三
年
政
令
第
三
一
七
号
)
施
行

o
道
路
法
施
行
規
則
及
び
開
発
道
路
に
関
す
る
占
用
料
等
徴
収
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(平
成
三
年
建
設
省
令
第
一
八
号
)

施
行

o
｢道

路
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(道
路
局
長
通
達
)｣
｢道
路

法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(路
政
課
長
通
達
)｣
｢道
路
法
第
二
四

条
の
二
に
基
づ
き
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
自
動
車
駐
車
場
に
関
す

る
標
準
条
例
に
つ
い
て

(道
路
局
長
通
知
)｣

0
第
二
回
道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
懇
談
会
開
催

o
第
五
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
に
つ
い

て

(閣
議
決
定
)

事

項
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蛇
の
形
か
ら
と
っ
た
と
言
わ
れ
る
漢
字
の
巴
は
、

日
本
語
で
は
｢と
も
え
｣
と
読
ま
せ
る
。
頭
部
が
円

形
で
尾
の
方
へ
行
く
と
極
端
に
細
く
な
る
こ
の
形

は
、
蛇
と
い
う
よ
り
も

"
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
“
に
似

て
い
る
。
こ
れ
が
二
つ
組
み
合
っ
た
の
を
二
つ
巴
。

三
つ
を
三
つ
巴
と
言
う
。
柔
道
の
巴
投
げ
と
か
、
巴

戦
な
ど
の
語
源
で
あ
り
今
も
神
社
や
家
の
紋
章
に
使

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
つ
巴
は
男
女
和
合
の
象
と

も
言
わ
れ
る
。

さ
て
、
韓
国
の
国
旗
の
真
ん
中
に
は
、
赤
と
青
の

二
つ
巴
が
画
か
れ
て
い
る
。
赤
色
は
陰
の
巴
。
青
色

は
陽
の
巴
を
表
す
。
こ
の
陰
陽
二
極
が
組
み
合
わ
さ

れ
る
と
太
極
に
な
る
。
陰
陽
は
太
陽
と
月
、
昼
と
夜

の
よ
う
に
対
を
な
す
か
ら
、
そ
れ
を
重
ね
合
わ
せ
た

も
の
は
宇
宙
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
円
の
四

方
に
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、
三
豊
……
…-…
-…-易
占
い
に
使

わ
れ
る
算
木
。
こ
れ
は
八
卦
の
う
ち
の
四
象
で
天
地

水
火
を
表
す
。
こ
の
四
象
は
地
球
上
の
現
象
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
韓
国
の
国
旗
は
宇
宙
と

地
球
を
表
す
壮
大
な
図
柄
で
、
東
洋
哲
学
の
宇
宙
観

を
表
現
し
た
め
ず
ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

話
し
は
変
る
が
、
二
〇
年
前
に
米
国
に
旅
行
し
た

と
き
、
建
築
現
場
の
高
い
ク
レ
ー
ン
の
突
端
や
、
ホ

テ
ル
の
玄
関
に
ま
で
飜
る
星
条
旗
に
と
ま
ど
っ
た
。

雑
多
な
民
族
が
住
み
建
国
の
歴
史
が
浅
い
こ
の
国
で

は
、
永
遠
な
る
国
を
意
識
さ
せ
る
も
の
は
国
旗
と
国

歌
以
外
に
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
一
市
民
が
デ
ザ
イ

ン
し
た
色
彩
豊
富
な
こ
の
旗
に
寄
せ
る
、
国
民
の
期

待
は
今
も
変
り
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
〇
月
ド
イ
ツ
に
旅
行
し
た
。
ラ
イ
ン
河
ロ
ー
レ

ラ
イ
の
船
着
場
に
は
黒
赤
黄
の
三
色
の
ド
イ
ツ
国
旗

が
河
風
に
は
た
め
い
て
い
た
。
ド
イ
ツ
に
来
て
こ
こ

で
は
じ
め
て
国
旗
に
お
目
に
か
か
っ
た
。
そ
の
旗
の

向
こ
う
に
は
河
越
え
に
古
城
が
見
え
た
。
こ
の
国
旗

の
上
雍
の
黒
は
何
を
意
味
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い

が
、
風
に
流
れ
る
旗
を
見
て
い
る
と
黒
い
部
分
は
あ

た
り
の
景
色
に
融
け
込
ん
で
、
赤
と
黄
の
二
色
が
一

段
と
美
し
く
見
え
た
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
制
定
さ

れ
た
に
し
ろ
、
国
旗
は
図
鑑
で
見
る
よ
り
そ
の
国
の

風
土
の
中
に
置
い
て
見
る
の
が
一
番
き
れ
い
に
見
え

ろ
↓。そ

れ
に
し
て
も
、
ラ
イ
ン
河
は
ス
イ
ス
国
境
か
ら

ド
イ
ツ
を
横
断
し
、
オ
ラ
ン
ダ
を
経
て
北
海
に
そ
そ

ぐ
大
河
だ
が
、
水
源
近
く
ま
で
大
型
の
運
搬
船
が
遡

上
で
き
る
の
は
、
急
流
河
川
に
慣
れ
た
我
々
に
と
っ

て
驚
き
で
あ
る
。
水
位
保
持
の
た
め
舞
台
裏
で
は
い

一
月
号
の
特
集
テ
ー
マ
は

｢安
全
･
快
適
な
道
路
を
め
ざ
し
て
｣

の
予
定
で
す
。

ろ
い
る
苦
労
が
あ
る
に
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の

懐

深
く
く
い
込
む
輸
送
の
大
動
脈
で
あ
る
役
割
は

昔
も
今
も
変
り
な
い
。
私
達
が
遊
覧
船
を
待
つ
間
に

も
、船
首
に
色
々
な
小
旗
を
つ
け
た
大
型
鉄
鋼
船
が
、

沢
山
の
物
資
を
積
ん
で
上
下
し
て
行
く
。
船
首
の
小

旗
は
所
属
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
が
、
昔
は
山
上
の
古

城
の
主
が
こ
の
目
印
の
旗
を
見
て
通
行
料
を
徴
収
し

た
そ
の
名
残
り
も
兼
ね
た
旗
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と

望
遠
鏡
の
発
達
し
て
い
な
い
昔
は
肉
眼
で
見
え
る
よ

う
な
色
別
で
な
い
と
困
る
。
今
、
往
来
し
て
い
る
小

旗
を
見
て
い
る
と
色
は
違
う
が
、
上
下
二
色
に
区
分

さ
れ
た
旗
が
多
い
。
イ
タ
リ
ヤ
や
フ
ラ
ン
ス
の
国
旗

の
よ
う
に
縦
三
色
だ
と
風
に
は
た
め
く
と
見
え
に
く

く
な
る
。
上
下
二
色
だ
と
古
く
な
っ
た
り
汚
れ
て
も

容
易
に
識
別
で
き
る
。
上
中
下
三
色
の
ド
イ
ツ
国
旗

は
、
こ
の
ラ
イ
ン
河
の
運
搬
船
の
小
旗
の
伝
統
を
受

け
継
い
で
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

(が
)
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